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序 文

特別研究「農•山村社会における股林業生産及び生活の組織化方式の確立」に参加した林業試験 

場特別研究グループは,昨年につづいて,れ料「むら機能と林業(続)」を,研究成果として提示, 

諸賢の御批判を願うものであります。

昨年発表の貪料が,本場経営部の諸研究を中心とした,多岐にわたる内容のものであったのに対 

して,こ、に発表する資料は,本支場でとりくんだ,共通の統一課題「先進的林業地域における生 

産。販売組織の展開過程」に関する諸成果であり,とくに,各支場の研究者が共通の方法論に従っ 

てそれぞれの地域を分析している点に,不十分ではありますがクルーブ研究の熱意と努力とをよみ 

とっていたヾければ幸です。

なお,本年も,中央大学吉沢教授より玉稿をいたヾき内容をよりゆたかにすることが出来ました 

ことを感謝しております。

昭和5 7年1月

「集落持研」事務担当 柳 次郎
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I 西川林業地域における実態と問題点



1.はじめに

踝題に対するここでの分析のとり組み方への接近についてまず述べたい。

生産。販売組織の展開過程を.ここではとくに生産に重点をおきながら,昭和? (19 3 2)

年を中心とした農山漁村経済更生運動期と,昭和3 9 (】64)年以降の林業基本法施行に伴う林 

業構造改善事業期とにおける生産•販売組織の発展の侍質を対象としたい。何故なら明治以降い 

くつかの待色ある発展期はあったが,国家的規模の経済事業が山村地域に下りた時代は•この2 

つであり,これは山村経済変化の画期の時期であった。この山村,林業の授拌要因と先進的林業 

地域の生産組織の関係,特質の把握をしたいからである。

従来生産組織というとき•生産の資本,労働,土地の要素の組合せ様式をいったが,最近は経 

営や作業を組織的に受託する生産集団等の組織のこと［4いっており,ここではこの後者のことを 

組織として意味したい。

先進的林業地は,西川林業地で3 5 〇年の人工林化の歴史をもつ現飯能市東吾野地区(昭和31 

年9月の町村合併まで埼玉県入間郡東吾野村)を調査対象とした。

2•農山漁村経済更生運動期における東吾野村の生産組織

2)
(1)日本経済と経済更生運動

農山漁村経済更生遅動と経済•政治の関係を概観したい。昭和4 ('29)年アメリカでおき 

た世界恐慌は,間もなく日本経済に波及した。これより以前の日本国内にあっては,既にきび 

しい不況下にあったから,これらが相乗して一層深刻な経済状態になり,いわゆる昭和恐慌と 

なった,

1) 柏祐賢,坂本慶一編著「戦後農政の再検討」(ミネルヴァ書房,昭和5 3年1、月)P123

2) 「日本艘業年報,第1〜1〇輯」(お茶の水書房,昭和7年〜11年)

渡辺全！"日本の林業と農山村経済の更生」(養賢堂,昭和13年1月)

蘇武磨「日本ファシズムの形成と農村経済更生運動」(「歴史学研究別冊,昭和4 6年1〇月) 

高橋泰隆「日本ファシズムと農村経済更生選動の展開」(「土地制度史学,第6 5号」,昭和

4 9年10月)

安藤良雄!"日本経済政策史論下」(東大出版会,昭和51年3月)

日高,大谷,斎藤ほか「マルクス経済学,理論と実証」(東大出版会,昭和5 3年1月)

西田美昭「昭和恐慌下の農村社会運動」(お茶の水書房,昭和5 3年12月)

東大社研「ファシズムと民主主義」研究会「昭和恐慌」(東大出版会,昭和5 3年12月) 

安藤良雄「両大戦間の日本資本主義」(東大出版会,昭和5 4年1月)

長原豊「!9 3 2年『農村救済請願運動』の持質」(「農業経済研究,5 2巻1号」,昭和55 

年4月)

等によった。



この場合わが国では,とくに農林業に鋭く恐慌的側面があらわれたら農林産物価格の暴落, 

慶林業従事者の験等である。林業につG、てみれば,農林家負債問題,妹業の新たな振興,山 

村住民の雇用問題であった。

政府は農村救済請願運動等の中で,農業恐慌対策を打ちださざるをえなかった。恐慌の直接 

的救済策は時局匡救事業であつナこが,これには2っあり,第】が財政上約80%を占める效農 

土术事業であった。内容は農山村振興道路事業を中心に,開塾事業助成,河川改修,治山治水, 

港湾改良等であった。第オは財政的に1〇%にみたない農山村経済更生計画であり•自力更生 

運動の呼びかけであった。内容は,土地分配の整備,土地利用の合理化,農村金融の改善,労 

カ利用の合理化,農林業経営組織の改善,生産費ならびに経費の節滅,•生産物の販売統制,農 

業経営用品の配給統制’各種災害防止および共済,生活改善節約実行であった。計画は民間で 

は産業組合と農会が中心的な担い手であった。そしてこの2つの事業は土木事業の方は財政予 

算がつづかず短期間行われたのみで竜頭蛇尾に終った。経済更生遅動は予算は少なかったが,郴 

神運動として第2次大戦までつづいた。

この経済的意味は,満州移民等にみる侵略,排外主義等の色々な意味合いがあるが,経済更 

生運動にしぼって持質を考えたい。第1に,この迎動の指導,監督体制が上からの,官制的に 

大げさな割に,実行内容は貧弱であって,ついに精神更生=自立更生を強調するに至った。第 

2に,第1とも関連はあるが,官僚支配の共同体制秩序維持の再編強化である。

要するに農山村村落共同体が破れ,かねてよりその内部対抗が激化してきていたのであり, 

それは当時の軍部,資本の一国支配の根本にかかわる危機として意識された。従って体制の危 

機打開の方向は,日本資本主義か国家独占寄本主義への移行,階級協調主義を一段と強化した 

点と結んだファシズムと軍国主義=外外侵略の強化であり,その農林業版が農山村経済更生迎 

動であった。 ’
- .•・「,•・房・.；■ •・て"."：:

(2):東吾野村の更生運動 …

・旧東吾野村(以下東吾野村と略す。)は西川林業地方の中で.古くから最も林業経営が堅実 

に行われている地域である。西武鉄道池袋線の池袋駅より約1時間半,東京の西北5 8 Kmの地 

点にある。現在面積は1,981Qz,田0.0 4化,畑5 8.。 5化,山林原野1,4 6 2.0 9 である。人 

ロ 2.4 4 6A,戸数5 8 8戸である。東吾野村は昭和7年に第1回目の経済更生村として指定を 

うけたが•この村にとって更生逸動に関係した前史がある点が特筆される。当時村は景気不況 

の深刻化とともに,失業が続き,,農林家の借財はふえ,人心はすさんできていた。村当局は原 

因を経済の貧因にあるとし,産業を振興するのが先決と考えた。従って,昭和5 (130)年東

—4 — 

吾野産業振興会を設立して,各部落よりI名,計1〇名の委員をあつめて,農事,畜産,林業・ 

養蚕,副業の5部に配屋して,事業をおこした。このことは非常に村民の賛意をえることにな 

った。この折,国策上の軽済更生運動もおき,東吾野村は入間郡内5カ村の1つとして農林省の 

指定をうけたのであり,東吾野の産業振興の事業は燃山村更生遅動の全国的先駆を切ることに

1)
なった9 •

そこで村当局は農会技術員を更生委員会事務局員に要請し,村推進母体を作った。そして7 

年11月に東吾野村経済更生委員会を成立させた。8 ('33)年4月全村民協議会を開き,そ 

の発会とした。更生計画は,村更生委員会の下に,教養.農事,畜産,桃,養蚕•副業,経 

済,生活改善の8部をおいたが,先の産業振興会の事業組織に,政府の更生計画の新たな組織 

を加味したものとした。各部には部長,副部長ならびに各部委員で,部落毎に選出をして組織

注 「石田弥重郎自叙録」により作成。

〇 石田弥重郎「東吾野郷土史」(東吾野鄉土研究会,昭和4 5年8月)P.2 7 9

2)浅見幸一郎「石田弥重郎自叙録」P.4 7

第1表 東吾野村経済更生委員会役員(昭和8年4月)

役 名 氏 名 部落 職 業
山林面積 
(台帳) 備考

会 長 町田歐太郎 上平戸 村長,農林業 8

副会長 浅見保太郎 市場 助役•木材業 5

幹事・長・ 在田弥重郎 下白子 農会技術員 3

教養部長 •岡田要作 (吾野村) 学校長 2 部員19名

" 副部長 大沢久三 阿寺 教員,林業 1 2

農事部長 栗原信一 M影 農林業 3 〇

" 剧部長 大野松介 下長沢 軍人,農業 〇

畜産部長長 小.林義彭 西組 合< 郵便聞 2 〇

".副部長 棚倉浦吉 上白子 材木商 2

林業部長 落合清作 新田 林業・ 9

" 副部長・ 井上源三 下平 農業. 3

喪蚕部長 橋村喜助 上白子 商業 6

副業 〃 稣田万吉 西組 晟林業 5

経済’〃・ 井上正太郎 "東組 . 林業 4 〇

生活改善" 高野卯八 下平 農業 1
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下白子,上白子,下平戸,上平戸,市場,中組,新田,間野,束組,西組,坂組,下平,中 

峰,久ノ本,下長沢,瀬亀八徳,風影,阿寺の19部落に部落毎に更生組合をおいた。この・ 

更生組合より選出された委員を各部の計画実行(こ参画させた。更生委員会の構成は第1表の通 

りである。これによって見ると,役員は各鄧落からでて,山林面憤が台帳面植I〇必前後程度 

から1化までのものが多く,ことさら村内の大所有者が多く占めるという事でなく,つまり小 

所有者であって,部長は篤林家が多い。職業は村内の自営の農林業が多い。

従来,村では部落を行政の伝達機能として用いていたものを,更生運動事業に際して,更生 

運動事業の機能を十分に果せ奇ように,部落を一層家族的結合させて用いるようよびかけた 。

東吾農村経済更生委員会は日支事変,太平洋戦争へとわが国の戦争経済への進展とともに, 

その性格は国内農林産物生産確保,労働力確保と戦争遂行の手段として変看?ていくようにな 

った.しかし東吾野の農業,林業,経済を進めていく立場と委員会の主な役員の顔ぶれは余り 

かわらなかった。この点について「東吾野村経済更生委員会規程」と「部長及び副部長氏名」 

を付1として付した。また付2に昭和12 ( « 37 )年の更生委員会の年間の活動を示している 

が,管理的活動以外には,林業の活動が多くなっていることかわかる。

(3)更生運動期の東吾野村の主な経済動向

昭和初期の経済は養蚕,機織業,林業か中心であった。現金収入は養蚕,家内繰糸,生絹製 

造によっていたし,木材,林業労働にたよっていた。企業収入は林業経営や木材生産及び販売 

であった。

注 東吾野村役場所蔵,農林省及び県統計表控より作成。

第2表 東吾野村重要農林産物生産高(昭和7〜2 0年)

米 麦 黄〇 顏 絹織物 生 糸 用材 薪炭材 木炭

昭和 7
石

5 6
石

5 6 9
メ

2,1 〇 〇
メ 

14,170
反

3 0.70 8
メ

7 0 8
石

18.800
棚

54 0
メ

3 2,904

1 〇 6 2 7 1 9 5,5 50 1 2,4 1 0 3 5,056 7 00 2 1,51 9 6 55 6 0.7 20

1 2 6 8 7 7 6 6,2 0 9 1 4,。 7 3 ? 3 5 4 2 0358 54 0 5 3,3 2 0

1 7 10 5 1,2 3 0 6,1 3 2 11.436 27,344 ? 2 2,9 65 1 6 〇 8 0.909

2 〇 3 〇 1.11 〇 1.7 7 9 5230 ? ? 2 0,30 0 4 7 5 44382

その後,たとえば昭和11年の各部落別の経済動向は付3に示したが,第2表は経済更生期 

を適宜に区切って,東吾野村の垂要産物の生産高をー表にしたものである。これで分る事は・ 

〇「更生月報,第3 9号」(昭和14年3月)P.1
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米麦は昭和17年までは増えてきた。酣は迎年生産低下し,当然絹織物と生糸の農山村工業生 

産物の生産髭は低下してきたのに対し,用材生産は次第にその髭を増加させ,1〇 ('35)年 

から2万石(5 5 66勿)を上廻っている。薪炭材は多少低下ぎみだが,木炭生産も同様に17 

年まで増加の傾向である。

たとえば生産額を昭和12年の統計でみると,農業10 6,9 9 0円,畜産2 5 9.6 5円,林業

114,61〇円,農村工業!12,4 6 3円,合計3 6 0.0 2 8円であり,1戸あたり8 0 0円,1人 

あたり142円であった。1位木材,2位絹織物,3位繭,4位豚で•6位が木炭の順であっ 

た。

村の上層は林業経営,中層以下は,養蚕業及び林業労働に従事した。また,村経済は乏しく, 

旦那と一般農民の差別は封建遺風として戦後まで明らかに残っていたが,極端な対立関係はな 

<«割に人情は暖かった。これは本村に士族はおらず,大富豪もなく,他に比し,比較的に経 

済基礎が一定していたためである。

更生期には主な以上の産物の他に,副業用として割箸,下駄,兎毛皮加工,醬油製造等多種 

にわたったが,要するに農,工業や木炭生産を縮少し,かわりに林業経営に力を入れだしたの 

であった。

(4)更生迎動期の林業生産。販売の成果

では林業を中心に更生期にいかなる対策がとられたカ、。その前に明治中期は人工林面積は山 

林の・程度で,他は新炭林で,製炭用資材にむけられていた。

さて更生期の山林面憤は7 4 9如で,うち人工造林は約6 〇 〇"だつた。ここで従来なおざ 

りにしていた林業経営を改善することにした。すなわち苗木の自給,品種改良,揷木苗生産, 

下刈,枝打,’間伐,材質改良を推進した。このほかクリ・ウルシ,シイタケ栽培を導入した。 

以上の中にはその時だけに終ったものもあるが,多くは現在まで統いている。また薪炭生産で 

は従来白炭1本の生産であったのを,黒炭生産に切り替えた。これらの計画は当初困難だった 

カん更生委員会林業部にあって,スギ,ヒノキ苗の共同購入,村有林の管理,間伐材の共同販 

売等いわば共同事業によって一定の成果をあげた。現在でもとくに間伐に対するこの当時の普 

及が定着したという評備/ある。またさらに東吾野村の経済更生遅動による林業生産への特曾 

にふれよう。①元来この地方は優良材生産の地域ではなかったが,今日ではこの地方が優良材 

生産技術の地方となっているところから,東吾野村の更生期における林業技術の熱心な指導が

1) 大内晃「森林施業の実態と其の検討ー東吾野村」(林業試験場,昭和2 7年2月)P.11〇

2) 日本林業技術協会「林業技術史,第1巻」(日本林業技術協会,昭和4 7年3月)P.22 2。
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実を結んだとも考えられる。②東吾野村のこの期の集約施業はやがてこの理域全体に普及され 

たと考えられる。

(5)更生運動期の東吾野村林業生産組織

当時の林業生産振興の方向は,村行政執行部が,適任者をえて,更生委員会を企画,運営し 

た。この点は少しふれたのであるが,具体的にのべたい。先ず昭和5年3月加藤村長と木材業 

の趣見保太郎は東吾稣産業振興会をおこした。間もなく経済更生指定村となった。この時加藤 

村長と浅見保太郎に推され更生委貝会の事務局に農会技術員,下白子部落の石田弥重郎がなつ、 

た。以後石田を轴として強力に動き出した。委員会構成メンバーは前述の通りであったが,具 

体的に部落にいかに事務局から伝達されたかである。これが更生期の生産組撇に深くかかわっ 

ていると考えられる。そして更生委貝会の具体的指導は各種産業に及んだ。林業の生産組織を考 

える場合も,全般的なこの組織と同梯に考えられるので,更生委員会全体の構成•組織をみたい。

生産組織とは,更生委員会がきめた当初更生組合といい,12年に農事実行組合と改組した 

各部落毎の下部組織’のことであるQ第3表に12年末の農事実行組合の一覧を示してみる。実行

注「•更生月報•第2 5号」(昭和13年1月)P.3

第3表 東吾野材農事実行組合一覧(昭和12年末)

組合名 組合員数 組 谷 長 同左職業’ 同左山林面債 
(台帳) 備考

下白子 

上白子 

下平戸 

上平戸 

市・ 場

中 組

新 田

間 野

東 組

西.•組 

坂 ・組

上井上 

下・長沢 

瀬 尾

八 徳

風….影・ 

阿・ 寺

2 3名

3 1

2 3

1 8

2 9

1 6

1 5

1 9

16

1 2

1 9

5 7

2 9

2 8

2 7

3 2

* T1 7

都条寿三郎

〃 義助 

須田保太郎■ 

町田文吉 

小林興平 

井上理一 

加藤佐太郎 

大沢仁三 

竜口万蔵 

小林義環

大野 寛

.•高野卯八・ 

大.野伝十郎 

大野光三

’小峰泰助 

’栗原’信一

,大沢久三

農林業

農ぎ

•学校長

養蚕指導員 

商業 

農林業

〃

〃

農業

郵便局•長,県議 

会社員 

無業 

林..•業.

U

農.業 

助役,林業・ 

学校長,林業’

3 Ha

4

19

1.

1

2

5

5

1

2 〇

1 〇

1

12 0

..•. •.•"〇’

3

• - 3 0

1 2
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組合長はおよそ部落の代表の位母を占め,部落なりの家柄と経済的基盤のあるもの,すなわち 

各規模の山林所有者,とくに長沢では篇林家が選ばれている。各部落には区長,区長代理もい 

る。この区つまり部落の任務は部落での行政的な運絡,意見の取りまとめであり,農事実行組 

合は,更生運動に関しての連絡,意見集約を任務とする。そして区長は任期2年でおおむね2 

期っとめ,農事実行組合長は同じく 2年の任期だが,おゝむね2〜3期運続して任期がある。

先述の林業生産の問題を部落におろし,そこで生産に指針を与えるにしても,部落のこの実 

行組合は組合長を通じて.さらに隣り組という5人組へ下す。たとえば下白子では次のようで 

ある。下白子は2 3戸だが,4つの隣り組は平組8戸,北ケ谷組6戸•南組5戸,原組4戸で 

ある。また風影の隣り組は3 2戸あって,東套且5戸,東鬲 5戸,中上組4戸,中下組6戸 

«西上組6戸,西下組6戸となっている。経済更生委員会連結事項,取りきめ事項があると, 

隣り組の当番のものにったわり,当番が各戸をまわり,または寄り合いをしてきめる。部落組 

織の末端はこの隣り組という5人組であった。

育林,撫育,管理の生産組織については.東吾野村で最も多くみられる1〇れ前後以下のー 

般的林業の形,いわば自家労働を中心とする農民的育砂労働の形,すなわち経済更生期には部 

落や隣り組を基礎として林業労働と結合させた形で生摩組織が存在した。

この他大規模林業は常雇を1,2名用いた労働形態による生産組織であり•中規模林業は自 

家労働と臨時に1,2名程度を屉用して生産を組織する形もあった。

伐出生産の組織も,在村の木材業者(素材生産業者)が3名程度あったが,部落を中心に配 

下の労働者を集めて生産する形をとった。

従って東吾野村の更生遅動期の生産組織はとくに共同的な組織でなく,個人的な形で行われ, 

技術の伝逹,生産の受託等については村更生委員会とその部落組織である農事実行組合であり, 

部落最末端は隣り組であった。村の経済更生運動指導部は生産組織強化をはかるため農事実行 

組合の結束を部落員の家族的結合に迄高めるように強く求めたのであった。この結果村の林業 

生産力は全体として高まった。また他の産業もそれぞれ生産力が強められたのである。

このようにして更生委員会を中心に一丸となって高揚した生産は,隣村から東吾野村は勘定 

高い村と批判されるまでにいたった。その折埼玉県経済部の勧告もあって,白子の経済更生委 

員会事務局幹事長石田弥重郎や木材業で12年3月から村長に推された浅見保太郎が中心とな 

I• ぷんどすいじょう
って,12年報徳運動を更生遅動に導入することになった。これは勒労,分度,推譲の徳をお 

しえた。このため従来の農事実行組合を報徳農事実行組合と改称した。しかし更生遅動に対し 

ては,精神面から補強する形となったものであり,全村には広がらず,経済的には,更生運動
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に影善を与えるに至らなかった。従って更生経済委員会ー怨事実行組合が束吾野村林業生産 

組織の中心だったといえよう。

3.林業基本法下林構事業期の東吾野の生産組織
(1)日本経済と基本法林樹。)

林業基本法は昭和3 9年に施行されたが,経済更生期の終焉期からその間約2 〇年たってい 

る。この間の日本経済と林業の動向を簡潔に整理しておこう。2 0 (14 5 )年から2 4 (】49) 

年位までは戦争経済が終息し,物資が極端に欠乏した時代であり,従って物資,物価統制のき 

わめてきびしい時代であった。林業は復興,駐留軍用の房大な木材需要,戦時中の過乱伐によ 

る森林の荒廃,これらは従って森林資源の危機につながった。しかし朝鮮事変ごろから,次第 

に回復のきざしが見えてきた。やがて3 6 ('61)年ごろより国は垂化学工業を中心にした強 

力な高度経済成長政策をとった。木材需要が急増し,その需給の均衡は崩れるに至った。そし 

て3 7 ('6 2)年木材価格安定策として外材が大垢:に輸入されはじめ,木材港湾施設も建設さ 

れ出した。戦後の林政の発展の中で,31('56 )年から15年位が高度経済成長の時にあた 

り,それは従来の資源政策でなくて,経済政策を中心にしようとするものであって,この期に 

林業基本法の事業期が位匿されるのである。

さて,林業基本法は3 6年6月の農業基本法公布後3年して公布された。この時期に何故こ 

の法律が実施されなければならなかったか。日本資本主義と農,林業基本法の関係をみたい。

3 〇 (,55)年,先のように資本主義は刀、なり戦前のテンポに回復してきたが,昭和3 5

(* 60 )年池田内閣は国民所得倍増計画をたてた。ここに日本資本主義の新たな段階,すなわ 

ち高度経済成長政策という経済合理主義を貫ぬく独占資本の高度蓄隨の過程に入ったのである。

1)農林業基本法と林業構造改善事業の主な参考文献は以下の通りである。

梶井功「基本法農政下の明業問題」(東大出版会,昭和4 5年3月) 

倉沢博編著「林業基本法の理解」(日本林業調査会,昭和4 5年4月) 

永原慶二編「日本経済史」(有斐閣,昭和4 5年10月)

三橋時雄「戦後の日本震一業の史的展開」(ミネルヴァ書房,昭和5 〇年4月) 

柏祐賢,坂本麼二「戦後農政の再検討」( 〃 昭和5 3年1月)

林業構造研究会绳「日本経済と林業。山村問題」(東大出版会,昭和5 3年3月) 

井野隆一「戦後日本農業の変遷(】)」(東研,昭和5 4年4月)

暉竣衆三,東井正美,常盤政治編著「日本農業の理論と政策」(ミネルヴァ書房,昭和5 5年 

4 月).^
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これはGNP第1,電気,化学工業用機械,金區工業用機械,兵器,家電,自動車,造船,石 

油化学,鉄鋼の各種工業,つまり重化学工業,大企業最優先,労働力流動を経済の基幹とする 

ものであった。このため殿山村部の労働力,住民の過疎化,逆に都市部の人口の過密化現象が 

電呈し,公害は発生した。

このため,般業基本法では農工間所得格差の是正にありとし,また零細農耕を改善し,自立 

経営の育成のため生産の選択的拡大と構造改善が政策目標となった。

しかしながら資本は国内の底の浅い咐売力では存立しえず,いきおい工業製品を輸出にもつ 

ていくしか高度蓄话することができないのであり,すなわち貿易自由化体制下での日本資本主 

義の再生産=蓄横・構造それ自体の展開によって,見返りに農,林産物を相手国より輸入しなけ 

ればならず,これは国内農,林産物に競合の位tsを与え,結局農,林業危機がきわめてきびしく 

到来したのである。

林業にとっては,この高度経済成長体制は,国有林の木材資源増産,外材依存,民有林を中 

心にした基本法林政であった。このことは木材の低価格大垃供給であり,安上り林政,低賃金 

労働者の山村からの労働力流出化であった。林業基本法は当初農林家による合理的な家族経営 

林業育成を目標にしていたが,実施にあたり,家族経営林業の解消,縮少に移行し,森林組合 

を巩業体にして,林業生産を合理化し,林業構造を再編したのである。

林業基本法の中心的な事業は林衆構造改善等である。これは事業費の7 〇%を生産基盤整備 

すなわち林道建設に投入し,2 0%を資本装備の高度化,すなわち集材機や刈払機,自動車等 

の森林組合で用いる施設に投入した。従って,林業構造改善の最も基本的な意味をもつ経営基 

盤の充実,すなわち入会林野近代化とか,林地の集団化等の事業は殆んど行われなかった。

⑵東吾野の林構事業導入

東吾野を含む飯能市は4 4 ( '6 9)年度から3力年の第1次林業構造改善事業の指定をうけ 

た。事業の大要は,先ず経営基盤の充実の事業として,分収造林の促進と林地流動化の促進が 

ある。次に生産基盤の整備の事業として林道の整備拡充がある。さらに資本装備の高度化の事 

業として,素材生産施設の設置,造林施設の設僮,樹苗生産施設の設置があげられる。第4に 

早期育成林業経営の促進事業によって,林地肥培経営による育林方法を改善しようとした。第 

5に協業の推進の事業が,通信連絡施設および調查測量器具の設置と協業の推進計画樹立によ 

って進められた。最後に栗生産施設の設置事業が,早期現金収入のために講ぜられたのであっ 

た。

これらの事業の主な施行主体は飯能市森林組合である。飯能市森林組合は旧飯能,原市場,
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東吾野,吾野森林組合を4 4年7月合併したものであったが,東吾野森組は指導部関係のみ合 

併し,同組合の製材部関係は東吾野森林組合として旧来のまゝ强立していた。即ち4 6 ('71) 

年から東吾野森林組合事務所には飯能市森林組合東吾野支所と東吾野森林組合と2つあること 

になった。この点は,林業構造改善事業が地方自治体を通じて指定され,かつ施行主体が主に 

単位森林組合という建前から,この地域では,林構事業に対し満腔の協力関係をのぞむという 

点に対してはいささか十分でない形であらわれた。束吾野での第1次林導?事業は,林道敷設と 

栗生産組合の施設設段であった。飯能市森林組合は饭能,原市場,東吾野,吾野地域に公平に 
• 气•< r -
事業が入るように計画した結果,東吾野には原市場へ越える全延長2.6 7 4mの長尾坂野口入線 

の東吾野部分1,8 7 0mが4 4 , 4 5 ( ' 7 0 )年度敷設された。これは巾4 mで事業費約

2 9,13 0,。 0 0円であつ。この中東吾野地元受益者負担は約14,5 7 0,00 0円である。この具体的 

事業の進め方としては,飯能市森林組合が直接事業を進めたのであるが,東吾野森林組合にも 

倒力を求め,円滑に林道が建設されるよう配慮した。東吾野森林組合は積苞的にこの建設に協 

力したわけでなく•冷静な態度でのぞんだ。作業にあたっては飯能市森林組合が入札を行い, 

埼玉県束松山市の伊田組が落札し,常用作業員】2〜3人を現地へ会社から毎日送迎して進め 

た。従って束吾野には例外的に極少の者が作業にでたにとどまった。要するに林搆事業の生産 

基盤事業として林爭の拡充建設にあっては,東吾野として,受益者に林業生産上利益があるこ 

と,受益者の負担金が少ないこと,原市場との部落通行をかねた多目的林道利用を期待したこ 

と,東吾野病院への通院患者の拡充を図ろうとしたことであり,林道作業には極少の厢用機会 

を与えたにとどまり,この事業により東吾野の林業生産組織への影瓣は極めて少なかったと考 

えられる。

次に栗生産組合についてである。東吾野弁上にある平栗生産組合は3 9年に発足した。現在・ 

の東吾野森林組合長である井上峰次氏が嘱目されて,1〇年間栗生産組合長をつとめた。この 

生産組合の事業の拡張に伴い,飯能市の指導のもとに4 5年9月林構事業の適用をうけ,施行 

主体となった。!.17 4,9 16円 の資金で倉庫兼作業用建物1棟,給水施設一式,薬剤撤布檢, 

選果機,刈払機,脱粒機各1台を設置し,栗生産組合の従来の設備の不足を補った。資金の中, 

自己資金は17 6,2 3 8円であった。つまり平栗生産組合の場合,林構事業の導入で薪しく栗生 

産組合が設立されたというのでなく,先にできていた組合の施設を林構資金により補ったので 

ある。

このように東吾野の林業構造改善事業の導入は,行政的,組織的なワクの問蹈もあり,ダイ 

レクトに導入しにくい面があったにしても,この国家的事業実施の時期に東吾野の生産,販売 
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の組織がどのようであったかをみることができる。

⑶林構事業期の東吾野の主な経済動向

林業の生産組織に入る前に,簡単に3 9年位から5 0 ('7 5)年近くまでの,.林業構造改善 

事業期における東吾野産業経済にふれておきたい。

先ず度業であるが,これは束吾野でもこの時期に族生してきたクリ生産以外は殆んど変化が 

みられない。総販売頹は3 5年は12.9 9 7千円だったが,4 0 ( 1 65 )年に12,8 2 0千円とな 

り,4 5年には15,2 4 5千円となった。作目は馬鈴響,甘蒔,里芋,キウリ・ナス,白菜,玉 

ねぎ,大根,人参,ごほう,小豆,ササゲ,レタス,ホウレン草,トマト等であり,林構期に 

むけてクリ,シイタケ,ブドウ,ユズ,花木の生産があった。このうち4 5年は4 0年に比し 

2 4 〇万円の増加だが,これは後述のクリ生産であった。これ以外には以前から養蚕:農家が3 

戸,酪農家が1戸あるだけで,クリ,ブドウ,シイタケ生産の林懒の導入作目を除いては変 

化は殆んどみられない。

高度経済成長を背景として,いわゆる農山村工業が東吾野にどのように滲透したか。農,林 

業を除いた,家電部品製造と製鉄所が3戸できただけであり,商店は約10戸で変化なく,サ 

ービス部門の飲食店は5戸,民宿は2戸であって,傾かふえた。ともかく,農山村工業化はそ 

れ程でないことが分る。

次に聯員労働,賃金労働を含めて東吾野の労働する人口は戦後随分多くなっている。林構事 

業期の農,林家からの恒常的恥員勤務•恒常的賃労働勤務•人夫。日傭の数は,世界農林業セ 

ンサスによれば,3 5年農林業人口 2,167人に対し約6 41人(34%), 4 0年1,8 61人に対 

し717人(39%), 4 5年1.4 3 8Aに対し6 6 9人(47% )であって,10年間に農林業人 

口に対して著しく賃金労働によるものがふえている。

さらに,首都圏の至近距離にある点から,東吾野の農,林地の宅地化はどうカ、。西武鉄道秩 

父終の高麗駅付近に4 5年当時大手交通資本による大型住宅団地が造成された。その場合林地 

を宅地並み価格で購入した。しかし林地の宅地化による林地放棄は東吾野へは波及せずに,個 

人的な宅地化が僅少でたに止った。東吾野の有力な育林家は集団的宅地造成,工業団地の開発 

には一致して強く皮対している。理由の1つには,東吾野以外の新住民により東吾野の質実な 

生活您覚を攪拌する作用をもたらすだろうと考えるからである。この点束吾野が近隣と異ると 

ころの1つである。中,小規模の,かつ古くからの質実な合理的農,林業経営をはかるには, 

貢本の無責任な林地取得を阻止することは先見の明があろう。
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(4)林構事業期の東吾野の林業生産•販売

林構事業期の東吾野経済構造の特徴を以上でみたが,この条件の中に束吾野林業生産が存在 

している。飯能市,名栗村,日高町,毛呂山町,越生町の林業は西川林業地といわれているが, 

この林業地の中での東吾野地域は面債,人口とも極めて小さい。すなわち全地域の林野面精

21,6 3 4ね中7. 8 %の1,6 9 2必であり,人口は全休12 3,7 3 4人中の1.9 %で2,4 0 4人である。

しかし林野率は名栗村についで2番目で8 6务である。

このような条件での東吾野が西川林業地の中において域近どのような生産を辿ったかを見た

第4表 西川林業地の木材生産

注)1)昭和3 9年以降の生産には西川材以外の材も含まれていると思われる。

2)町田金録「良質材の生産技術と流通に関する調査硏究」(埼玉県林業試験場業務成 

績報告,第18号(昭和51年11月)による。

昭和3 〇 3 9 4 2 4 8

rri % rrt % n? 务 V? %
名栗村 2 1,7 6 9(4 7.4 ) 1 6.7 6 0 ( 3 5.2 ) 1 2.1 9 0 ( 2 6.5 ) 1 4,1 0 0 ( 3 2.2 )

旧原市場 
紡

4,。 〇 5 ( 8.7 ) 6.0 〇 〇 (1 2.6 ) 7,3 6 〇 (1 6.0 ) 6.8 〇 〇 (1 5.6 )

〃坂能 3,5 7 2 ( 7.7 ) 3.8 〇 〇 ( 8.0 ) 6.2 〇 〇 (1 3.5) 5,3 〇 〇 (1 2.1)
能』.•

〃東吾野 
市

2,6 0 9 ( 5.7 ) 4.0 〇 〇 ( 8.4 ) 5.2 〇 〇 (11.3 ) 3.8 〇 〇 ( 8.7 )

、〃吾野 7.2 〇 〇 (1 5.7 ) 9.1 〇 〇 (1 9.1) 7.5 〇 〇 (1 6.3 ) 4.7 5 〇 (1 0-9 )

日［〃高麗 6 4 3 (1.4 ) 1,8 5 〇 ( 3.9 ) 7 8 0 ( )
< 3,9 〇 〇 ( 8,9 )

町 〃咼麗川 3 0 2 ( 0.7 ) 2 10( 0.4 ) 5 6 0 ( )

毛呂山町 1.3 4 7 ( 2.9 ) 3,1 5 〇 ( 6.6 ) 1.6 8 0 ( ) 1,。 8 〇 ( 2.5 )

越「旧越生 1,1 7 5 ( 2.6 ) 14 5( 0.3 ) 9 4 0 ( )
生4 4.0 0 0 ( 9.1)
町［〃梅園 3,3 4 3 ( 7.2 ) 2.6 4 5 ( 5.5 ) 3,5 8 0 ( )

計 4 5.9 6 5 (1 〇 0.0 ) 4 7,6 6 0 (1 00.0) 4 5.9 9 0 (1 00.0) 4 3,7 3 0 (100-0)

第4表は木材生産量であるが,3 〇年には2,6 0 9於で西川全体の5.7%を占めていたが,39 

年には4,。 0 0"で8. 4务,4 2 ('6 7)年には5,2 0 On?で11.3 %となった〇 4 8 (丨7 3.)年 

には3,80 0诚で8. 7.%となって,3 9年当時にもどった。 I. •

次に造林面積を第5表によってみてみたい。
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第5表西川林業地の造林

市S^ヘ竺 昭和3 〇 3 9 4 2 4 8

Ha % Ha % 膈 ％ ん。 %
名 栗村 8 9.5 3 (2 4) 1 0 9.0 7 (21) 5 1.0 6 (20)' 6 8.0 5 (2 7)

旧原市場 4 0.0 4 ( 1 1 ) 7 3.0 0 ( 1 4) 4 5.0 0 ( 1 8) 3 3.5 8 ( 1 3)

〃很能 3 2.2 8 ( 9 ) 7 5.0 〇 (15) 2 6.7 4 ( 1 1 ) 2 4.1 3 (10)
能

市
〃東吾野 3 4.7 8 ( 1 0) 4 7.2 9 ( 9 ) 2 0.9 6 ( 8 ) 2 3.7 5 ( 1 0)

、〃吾野 8 5.5 7 (2 3) 1 0 0.11(19) 4 7.3 7 ( 1 9) 4 3.5 3 ( 1 7)

日 〃高麗 8.6 4 ( ) 2 4.3 3 ( ) 6.2 4 ()
高 1 5.3 8 ( )
町 、〃高麗川 2-0 5 () 3.0 6 ( ) 110 ()

毛呂山町 3 0.1 5 ( ) 4 5.0 9 () 1 8.4 8 () 11.6 9 ( )

越i’旧越・生 5.8 2 ( ) 6.3 7 ( ) 3.0 4 ()
生< 3 1.50 ( )
町 ・〃梅園 3 8.6 8 ( ) 3 2.7 4 () 3 2.7 3 ( )

計 3 6 7.5 4 (1 0 0 ) 5 1 6.0 6 (1 0 0 ) 2 5 2.7 2 (1 0 0 ) 2 5 1.6 1(1 00 )

注第4表と同じ出所による。

3 9年に4 7曲だったが,4 2年21曲,4 8年に2 3.7 5所となり,3 9年以降は低下して 

いるのは,伐りびかえと新規造林が余りない程造林してしまったことがあげられよう。

第6表は製材工場であるが,小さな地域にしては.3 2 ( ' 5 7 )年に3戸だったのが,4 3

第6表西川林業地の與材工場

卞 

市峭
、•馬力別エ

昭和3 2 4 3 5 〇

10H! 以下 ! 〇～30H 30~50H 10H以下 1 〇〜30H 307OH 10H以下 10~30H 30~50H

% % % % % % % % %
名 栗村 5 ( 9) 22 ( 6) 1(6) 3 ( 6) 3 ( 9) 7( 8) 2( 5)

旧原市場 7 (12) 33 ( 9) 3 (18) 13(25) 4 (12) 18(21) 7(18)

能

市

〃飯能 27(47) 14(40) 3(50) 5(29) 15 (28) 16(48) ■ 22(26) 17(43) 4(80)

〃束吾野 2 ( 4) 1(17) 4 ( 8) 7( 8) 2( 5)

.〃吾野 3 ( 5) 4 (11) 5 ( 9) 2( 2) 1(3) 1(2〇)

日 
高<

「〃高麗 2 () 2 () 1 3 ()
}!〇() }2()

町 〃高麗川 1() 2 () 4

毛呂山町 1() 4 () 2 5 () '5() ()

越 旧越生 1() 2 () 1() 2 2 ()
)13()生< 

町 ・〃梅園 8 () 4 () 7 () 4 )7()

計 57(100) 35(100) 6(100) 17(100) 53(100) 33(100) 84(100) 40(100) 5(100)

注第4表と同じ出所による。
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(« 68 )年には10〜3 0Hの規模になり,4戸あったが,5 0 ( ' 7 5 )年に全体で9戸にな 

り,小さい3 〇 H以下がふえた。

’これから,東吾野の林業は地域の小さい割に活力ある生産活動を行っていることが分るカ・,

4 7 ( I 7 2 )年頃を境にして下降している。林構事業期の影響ではなく,低経済成長への変化 

による木材需要の波少の為であろう〇

林構事業期における林業生産の組職については,当然東吾野森林組合が考えられる。この組 

合は以前より製材部をもっていたが,材価低迷する中に・も,指導爭業として苗未自家養生や林’ 

地肥料の奨励を行っている。林産事業は4 7年の場合,原木襲品手持素材6 2 0財,製品175 

此また同年の取扱眼は立木と素材で1,89 0次,前年度繰越素材5 9 4就同裂品18In?で 

あり,生産額は各製品,薪,チップ等合計8 8,84 7,7 6 9円で,当初計画をはるかに超えた。

この組合員は2 3 5名,出資金は6 7 5万円で小さいものであるが,第7表でみる通り,固 

定比率,総資本利益率,昌己資本構成比率算,県下及び全国に比しすぐれている。これはこの 

年度だけのことでなく,景気には左右されつつも,県下で堅実な歩みをつづけている。また賦 

課金は徴収せず,かつ配当金もほとんど例年5 %を上廻っている。ただ生産の組織は森林組合 

と組合員の強い関係によるもので,更生経済時のように全村一致でなくなった。

ここでは,森林組合の生産組織は以上にとどめておき,クリ生産組合の生産紹織を詳しくみ 

てみたい。

第7表 昭和4 ?年度束吾野森林組合経営指標比較

指標''合 東吾野森林組合 埼玉柴森組述 全国森組連 備考

流動比率 

固定比率 

総資本利益B 

自己資本利益率 

自己資本構成比率

1 2 2

5 1

+ 3. 6

+ 1 8. 9

1 9. 2 %

i 〇 〇

9 9

+ 1.4

+ 2 2. 0

• 6 %

I 〇 〇 

3 2 7 

+ 0. 7 . 

+ 8. 2

8 %

注 「昭和4 7年度東吾野森組事等報告」及び全森連のききとりによる。

• ；；： 1)
(5)東吾野の特産物生産組合の活動

高度経済成長の進展に伴い,3 9年東吾野には他に下白子観光クリ園が1〇名の規模で,でき 

たが,これと平クり園にー属影響されて,個人生産の1〇〜15本植栽の小さいものが4 〇 A

1)華原孝德「技術信託で成功。奥武蔵のく・り拾い園」(「園芸情報,第•3 〇 3 J〔昭和4 7年9 

月〕)によるところが多い。

-16 —

位でき,これらは販売面を農協の中に出荷組合を作り,それにゆだねることにした。さらに出 

荷紐合は,平クリ生産組合に一括して販売することになった。ともかく,平地城の中で畑地を 

提供し,林構事業を導入してまとまり,しかも東吾野の中で最も大きな規模のものがここでと 

り上げる生産組合の活呦になる。

平生産組合は3 9年12月4日クリの集団栽培•販売とこれに関連する事業を行い,協業に 

よる生産性を高めることによって,組合員の禾谥と親睦を図り,また地元の産業振興に貢献す 

ることを目的として設立された。なおこの生産組合の規約を付4に示した。

平にある遊休畑地を有効に生かし,農家所得をえようという県普及所の示唆と指導もあって. 

平地区の3 5人の畑地所有者が畑地と原野を提供し,3.3ねを1枚の連続したクリ園地とした。

この生産組合は完全協同経営で,各組合員は経営権を組合に委任した。組合は有能な技術者 

(管理主任)に経常的な管理をまかせている。販売は飯能市内のクリ供給と合わせて,産地直 

売(クリ拾い,沿道直売)方式を採っている。

組合費は年額1人3 0 0円で,3 9年から1〇年間は配当金を,4 3年以前は植付地1〇 a 

にっき!2,。 〇 〇円,4 4年以降同様5.0 0 0円となっている。この他創立1°周年記念特別分配 

金・として4 3年以前植付10aにつき年10,。 0 0円,4 4年以降同様5,。 0 0円とした。この分 

配金の内容は地代と利潤が中心となっていると考えられよう。1〇年間のこの生産組合のおよ 

その営みは付5に示したが,純収益,入園者数,栗販売量,販売額の図を第1図に示す。これ 

によると,販’売最,入園者数とも,4 8年をピークとし,前者は約2 0,。 0 0也>,後者に11,000 

人となっている。減少の理由は.クリ価格が低落化をたどってきたこと,クリ採集のレクリエ 

―ションが1つの山場にかかったことが考えられる。

生産組合の課題は規模拡大と充実した資本装備である。また組合員の経営に対する意志統一 

と,資金調達,逾用.•湖:地及び機械施設の調逹,労働力確保と管理,ならびに技術研究である。

県の指導とともに飯能展協の東吾野支所からも平生産紐合の発足や当面の巡営に指導があっ 

た。クリ生産組合の当初の諸会議等の集会所は農锡であり,一方農協に生産資材の買掛,短期 

顔資をうけたり,防除機を賃借用した。また,先述のように農協にクリ出荷組合をおいた。

樹冠拡大と規模拡大が進むにつれて,資本装備が必要となり,4 5年に先述のように林構で 

极械,施設の充実をはかった。



第1図 栗生産組合の総収益,入園者数,栗販売充:,•販売諳の推移
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⑹束吾野の特産物生産組合の組織

クリ生産組合は,時勢の変化とともに,クリ,ブドウ,シイタケ,花木,いもの栽培,販売 

きのこ狩り,釣り堀,わらび狩り,昆虫採取,バーベキュー販売等をとり入れて生産,販売活 

動をしている。しかし中心は今もクリの生産と販売である。

ところでこの生産組合はどのような構成員で成立しているか。年令,居住部落,田畑所有面 

傾,この中クリ生産組合へ提供した面債,束吾野地域内の山林所有面債,クリ生産組合員の役 

職,作業内容,主要な職業を第8表によって示した。組合員は1〇部落に居住し,5 0才以上 

のものが多く,全体の約6 3%であって,平地区に遊休殷地を所有しているものが,その全部 

または一部を生産紐合のクリ園地のために貸すことに同意したもの,つまり,1,2名を除き 

2種兼業農家の委託地で成り立っている。山林は1〇必以上所有はこの中2名しかおらず,無 

所有が6 〇%で,約3 0 %は小ないし零細所有である。主な職業は無職が11名,農林業に関 

係するものが7名で,他は僅少の商工業従事を除き,4 0%にあたる14名は勤労所得による 

職業で生計をえている。
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第8表 平栗生産組合組合員土地所有,職業状況(昭和4 9年度現在)

氏 名 年令 部落 田面横 畑面憤
クリ組合 
季ホW

地域の 
山膈積

クリ組合役職 
作業内容

職業 備考

小 川 為 吉 6
才
8 下平戸

Ha 'Ha
0.5 3

Ha
0.1 8

んa
4.4 —— 木材業

山 川 栄 治 〃 — 0.11 0.2 — 〃

大 野 広 吉 7 5 // — 0.1 5 0.1 5 — 地区委員 ナシ

細 井 幸 一 5 5 上平戸 — 0.0 9 0.0 4 — — 〃

大 野 文 吉 // — 0.0 7 — — 会社員

大 野 健 一 5 7 If — 0.0 7 0.0 7 —— — 郵便局員

長谷川 文 男 3 7 市場 — 0.0 6 — — 会社員

加 藤 利 郎 7 9 ff — 0.1 3 0.0 8 — 地区委員 ナシ

宮 沢 肇 3 9 〃 — 0.0 4 — —— 会社員

小 林 勝 6 9 〃 — 0.1 〇 0.0 8 一 — ナシ

小 林 与 // — 0.2 〇 0.2 〇 1.0 9 監事 商店経営

井 上 純 5 7 中組 0.6 3 0.4 8 1.3 管理主任
地区委員

農林業

井 上 佐 5 3 〃 — 0.2 4 0.1 3 1.8 妻ー作業員 会社員

洩 見 一 夫 4 8 〃 1 — 0.1 2 0.0 7 3.6 7 一 1木材業



に基く所有地及び耕作地に関する申告書」ならびにきき取りによる。

注 1.空欄は不明。 2. 「第1〇回平栗生産組合定期総会資料」および「農地法第8 4条

氏 名 年令 部落 田面横 畑面積
クリ組合 
貸區積

地域の 
山脚積

クリ組合役職 
作業内容

職業・ 備考

加藤浩平
才

6 7 中組 —
/La 

0.2 2
• la 

0.0 5
la

— 会社員

加藤広夫 5 4 新田 — 0.4 1 0.1 〇 ,4.0
監争 
地区委員

農林業

大沢藤吉 5 3 間野 — 0.2 5 0.0 4 4.4 6 — 公務員

井上峰次 5 1 東組 0.2 1 0.9 4 0.1 4 3 2.2 組合長 林業

井上秀雄 5 〇 // — 0.2 〇 0.0 3 —— 一 公務員

大沢邦好 4 7 II — 0.0 6 0.0 4 — — 会社員

寺’沢せき 4 9 〃 — 0.6 1 0.2 3 1.5 8 — ナシ・

寺沢喜代次 6 2 〃 — 0.3 6 0.2 2 — 地区委員 
妻一作業貝

会社員

谷沢真ー 2 9 II — 0.2 4 0.1 8 — — 公務員

井上紀男 4 〇 II — 0.4 8 0.4 4 4.8 4 妻ー事務員 会社員

井上豊作 7 3 II 一 0.1 3 0.1 〇 — — ナシ

早川良康 6 4 II 0.0 3 0.1 〇 0.0 7 8.9 9 — 僧侶

井上三郎 6 5 〃 — 0.1 6 0.11 0.4 6 地区委貝 
妻ー作業員

林業労働

浅見浜吉 7 3 西組 — 0.2 〇 0.1 7 — 副組合長 
地区委員

ナシ

井上はる II — 0.0 4 0.0 3 — — II

小林ふ く 5 8 〃 — 0.0 9 0.0 8 — — II

小林堅二 II — 0.0 6 1 9.1 — 郵便局長 
林業

浜中文吉 6 8 中峰 — 0.1 5 0.0 6 — 地区委員 
妻ー作業員

ナシ

山口 峰男 II — 0.0 4 — — 会社員

高野佐二 7 9 下平 — 0.0 5 一 — ナシ

井上政彩 5 4 // — 0.1 5 0.0 9 — — 鉄工業

先述のように,県,農協(の指導もあったが,この生産組合を組織させる担い手になったもの 

はどこにあったか。当初から1〇年間この組合長をした井上峰次氏や現在組合長で,当初から 

管理主任にえらばれた井上糾!ー氏らがプロモーターとなった。つまり東吾野の中核的農,林業 

経営者を中心としたのである。その計画性と経営,技術手腕ならびに人望がかわれたのであっ 

た。この担い手層の考えと遊休農地所有者の要求が一致したと考えられる。さらに各地区に耍 
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員をおき,連絡につとめ,重要な点は,役員会・理事会,総会で決める。この場合管理主任は 

主に作業の技術指導と能率向上のいわば労働管理をする。事務を含めて経常的な作業要員は組 

合員の家族の労働によっている。地区委員は7名だが,副組合長•管理主任・監事をかね・地 

区委員のみのものは3名である。経常的作業,事務貝は5名で.ほほ】人年間2 〇 〇日働き, 

9,10月の繁忙期は15人前後の臨時要員をえている。

生産組合の労働を4 9年に例をとって見てみよう。

1月ブドウ資材導入

2月害虫駆除,クリ穂木採取

3月 縮伐•ブドウ棚掛.クり台木移植,ウメ接木’馬鈴薯植付,プドウ苗仮植’シイタケ 

種入

4月 シイタケ種入,クリ接木,縮伐技片付

5月枯病予防,補植,接木芽かき,苗木追肥,草刈

6月 花木直売,フキ収極,フキ,花木出品,馬鈴普掘り,甘落苗植付,クリ苗畑除草

7月 草刈,フキ出荷,ウメ種子蒔付,ブドウ袋掛,甘話除草追肥

8月 害虫駆除,シイタケ木天地返し,フキ出荷,草刈,除草剤散布

9月.クリ収鸾直売

io月礼肥,シイタケ出荷 ・.

11月クリ苗掘取出荷

12月元肥,補植,縮伐,害虫駆除,ブドウ苗導入仮植

この他関係団体との交渉,視察受入れ,各種役員会等があり,労働の内容は多種多様に亘っ 

ている。これを先に述べた労働力で対応しているが,労賃は農業日底賃金や他産業賃金を勘案 

し,生産組合の収益を考慮して,総会で決定している。管理主任の日当は4 9年当時1S3,200 

円・作業員は1,6 0 0円であり,作業員の日当は造林労働の6 〇な程度であり,著しく低い。

休閑農地を有効に利用し,クリを中心に,その後この経営を補強するために,ブドウ,シイ 

タケ,花木•イモ等の栽培,直販にふみ入れ.現在大都市近郊の総合観.光燃,林業経営とした 

この生産組合の計画の進め方は,勿論障害はあろうが,着実に進展しているといえる。進展の 

背景に技術的に,経営的にすぐれた運営能力をもった熱心な栗生産組合幹部の•努力と,これを 

支持した構成組合員の意志と卓見のあることを指摘しなけれぱならない。この生産組合は地域 

の総合的農業生産力を著しく高めたこと,地元の農,林業隴用榜会に門戸を開いたこと,経営 

に参加した平地区畑地提供組合員に農地地代以上の所得を与えたこと等高く評価をすべ•きもの



があるWただ紐合員以外のものへの賃金水準がほいことは,組合の事業が決して甘くない現実 

を示すとともに,いわば東吾野の古くからの実直な,質素な,かつ指導体制に決定的異議:を余 

りはさまないムラ意織と生活習慣があったからでないだろうか。

この特産物生産組合の活動は.この地域で成功を収めているが,他にこれと同じ主旨の吿産 

組合が出来るということではなかった。また東吾野森林組合との関係も,発足当時森林組合の 

有力理事で,篤林家が,特産物生産組合長であったというだけで,組織的な協力関係は全くな 

くて.それぞれ独自に歩んできた。

4.むすびL両期における生産糸月織の異質性と同質性

農山村経済更生運動期と農,材睡基本法期どは,凡そ3 〇〜4 0年のへだたりがある。1先進的 

林業地域を対象として,このへだたりの中に林業生産の組織が変化したのか,または余り変化は 

なかったのか。具体的にいうと,東吾野村における林業生産組織の異質性と同質性を考えたい。

股山村経済恐慌を自立更生運動で脱しようとした政府,資本は農,山村集落の共同体遺制を利 

用して,ムラを統制強化し,あわせて農民を兵力,戦時生産労働力として吸引し,帝国主義戦争 

へと進めた。政治的には国家主義一辺倒だった。このことは東吾野村にも典型的にあらわれた。 

村は大都市近郊に位置を占めながら,古くから督実によくまとまっていた関係から,強力に更生 

逕動を進め,農,林業の振興,貧しい地域農民に所得の場を与え,林業技術の改良を滲透させ, 

林業をはじめ地域産業の生産力は高まった。この場合林業経営,技術振興の生産組織は,村一 

経済更生委員会一部落農事実行組合一隣り組であった。

戦後,政治は民主々義を指向し,資本主芳展•開が回復,進展し,高度経済成長に入った。この 

国家独占資本主義の爛熟の時に,農工間所得格差是正を1つの命題として,基本法のもとに農, 

林業構造改善事業が大々的に導入された。林業の生産基盤である林道が出来たが,都市部重化学 

工業への労働力を流出した桝能を.呆した。東吾野の場合は通勤労働力を一層促進させた。地方自 

治体を通じて林業振興の一事・業は下ろされたが,行政,組織上の問題があったとはいえ,30年前 

のような全村あげての生産絹緞は見ることはできず,林道敷設は東吾野にとって傍紗の状態であ 

った。しかし土地に結ばれた利益目的を同一にする生産組合は一定物に対し,生産,販売組綠を 

作ることができた。ただ戦前と異なり,地域全体の生産力を高めることはできなかった。

つまり両期の異質性として,更生期は村全域をつつむ生産組織が形成できたが,基本法期には 

それは不可能となり,利益目的を一にする土地こ結ばれたものの生産組織・となった。同質注とし 

ては,質実さ,質素を基調とする経済合理主義的な,近隣市町からは特色のある厶ラ意識が存在 
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する。これは戦後この村が合併して新しく市に編入されて・も東吾野に残っていると見なければな 

らない。この厶ラ意識が,安易な資本による宅地等の開発を阻止し,生産組合の事業を成功させ 

たし,労賃を押しとどめさせておく作用にもなっていると思われる。

以上から,今後にむけて飯能市東吾野での生産組織の発展を考えるならば,同質性の堅実な経 

済合理主義を再編して一層育てなければならない。反面,大都市近郊の水準に合わせた農,林業 

賃金所得を低めることなく,地場平均水準に向かわせる手だてを模索していかなければならないだろう。

付1東吾野村経済更生委員会規程

第1条 垂要憂産物ノ生産確保,労力ノ調驱, 

銃後施設ノ充実ヲ図リ傍ラ民心ヲ作興シテ 

家族的燃村ノ建設ヲナシ以テ大東亜戦下農 

村使命ノ完遂ヲ期スル為,木村二経済更生 

委員会(以下単二委貝会卜称ス)ヲ置ク

第2条 委員会八左記事業及施設ヲ行フ

1. 国民教育ノ徹底及村民ノ教化二関スル事 

項

2. 重要農林産物ノ生産確保二関スル総合的 

計画並施設

3•銃後経済ノ充実及配給供出二関スル施設

4. 労力及機材ノ需給調整二関スル事項

5. 文化保健二関スル事項

6. 其他必要ナル事項

第3条 委員会八会長1人,副会長1人,委員 

5 〇人以内ヲ以テ之ヲ組織ス会長八村長ヲ 

以テ之ニ当テ副会長八委員ノ互選ニ依ル, 

委員八各部長区長,農事実行組合長並各種 

団体長,篤農家中ヨリ会長之ヲ任命ス,其 

ノ W間八何レモ5ヶ年トス

第4条 委員会ハ6部会ヲ直属セシム其ノ名称 

及分掌事項八左ノ如シ

1.教養部,国民教育ノ充実,村民教化ノ微 

底.靑少年団,婦人会ノ指導

L農業部,農業統制ノ総合的計画農地ノ利 

用生産確保及之二関スル施設及事業

1.林業部,森林組合ノ強化及林業二関スル 

一切ノ事業

1.経済部,村民経済及,食料品,生産資材 

ノ配給並二供出二阂スル事業

1.労務部,村内労力ノ需給調整,機材ノ統 

制,授産施設ノ逆営,軍需品下請作業ノ 

拡充

1.厚生部,国民保健組合,隣保施設ノ運営, 

国民文化ノ向上,新生活ノ創造

第5条 各部八部長,副部長及部員ヨり成ル, 

部長及副部長八村長之ヲ任命シ部員八各農 

事実行組合ヨリー名ヅ,ヲ選出スルモノト 

ス,任期八何レモ5ヶ年トス

第6条 委員会二幹事及書記若干名ヲ楂キ会長 

之ヲ任免ス,尚委員会ノ議ヲ経テ顧問推薦 

ス

第7条 村内ヲ19部落二分ケ行政区及農事実 

行組合ラ同一区域トシ委員会所属ノ部落組 

織トナス,

区長及農事実行組合長八本委員会ノ構成分 

子トシ各部員八部会ノ構成分子トス

第8条 区長及農事実行組合長八協調ノ下二部 

落ヲ代表シ部員ヲ統轄ス

附 則

本規程八昭和17年4月2I日ヨリ之ヲ実 

施ス

部長及副部長氏名

(「東吾野村更生村報」昭和17年4月)

部名 部 長 副部長

教養部 岡 田 要 作 大 澤 久 =

経済部 井 上 正太郎 杉 山 伊兵エ

農業部 石 田 黄 雄 小 
都 
大

林 
築

義
器

彰 
並

林業部 落 合 潰 作 野 光

労務部 橋 村 喜 助 大 澤 庄三郎

厚生部 町 田 万 吉 浅 見 権三郎
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付2 昭和12年経済更生委員会記録

1 月 4日 愛林デー・実施,愛林思想普及映画会開

4日 村役場,村農会,産業組合御用始 催

5日 村常会制度を確立第1回開会 6日 小学校入学式並二始業式

1 5.0 朝鮮忠淸北道応より2 〇余名観察来村 13日 栗原助役就任

2 0日 3 〇年来の大降雪あり相内林野の損害 17日 村会竅員選挙執行さる

8万余円 18日 艘林省山林局長以下14名経済更生状

[3 0日 産業組合通常総会行伐る 況視察来村

2 月 19日 養蚕部委員会開会 ・

!日1 . 特別助成事業牛馬道,木馬道工事開始, 2I日 更生記念日

村常会を開く 3 0日 衆議院議員総選挙執行さる

16日 静岡県町村長会長以下多数更生計画視 • • 5 月

察者来村 5日 更生記念日の諸行事執行。兎毛皮加工

18日 兎毛皮加工所建築工事開始 所落成式

2 M日 村農会総代会 8日 春蜀#立開始

2 8日 荐別助成事業状況検査来村 15日 害虫駆除デー施行

? 月 17日 更生委員会開会さる

;1日 木材県営検査実施さる,村常会を開く 6 月

；5日 児玉郡共和村より視察者来村 1,日 小学校児童天気予報掲揚開始

9日 町田前村長退職浅見村長就任 5日 特別助成事業検査県より来村

；'1 2 日 林業部委員会開会 6日 小学校慶繁休暇始まる

し4日 県下11年度在定村幹部視察来村 8日 豚の予防注射開始

21日 戦病死者慰霊祭執行 15日 春繭共同販売開始

2 7日 養蚕実行組合総合会総合 17日 養蚕部委員会開会

2 9日 小学校靑年学校卒業式 2 4日 比企郡龟井村より視察者来村

3 〇日 軍事映画会挙行,下白子に大火災あり

5戸15棟全焼・

3 0日 前半期の家計々算

7 .月

,月 !日 草刈週間実施,村常会を開く

!日 村常会を開く,比企郡亀井村より視察 4日 本年度の薬草買入始まる

者来村 7日 豚舎淸潔法施行
—
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1I日伝染病予防週間の実施

15日 大洪水あり,村内浸水家屋2 〇余戸

17日初秋垂の掃立開始林業部委負会

2I日百合団場検査施行

2 5日弟2回薬草買入をなす

2 7日 畜•産部委員会を開く

8 月

1S村常会を開く

3日斎産部委貝会開催

5日経済部長以下数名視察来村

15日村有林の草刈青年団貝にて行ふ

16日第3回薬草買入をなす

T 旬 植林指導地間伐指導晩秋張の掃立

9 月

1日村常会を開く

5日耕地愛護週間実施

13日稲架丸太共同出荷開始

19日晚秋蚕繭共同販売開始

2 5日 満洲農業移民座談会並映画会を開く

2 6日第5回薬草買入 i

10月

1日 森林火災国営保護法実施さる各村社に 

於て出動将兵武;塁長久祈願祭執行以下 

毎月始に執行

2日村當会開く

3日第6回楽草買入

6日 農事部麦肥の共同配合配給開始

13日国民精神総動員強調週間実施・

2 5日 秋期清潔法施行始まる。兎毛皮加工軍 

需錢開始

3I日第7回藻草買入

11月’

1s村常会を開く •

■I O日国民精神作與週間実施

17日 勅使御差遺記念日の行事施行

2 2日農産物品評会施行

2 5日青年学校査閲.

2 8日本年最終の薬草買入

12月

1日村常会を陷く

3日国民精神総動員産業週間実施

7日森林火災国営保険宣伝映画会施行

14日 経済更生計画再検討に関する打合会を 

開く

2 3日記帳督励委員会を開く

2 8日役場,農会•産業組合御用納
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付3 更生組合別

注 1)「更生月報」第5号(昭和11年5月15日)より。 2)一部全村計がある

組合名 戸数
農林家 
戸数

区別 A ロ 働ク者 田反別 畑反別 山林反別

下白子 2 3

戸
総数

A
15 0

人
8 1

畝
3 6

畝

1.1 4 〇
畝

2.6 〇 6
1戸当 6.5 3.5 1 4 9 11 3

上白子 3 〇 2 3
総数 1 9 2 8 9 8 5 1,1 9 4 3.2 4 2
1戸当 6.4 2.9 3 3 9 4 0 8

下平戸 2 1
総数 1 4 7 6 3 3 〇 8 2 8 3.9 5 8
1戸当 6.7 1.7 1 2 7 1 7 2

上平戸 1 3
総数 ! 〇 8 6 3 4 5 5 2 6 2.0 4 5

1 7
1戸当 6.9 3.7 2 2 1 1I 〇

虎秀第1 1 3
総数 8 6 4 2 — 12 6 6 3 0
1戸当 6.6 3.2 — 9 4 8

虎秀第2 1 7 1 3
総数 9 〇 5 6 3 4 0 3 6 3 2
!戸当 5.3 3.2 — 2 4 3 7

虎秀第3 1 6 1 4
総数 11 3 5 5 — 5 2 7 1,6 6 2
1戸当 7.1 3.5 — 3 3 10 4

新 田 1 5 1 5
総数 8 6 4 5 — 5 2 4 2,I 〇 3
1戸当 5.7 3.0 — 3 5 111

間 野 1 9 1 9
総数 1 2 9 7 7 — 7 4 8 2,8 8 5
1戸当 6.8 4.1 — 3 9 1 5 1

東 組 1 7 1 4
総数 11 8 5 9 3 5 8 3 0 4.9 2 3
!戸当 7.0 3.5 2 4 9 2 8 9

西 組 1 2 11 総数 8 9 4 4 3 〇 5 2 7 2.7 6 6
!戸当 7.4 3.6 2 4 4 2 5 1

坂 組 1 9 1 8
総数 9 4 4 7 — 7 3 0 3.4 7 7
1戸当 5.0 2.4 — 3 8 1 80

下 平 2 5 2 1 総数 1 6 5 7 9 — 7 8 7 1,5 8 7
1戸当 6.6 3.2 — 3 1 6 3

中 峯 2 2 1 8
総数 1 4 1 5 9 一 5 9 5 1,4 4 7
!戸当 6.4 2.6 — 2 7 6 6

久ノ木 11
総数 1 〇 2 4 4 — 3 4 9 4 5 9i 4
1戸当 7.2 3.1 — 1 5 3 3

下長澤 2 8 2 6
総数 17 0 9 4 — 1,1 6 4 7,6 1 4
1戸当 6.0 3.3 — 4 2 2 7 2

瀬 尾 2 9 2 9 総数 19 2 9 6 — 1,1 6 8 5,9 3 〇

1戸当 7.0 3.3 — 4 〇 2 0 4

八 徳 2 7 2 7 総数 1 6 5 7 9 — 1,2 1 6 3,3 2 1
1戸当 6.1 2.9 — 4 5 1 3 4

風 影 3 1 3 1
総数 

!戸当

1 7 1
5.5

8 4
2.7

— 2,1 〇 8
6 6

9,4 5 2
3 0 5

阿 寺 1 7 1 5
総、数 1 〇 〇 4 〇 — 1,5 3 〇 4.6 3 7
1戸当 5.8 2.3 一 9 〇 2 7 2

全 村 4 14 3 6 5
総数 2,6 〇 8 1,2 9 6 2 6 4 1 7,。 2 0 7 4,3 7 6
1戸当 6.3 3.1 — 4 1 17 2
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経済動向(昭和11年4月)

野
別 

原
反
ー

総収入 話軽営費 租税公課
負債利子 
及償還

家計費 収支差引 預貯金額 負債額

畝
2 7 0

1 2

円
1 4.4 5 7

6 2 8

円
2,5 〇 5

! 〇 8

円
88 9

3 9

円
2,4 9 〇

1 〇 8

円
1 0.3 6 7

4 5 1

円
△ 1,7 9 4
4 7 8

円
2 3,4 1 2

1.0 1 8

円
1 4.9 7 5

6 5 1
4 2

1
2 1,8 1 7

9 4 9
3,。 9 2

1 3 4
2,1 3 7

9 3
5.6 4 5

2 5
11.6 3 7

5 0 6
A 6 9 4
△ 30

3 9.3 3 6
1.1 3 5

4 1,4 0 7
1,3 8 〇

5 5
2

1 3,2 1 3
6 2 9

2,8 6 1
1 3 6

1,3 1 2
4 2

4 8 6
2 3

9,8 2 3
4 7

Al,2 6 9
△ 5 8

9,5 9 6
4 1 7

1 2,2 9 5
5 3 4

4 1
2

9.2 7 2
7 1 3

1.7 〇 1
13 1

6 3 2
4 9

3 I 〇

2 5
6,4 4 〇

5 〇

2 7 8
1 4

8 3.2 8 9
2,2 5 2

3.2 4 〇

1 90
一 1.1 4 9

3 8 3
9 〇

3 〇

2 3
8

1 〇 6
3 5

8 3 9
1 80

1 9 〇

3 〇

1 3,2 7 8
1,1 2 1

2.7 2 〇

2 09
2 9

2
6,4 4 9

4 9 1
1.0 1 〇

7 8
4 〇 1

3 〇

2 4 7
1 9

5,5 3 1
4 2 5

△ 74】

△ 5 4
6.7 8 2

3 9 9
7,4 4 4

4 38
1 3 9.8 7 5

7 0 5
3.9 9 7

2 8 6
5 17

2 7
6 8 6

4 9
5,4 9 1

3 9 3
△ 4 8 6
A 3 〇

7,7 5 3
4 8 5

1 0,4 4 5
6 5 3

3 4 
1

11,8 6 0
7 9 1

2,。 9 9
1 4 〇

5 3 1
3 5

5 0 3
3 4

7,5 6 7
5 0 4

1,1 6 〇

7 7
1 5.7 7 9

1,。 5 2
8 7 6

5 8
2 0 4

11
1 2,7 3 3

6 70
2,。 4 〇

1 〇 7
7 6 8

4 〇

1,4 3 〇

7 5
8.1 7 6

4 3 0
3 1 8

1 7
8.4 8 2

4 4 6
2,4 9 〇

1 3 1
1 3 7

8
1 6,。 1 5

1.1 4 4
2,2 8 4

1 6 3
1,2 6 1

9 〇

4 4 1
3 1

8.1 G 1
5 8 2

3.8 6 9
2 76

2 4,9 3 8
1.4 72

9.3 4 3
5 4 9

3 7
3

7,8 〇 2
6 5 0

1,7 7 〇

1 6 1
7 6 3

6 9
1 9 6

1 8
5,6 7 6

5 1 6
4 6 0 3
4 5 5

9,7 8 8
8 1 5

2.4 6 3
2 0 5

6 9
3

9,3 3 4
5 1 9

1,4 6 4
8.1

5 7 2
3 2

4 0 4
2 2

6.0 2 2
2 3 5

△ 8 7 1
△ 4 8

1 2,4 3 5
9 1 7

2,8 5 〇

1 50
11.3 0 1

5 3 8
2,4 7 6

11 7
8 2 1

4 〇

4 4 3
2 1

8,2 7 4
3 9 4

△ 7 1 2
A 3 4

1 0,2 0 9
4 0 8

1 7,4 7 5
6 9 5

.7 7.7 8 5
4 3 3

1,2 9 6
7 〇

4 5 7
2 5

3 7 4
2 1

5.4 1 9
3 0 1

1,5 3 6
8 5

6,3 1 2
2 8 7

1 4,。 8 5
6 4 0

1 〇 5,4 4 4
4 9 5

8 1 4
7 4

2 7 9
2 5

1 9 〇

1 7
4,1 04

3 7 3
8 7 2

7 9
3,3 1 6

2 3 7
1 4.5 4 5

1.0 3 9
1 7 2

7
2 9,2 6 7

1,1 2 6
9,3 7 5

3 6
2.3 3 8

9 〇

4 7 5
1 8

1 4,6 9 6 .
5 6 5

2.3 8 3
9 1

1 8,6 5 8
6 66

2,7 1 7
9 7

5 3 2
1 8

1 5,5 2 5
5 3 2

2,5 5 8
8 8

1,8 4 4
6 4

3.3 3 5
11 5

11,2 9 6
3 8 9

△3,5 1 〇

ZS 1 2 1
3 6,8 9 9

1.2 7 2
1 7.4 7 3

6 0 2
1 5 2

6
1 3.1 0 0

4 8 6
1,。 2 〇

6 〇
8 2 3

3 〇

1,。 2 9
3 7

1 0,。 5 1 
.372

△ 4 2 2
△1 5

1 5.7 6 9
5 8 4

9,5 4 7
3 53

1 7 3 
5

2 5,。 2 1
8 3 4

4,5 8 1
1 5 3

2.1 3 8
6 9

1.9 8 8
6 6

1 4.4 4 3
4 8 1

1,8 6 9
6 2

1 7.9 2 4
5 7 8

1 3.7 7 5
4 4 4

8 7
5

1 6.4 6 9
1,。 9 7

2,8 3 4
1 8 8

1,2 2 6
8 2

9 6 9
6 5

7,3 6 6
4 9 1

4,。 7 5
2 7 1

9,8 2 6
5 78

7,5 2 7
4 0 3

2,。 6 4

一ー__L_

2 5 9,6 7 0
7 11

5 0,4 6 7
1 3 8

1 9,7 3 2
5 4

2 1,7 5 7
6 〇

1 6 1,3 7 9 
4 4 2

6.3 3 5
1 7

3 2 8,5 0 6
7 9 3

2 0 7,6 9 2
5 0 2

が,資料のまゝとした。
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付4 平栗生産組合規糸5

条 組合長,副組合長は理事の互選とし,理事,監事は総会において組合員の中・より選

出し,管理主任,地区委貝,会計書記は•理事会の同意を得て,組合長が委殉する。

役員の任期は2年とし 監’事を除く各役員は兼務することが出来る。

条 組合長は,組谷を代表し,総轄する。副組合長は組合長を補佐し,組合長の事故の

あるときは,•この任務を代行ずる。埋事は期事会を構成し,事業の週営について協議

し,執行する。監事は組合の経理を・監査する。地区委員は理事会を補佐し,組合のi重 

営について協話し,且つ組合と組合員との連絡にあたる。 •；

会計書記は審務,経理を掌理する。管理主任については細則に定める。

条 この組合は「平 栗生産組合」と称し,事物所を飯能農業協同組合東吾野支店内に

おく。

条 この組合は栗の集団栽培,販売及びこれに付随する争業を行い,協業による生産性

を高めることにより,組合員の利益と親睦を図り,併せて地元産業の振興に貢献する 

ことを目的とする。

条 この組合は「平」及びこれに近接する地区内に土地を所有し•この組合の目的に賛

•同する者で組織する。

条 この組合は第2条の目的を逹するため,•下記の事業を行う。

1. 栗の生産と販売に関する事業及びこの受託事業

2. 副産物の生産と販売に関する事業及びこの受託事業

3. 前記1.2についての技術の習得並びに調査研究

4. 諸資材の険入斡施,その他必要な事業

条・ この組合に下記の役員をおく。

第1

第2

第3

第4

第5

•第6

第? :

名

名 

2
 

名

名
 

.1 

1
 

5
 

2

名

名 千 若

名

長

長

事
 

合

い

組

ー・副

理

事

任

員

・

記
 

主

委

書
 

理

区

計

・
 

監

管

貯

会
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弟8条 第2条,第4条を達成するため,組合員は事業の一切を組合に委託するものとする。

組合は小業の円滑な遂行をはかるため,管理人をおく。管理人の業務については細則 

に定める。

第9条 この組合の経費は,販売収入,組合費,負担金,補助金,その他の収入をもってあ

てる。

第10条 この組合换は,1紐合員について年額3 0 〇円とし,納付の時期は理事会で定める。

負担金については総会で定める。

第11条 この組合の会議は,総会•理事会,役員会とし,総会は毎年2月又は3月に開催し,

理事会,役員会は,必要に応じ組合長が招集する。

第12条 この規約の改廃は組合員の過半数の同意を得なければならない。

第13条 この組合の会計年度は毎年1月】日に始まり12月31日に終る。

附則 この規約は昭和3 9年! 2月より始まる。

昭和 年 月 日 改訂

昭和 年 月 日 改訂

昭和 年 月 日 改訂
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付5 栗生産組合の1〇年の歩み

昭和3 9 ：12 「平」栗栽培組合として発足。創立総会開催。

4 〇 : 2 平地内植付け準備。雑草の刈払いと側拉が行われた。

4 第1回の栗の植付け完了。2 6. 8反 1.3 5 6本

4 1:2 第1回総会開催(赤字決算)

3 寒波による凍傷の被害大。

4 第2回栗の新植。5. 8反 2 〇 〇本 

外に補植3 7 0本

4 2 : 3
・组・日歩る"衍(耕約改正「平栗生産組合」と改称。>
第2回総会曲備。(財政以離が続く。 )

栗の接木を妬める。

9 栗の初収穫。十五夜に組合員へ栗】K宛配布。

(栗は7, 811Kを収野 ¥ 91.8 8 8の収入)

収納舎を冷設

4 3 : 6

9
1 〇

11

第3回定期総会開催

脱粒梭導入(初の檢•械貽入)〇沿損直売を罔始。

秩父為光クリ園(日野沢)を視零。観光事業を始める準•備をす、める。

(栗は2. 7 9 4 Kを収獲,¥ 4 9 5, 4 4 8の収入)

4 4： 2

3

猪原栗研究所を視察。栗の品種について検討し,新品種を導入する。(有磨, 

山野,出雲,玉造り,5 3 8号等)

第4回定期総会開催。(初の利益分配)

4 組合員増加(5人)栗の増植 8. 0反 4 〇 〇本

9 紳光クリ園の聞園。

東宮御所へ栗を献上。

4 5 : 3 第5回定期総会阂催。興徳寺山林外を借入れ

栗の新植7.0反 3 5 0本

7 東口収納舍建設。茨城県へ猪の補護棚視察。

9 林構事業の適用を受け倉庫兼作業用建物1棟

給水施設一式,薬剤・撤布機,選果機,刈払檢,脱粒機,各1台設置。

11 若山農園視察。

昭和4 6 : 3

8

11

4 7 :1

6

1 〇

11

4 8 :1

3

8

9

11

4 9 : 3

5

8

11

1 2

第6回定期総会開催。 ’

養魚池を設債,金魚10.0 〇 〇匹導入。

茨城県千代田村栗圖視察。

ぶどうの穂木を始めて導入。栽培準備。

第7回定期総会開催。花木の導入。•

地区内に栗出荷組合が設立される。

湯河原観光みかん園視察。

事務所新築。 ・

第8回定期総会開催。

ぶどう诗,ふき苗の植付け。

電気牧棚の設罐(猪害を防止する)

秩父方面へぷどう生産,パンガロー経営の視察。

吉野煖協花木センター視察。

第9回定期総会開催。

ぶどう棚掛け。

ぷどうの初収楔。(関係者へ配付)

児玉植木您家の視察。

ぷどう苗の導入。

注 「平栗生産組合第1〇回定期総会資料」P.18〜14。
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参考資料

統計部,農林省統計表

// //

/Z 〃
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岩手県南林業地域における実態と問題点



1.はじめに ..

この研究は,「炎・山村における生産及び生活の組織化方式の確立に関する研究」と題して,5 3 

年度より発足し5 6年度終了予定で実施中の農林水産技術会議つ特別研究の一部である。

研究全体の背景左いし目的を要約して引用するとつぎの通りである。すなわら「近年,農•山村 

にあ、いては,麋林業生産の担い手不足と生産意欲,土地利用の後退が著しい。このよう左事態に対応 

して,農林業生産を推進するためには,個別経営め枠を超えた.地域的,組織的対応が要請され,と 

<に土地の合理的利用,•地域農林業の担い手集団の確保などをめぐって,再び村湾左ど地域社会の新 

たな役割を明らかにすることが必要となってきている。こうした課題に応えるため,生産と生活の自 

主的共同組織として基礎的な役割を果してきた村落の共同性とそれに基づく共同活動の役割,変容過 

程を明らかにし,その上に立って焼林業生産および生活の組織化方式の確立に資そうとする」もので 

ある〇

やや硬い表現となっているが,要するに,農山村,農林業をとりまく厳しい条件の中で,村落の役 

割を見直し,生産・生活両面の組織化に役立てようとするものであって,この特別研究が,「むら 

(村落)特研」と略林されるゆえんである。

以上の目的に接近するため,農業技術研究所(主査機関)をはじめ,林試,農事試,蚕糸試..地域 

農試,大学等1〇機関の農林業経営研究と農山村生活研究分野の研究者が参画した共同研究が組織さ 

れ,双た目的に対応して,大課題(5),中課題畝 および小課題(61)が系統的に設定され,年次計画に 

よって実施されて来た。

標記「先進的林業地域における生産•販売組纖の展開過程」は,この61の小課題の中の1つであ 

って,全体の中では,大課題「農•山村社会に時ける生産•販売の組織化方式」一中課題「生産・販 

売組緇の展開過程」の系列に含まれる。

2.研究の目的と進め方

まず,小課題名冒頭の「先進的林業地域」とは何ぞや,ということになると,種々の議論が分れる 

ところであろうカ",ここでは,吉野とか北山といった著名な先進林業地だけでなく,林業地としての 

歴史が古く,比較的順調な林業生産活動がみられる地域を先進的林業地域としている。換言すれば, 

このような地域は,いろいろ問題をかかえながらも,①森林資源の充実»②林道網などの基盤の整備 

③木材市場の確立,④木材加工施設の集積,⑤林業経営者能力,⑥流通機構と業者機育&⑦林業労働 

組織の確立,などの諸要因がトータルバランスを保っている地域であるといえrう。

この課題では,上記のような意味での「先進的林業地域」の調査を通じて,林業地域展開の態様を,
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林業圏域(集落,集落連合,旧町村,新市町村……)との関連において,客観的に表現する方法 

(=指標化)を工夫することによって,地域診断に活用するとともに,とくに地域林業形成,組

織化のために集、溶が果してきた役飢 限界を明らかにしようとした。

この目的に接近するため,本・支場の関係研究室•(本場,東北,関西,四国,九州)およぴ林 

野庁総合助成試験研究(メニュー課題)「農・山村にわける林荣の生産•販売の組織化に関する 

研究」(昭和5 3～5 5年度)に参加する11県(岩手,宮城,山形,福島,埼玉,茨城,長野, 

滋賀,島根»広島,福岡)•の各公立林試が,たがいに連逸しつつ,つぎのよう左実施項目によつ 

て,ほぼ共i田の方法によって,全国的な規模で実施した。

A-1山村集落を対象とした過疎化段階区分手法の検討

A-2 過疎集落にむける跡地森林管理の実態と諸対策

B-1 先進的林業地域の市町村を対象とした林業地域の成熟度区分

C-! 先進的林業地域の集落を対象とした総合評価と特性区分

C-2 林業拠点集落を中心とした林業生産組織化の実態

以下,この実施項目にしたがって報告することにするが,実は,この特別研究の小課題につい, 

ては,すでに投稿,印刷公表予定の,「中課題別報告書」の中に「先進的林業地域における生産 

•販売組織の展開過程(総括)」およぴ「同(東北)」として収録される予定の報告がある。•こ 

の「中課題別報告書」では,①「組織化」との関連で「集落」をどう取上げたか,とくに以上の 

実施項目をたてた根拠ないし考え方,実施項目相互の関連性,酬果の硯要,③残された問題» 

について総括的な問題提起と検討が左されている。

これに対して,以下の報告は,この「中課題別報告書」(農林水産技術会議)に紙幅の関係か 

ら盛り込むことの出来なかった実証のための検討部分を中心に収録した,いわば「(林試)資料 

版」に相当する〇したがって両者は一対を左すものであり,あわせて御検討いただければ幸いで 

ある〇 . \ .•・・・「・

なお,当支場で対象とした地域は,岩手県東磐井郡下6町村(大東町,藤沢町,千廐町,•東山 

町,室根村,川崎村.)であって,このうち大東町については,当支揚(高木唯夫,安ケ平精三) 

が担当した小課題「農林複合的林地利用の再編とその組織化方式」において対象とした地域であ 

リ,さらに,藤沢町については,この特別研究に参画する東北農試チームの対象地域の一つであ 

る〇
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3.対象地域の概要

当地域は,岩手県の南端部に位直し,南を宮城県に接した内陸山間地域である。京た,北上山 

地の南端でもあって,大部分は傾斜のゆるやかな丘陵状を呈している。それほど高い山はなく, 

東部の室根山( 8 9 5 m )を筆頭に,2 0 〇〜4 0 0成)山々が点在し,北上川の支流および直接太 

平洋に注ぐ中小河川の流域に耕地がわずかにひらけているほかは,大部分が林野によって占めら 

れている(図ー1)。

交通条件は,内陸部(国道4号線,国鉄東北本線,東北自動車道)と沿岸部を結ぷ国鉄大船渡 

線,国道3 4 3号裸,2 8 4号線(気仙沼街道)などの東西方向の路線を軸として,これに南北 

方向の路纏が結びつく形で発逹しており,おもな物資の流れは一関市を中心とする。

気候は内陸のため爨暖差がはげしく,また,年降水量は1,。 00mm内外であってかな歩少なく, 

この点主要造林樹種であるスギの生産条件は必ずしも良好とはいえない。しかし,年平均気温は 

11c前後で,岩手県の中では,わりあい温暖であり,農産物をはじめ,シイタケの生産条件に 

は比較的恵凌れている。

地域産斐は,工業としては東山町に石灰石資源立地のセメント工場(東北開発法による東北開 

発会社)のほか,近年の誘致企業が若干みられるが,大部分は農林業とその加工業(タパコ工場 

製材工場等)に依存している。総世帯数に占める艘家の割合は6 7. 5 %,同じく林家の割合は, 

4 9 3 %である(表一1)。

当地域の産業の中心となる農業は⑴,耕地率15% (岩手県平均は11凶)という数字からみ 

て,県内では耕地に恵まれている方であるが,農家1戸あたりの樱用地面液は1ha弱にすぎず, 

水田率は県平均より劣る。したがって,当地域の農業は,水田を中心としながらも,畑作を組み 

込むことによって成立しているところの,零細多部門複合経営といえよう。畑地は立地に応じて, 

果樹(りんご),養蚕,葉たばこ,野菜などが選択され,これらと畜産(乳牛あるいは役肉牛) 

を合わせ,基幹の水稲作と結びつくことによって農業が成立している。このように,耕地に恵ま 

れない山間地域農業の中にあって,シイタケ生産など特殊林産物を含む林業部門は,農林家の有 

力な複合部門の一っとして期待されている。

表ー1と表一 2の林家数は若干異るが,林家1戸あたりの私有林面積は,単純に平均すると約5.6 

haであって保有規模は一応恵まれているといえよう。表一 2に見られるように,1ha未満の・ 

保有者が4割を占め,5 ha未満層を含めると8 5.6%に達するが,一方,北上山地北部に見ら 

れるような超大規模保有者はなく,また地区外保有者もきわめて少ない。もっとも規模の大きい 

保有者でも250ha程度であって,保有者の大部分は農家であり,また農家の大部分が森林を保
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表ー1 関係町村における土地•世帯数等

注 1970年センサス,岩手県統計書<

、、、区分 

町村、、

総土地面;横

(ha)

総世帯数

C

提家致

D

同割合 
D/C

(%)

林家数

E

同割合 EZC
侈)

林野率

(殉

耕地率

例

水田率

倒

大東町 2 7844 5,182 3638 7Q2 2,577 4 97 75 13 53

藤沢町 1 2,2 6 6 2,717 2,15 0 791 1,514 5 5.7 65 20 47

千抵町 &9 76 3728 2,。 25 54.3 1,624 4&6 5 6 27 5 3

束山町 8,736 213 9 1,244 5&2 942 4 4.0 7 8 1 3 5 5

室根村 "9 1 1,65 5 1,280 773 965 5 &3 72 1 5 4 8

川崎村 4,2 4 8 1,315 963 7&2 634 4&2 5 5 27 48

計A 7 1,7 6 1 16736 11,30 0 675 &256 4 93 7 0 1 5 5 5

岩手県計B 1,527537 333,833 126273 378 69586 2 Q8 78 11 63

A/B 條) 4.7 5.0 &9 楽 11.9 楽 楽 去 楽

表一 2 保有山林規模別林家数

単位戸,ha

注農林業センサスによる。

区 分 計 Q1〜1 1～5 5～! 〇 1 〇 ～2 〇 2 〇〜3 0 3 0～5 〇 5 4100 100～

大東町 2,4 9 2 831 1,265 271 92 15 16 1 1

藤沢町 1,5 23 684 632 142 46 9 2 6 2

東
千厩町 1,63 0 718 732 14〇. 33 4 3 一 —

碧 東山町 955 339 436 108 45 20 4 2 1

并 室根村 935 355 441 82 33 14 7 2 1

郡
川崎村 649 305 269 58 13 1 3 一 —

計 8184 &232 &775 801 262 63 35 11 5

比率 100 3 95 461 9.8 H2 Q8 Q4 ai Q1
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有するというように,農業と林荣は森林保有の面でも密接な関係にある。

当地域における平均の林野學は7 0 %Tあって,①宿場町として発逹し,現在もこの地域の経 

済的,行政的中心と左っている千厩町の5 6务,②平地農村的性格を持った地域を多く含む川崎 

村の.5 5 %といった.林野率の低い町村を含むために,地域全体としては県平均の7 8 %にくら一 

ベか左タ低いが,林業に対する依存度はおしをべて高い地域である。

当地域の林野は,一般に北上山地においてそうであったように,古くは馬産のための放牧採草 

地として,また薪炭生産のための旗木林とじて利用されていた。しかし一方では,原野に自然に 

生立したアカマタが温存されたこと,官行造林あるいは一部罵林家によって積極的にブカマツ, 

スギをどの人士造成がはかられたこと,また,アカマツは優れた形質のため「東山松」として市 

場の好評を得口主として,ハリ,ケタ材として京浜市場に継続的に出荷されて来た。このことは, 

51年度林業白書の,地域林業動向分析の事例として紹介されている。

表ー3に示すように,森林の大部分は民有林によって占められ,国有林はわずか5.5%に•すぎ 

左いこと,天然性アカマツを中心として用材の商品化が進んだこと,県内他地域に比皎して立地 

条件に恵まれていること左どから,造林意欲も高く,人工林率は県平均をかなり大きく上玄わっ 

ている。造林面積は,一般的傾向と同様下降傾向にあるが,この3〜4年では50〇〜6 0 0 haの

表ー 3 森林の概況(関係6町村)

、、E分 

町村、、

森林面積

A

うち民有林

B

合A

例

1

B/_

民有人工林

面積 C
同割合 
CZA

(勧

ha ha ha
大東町 2 Q4 98 1 ¥ 87 9 2 907 6 4 8

藤沢町 79 6 5 Z3 04 92 312 5 43

千溉町 4,7 8 7 4,7 4 5 9 9 2,。 9 1 4 4

東山町 63 5 0 §162 97 2,9 1 2 47

室根村 .6,8 2 9 &25 6 92 3754 6 〇

川崎村 2,3 4 0 2,34 0 10 0 1,3 5 4 : 5 8

計 4&769 4 5,5 9 4 94 2 2,31 2 49

岩手県計 1,1 9 Z1 4 3 79 Q265 6 6 288253 37
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水準を維持している。これは全民有森林面積に対し,L1〜L3%であってかなり高い水準である。

素材生産衆は,昭和4 8年をピークとして全国的に下降ないし頭打ちの傾向にあるこ・とは周知の 

通りであるが,岩手県にむいては51年度の4 8年度対比生産指数8 4であるのに対し,当地域で 

は3 3の激減(いずれも国有林材を含む)である。この理由は,官行造林事業による人工林の大幅 

滅少など,かつての「束山松」の資源枯渴およびチッブ用材の需要減退によるところが大きく,当 

地域林業の大きな問題点の一つである。ちなみに,民有林1haあたりの森林蓄秋は,岩手県平均 

7 4がに対し,当地域は7 7航Iと若干高い程度であり,一方,森林面積(国有林を含む)1haあ 

たりの51年度素材生産虽は,岩手県平均22減に対し,当地域はL4崩であり激減したとはいえ 

全国平均と同水準にある。

このような素材生産の戚少傾向に対して,シイタケの生蓬は着実に伸びつつある。とくに乾シイ 

タケについては表ー 4にみ・られる通り,県内第1位の生産:S:をほこる大東町をはじめ,年々その生 

産堡が増加するとともに,県内におけるシェアを拡大しつつある(之)。乾シイタケ生産量の推移を全 

国対比でみると,昭和41年当時岩手栗はわずかに2 2トンで全国シェアQ4%にすぎなかったが, 

5 2年度においては14倍にもなりシェアを28%にまで伸ばし,束日本では伸岡につく•主産地と 

なった。これにともなって全国における順位も41年度の2 5位から5 2年度は1〇位に躍進した。 

この中にあって,東磐井地域は,県内第1の主産地であるとともに,その生産量も着実に伸びてお 

り,岩手県を全国的左主産地に押し上げるー蕤を担った地域であるといえよう。

以上のように,この地域は5I年時点での素材生産量の落ち込みが気になるが,最近ではチッブ 

生産の回復を中心として,4 5年水準にまで上昇して来たといわれ,乾シイタケの生産を軸として 

林業生産を総体として維持し,拡大造林を一定のレベルに確保していることは,広葉樹の多い東北 

山村における地域林業展開の一つの方向として評価しなければならない。

このような現象をもたらした要因は,「中課題別報告書」で総括したように,①素材生産は頭打 

ちであるとはいえ,明治以来引き継がれて来た製材加工機能は,原木の域外依存を高めつつも,山 

元貯木場の設置等による間伐小径材の市場参入を積極的に進めることによって維持されてきたこと,

② 集落をベースとする林業労働力の質的,量的組織化,たとえば林業道場と呼ばれる技能訓練など,

③ 乾シイタケの生産から流通に至る一貫的体制づくり,すなわら,集落をベースとする協業体を中 

心とした,町,森林組合,生産推進協議会の連携,④林構事業等財政援助に対する積極的かつ主体 

的取り組う,たとえば国の基準にのらない小規模な特用林産物生産施設,機械等の自力(県,町単 

独事業を含む)辎入など,が持筆される点である。なおこれらの具体的動きについては文献⑶をあ 

わせて参照されたい。
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表ー4 岩手県および同東磐井郡におけるシイタケ生産量の推移

、区 (トン) 千底農林事務所・宣内 (キログラム) 指 的、
主市

産町

地
形村

成数

岩手県 

生産量 大東町 室根村 藤沢町 その他 小計
岩手県を1〇〇 
とするシェア

乾シイタケ生 
産泣の伸び
昭 42=10 0:\

生 ・乾 乾・ 乾 乾 乾 乾 ^31
千厩農林 
事務所管 
内町村

岩手県

3 8 132 19

3 9 142 21

40 129 21

4 1 228 21

42 358 28 1,836 ③ 洪・ 無 嬉 来 7 条 100 100 14

43 480 41 5,726 ③ 楽 渙・ 液 14 渙 150 312 17

44 610 74 &440 ④ 条 条 凝 ,・上 11 奈 267 460 19

45 558 100 1Q276 ③ 奈 学 楽 娯. 10 奈 3 S3 560 19

46 571 110 11,562 ② 2,697 ⑬ 350⑳ 焼 10 399 680 23 1

47 794 149 15.S50 ② 5,150 Q 1,420 ⑳ 渙 9 滅 541 869 23

48 1,004 181 21,175 ① 5,359 ⑫ 2,36645 次 泰 12 楽 656 1,153 28

49 1,188 245 2& 798 ① 5,620 ⑫ 3,180® 2,125 40, 723 12 17 889 1,623 28 1

50 1,291 300 32,577 ① &020 ⑪ 5,120 ⑰ 2,100 47 817 11 16 1,088 1,774 28

5 1 1,328 300 33,500 ① &910 ⑨ 8,500 0 1,560 52,470 11 17 1,087 1,825 28

52 1,333 337 4Q240 ① 11,000 ⑨ & 200 ⑬ 3200 63 640 12 19 1,222 2,192 28

注 1)岩手県林業動向年報 各年版より作成。 I-
2) 生産量の横の① ③左どめ数字は,県内にむける乾シイタケ生産量の市町村(ただし,主 

産地形成市町村)順位。ー
3) ※・印は不明。

4.林業地域の成熱度区分

この実施項目は,ある.林業地域を林業の成熟度という視点から客観的に表現するため,市町村を 

単位として,,①森林構成,②林業経営,③作業»④素材生産.⑤林産物流通加工等,一連の林業生 

産過程における諸機•能をあらわす指標を工夫し,地域診断に一つの根拠を得ようとして実施した。
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これについては,すでに地域林業計画の一つの方法として舟山,有岡らが提案したもの⑷がある 

が,今回はこの考え方を原型として,諸指標の吟味を行いつつ,対象地域の市町村比較を行った。 

左痛,この成熟度区分の実際の作茉は,岩手県林試 佐々木孝昭主任研究員が行った。

まず,成熟度区分の方法は表ー 5に示すように,①産地の状況と市場の状況に夫別してそれぞれ 

に目標となる淋項を設定し,②それぞれの目標事項を表示すると考えられる指標を選び,③各指標 

の敘値を区分して県平均との関係にむいて評点を付し,当該町村の成熟度区分を行った。客目標事 

項に指標として利用した数値は,表一5 —1から表ー 5 — 9に示す通りであり,その結果柱総括的 

に表示したのが表ー6である。

表一5 成熟度区分の方法

目 標 指標の内容
評 価(点数)

1 2 3 4 5

I

産 

地 

の 

状

況

L林業経営者 
の経営意欲

造林の進度
(県平均=L0 0 )

Q79
OT

Q8 〇 
～1.1 9

L20
虹

— _ •

2•林業移営の 
地域的拡がり

森林施業認定面積の割
合 〃

Q79 Q80
L1 9

L20 
以上

— 一

a森林の令級 
構成内容

人工林令級構成比率
1～2 〇 建
7 〇%阮

1～2 〇轲
5 0 %以下

.21～40 
一確3 0% 
蛎

31確以h
30 %以上

31袖乂k
30 %以上

4.生産施設等 
の整備

林内道路密度
(県平均=1.0 0)

0.7 0.8～1.2 1.3以上 — —

■ 5.林業労働力 
の確保

民有林当たり林業労働 
者数 "

Q79 Q80 
～12 9

L30 
Uh

— —

&林業経営者 

の投洒担^力

林家保有面積当たり生 
産提業所得(〃)

Q7 9 
鄭

Q80
〜L2 9

13 〇 
以上

— 一

1素材生産の 
担い^

森林面積当たり木材業 
者数( 〃 )

Q6 9
蛔

Q70
〜Q9 9

1.0 〇
〜1.2 9

L3 〇
蛔

一

&素材の供給 
状况..

森林面積当たり素材生 
産量( 〃 )

Q0 9
OT

Q70
〜Q99

1.0 〇
〜L2 9

L3 0
址

一

〕1市場1•木材関連産 
の状 業の消費能力 
況

製材工場•素材消費量 
当たり針葉樹生産並:

( 〃 )

1.3 0 L2 9
〜Q70

Q6 9 
以下

—

成熟度段・階 

(県平均)

I (著しく低い)

U (低い) 

lil (県平均)

IV (高い)

V (著しく高い)

14以下

1 5～1 7

1 8～2 〇

2 1～23

24以上



表ー 5 一1 林藁経営者の経営意欲

区 分
東 潜 井 地 域

県計
千厩町 大東町 藤沢町 東山町 室根村 川崎村

民
有
林
造
林
面
積

5 〇年

51年
5 2年 

計

平均(a) 
民有林面積(b)

63
65
49
177
5ao
4,729

317
302
225
844
28L3
11937

85
118
83

286
9 53

7257

.7,2
81
76

229
763

§137

76
66
56

198
660

6324

40
39
28

107
35.7

2,33 6

.1Q485 
1Q10 8
8299

29892
99 64.0

789636
a/b (d ) 
d/c 
評 価

a01248
Q99
2

Q01485
LI 8
2

aO1313
L04
2

Q01243
Q98
2

Q01444
L14
3

CL01528
L21
3

Q0126ZO
L00 
2

表ー 5 — 2 林業経営の地域的拡がり

区 分
東 慈 ナ:,地 域

県計
千班町 大東町 藤沢町 東山町 室根町 川崎村

森林施奈認定面積.3 1,613 &5 70 2,17 6 1,73 9 &630 1,046 305872
•私有林面植 (B) 4,712 14,10 9 §187 5,414 4,998 羽43 60&787

(A)/(B)=(a Q34 Q61 Q35 Q32 Q73 Q4 7 Q5 0
(〇/(D Q68 L22 Q70 Q64 L46 Q94 10 0
評 価 1 2 2 1 3 2 2

表ー 5 — 3 森林の齢級構成内容

区 々
東 磐 井 地 域

県計
千:既町 大束町 藤沢町 東山町 室根町 川崎村

計％ 100 100 100 1G0 100 100 100
1〜1〇•年生 64.1 5 97 5 37 575 5 32 5 87 6L3

1 1～2 〇年生 243 3L8 31.1 3L4 3 5.1 278 274
2 1～3 〇年生 2.3 4.5 5.8 4.8 4.5 5.2 43

構侈) 3 1～ 4 0年生 2.9 L7 4.8 &7 3.5 35 L3
4 ［年生以上 6.3 23 4.7 2.6 3.1 4.8 &7

評 価 1 1 1 1 1 1 1

—4 4 —

表ー 5—4 生産施設等の整備

区 分
東 磐 井 地 域

県計
千鯉町 大東町 藤沢町 東山町 室根町 川崎村

5 3年林内道路密度 2Q0 1 Q6 1 77 1 4.7 1 4.1 1 98 1 2.3 (B)
(A)/(B) 16 Q9 L4 12 11 1.6 10

評 価 3 2 3 2 2 3 2

表ー 5 — 5 林業労働力の確保

区 分
東 磐 井 地 域

県計
千厩町 大東町 藤沢町 東山町 室根町 川崎村

林業労働者数(A) 20 220 3 1 27 46 9 7283
民有林面積(B) 5 1 9 7' 6 6 2 79 0
(A)/(3=(0 4.0 0 1158 4.43 4.5 0 76 7 4.5 0 9 2 2(0
(〇/(D Q43 12 6 Q48 G49 (183 Q49 L0 0 --

評 価 1 2 1 .1 2 1 2 _____

表-• 5 — 6 林業経営者の投資負担能力

区 分.
東 磐 井 地 域

県 計
千展町 大東町 藤沢町 東山町 室根町 川崎村

提家1戸当たり生産農業所得仏) 1,。 63 949 1,124 650 993 949 2,619
林家1戸当た 

リ所有面積

私有林面積(B) 
林家数(C) 
(B)/(0=(D

47 12
1,624

2.9

14,109
2,577

55

§187
1,514

■4.1

5,414
942
5.7

4,99 8
965
52

2213
634
35

60&787
69586

(D) &7
(A)Z(D)=® ) 367 173 274 114 191 271 (F) 301
旧/(F1 122 Q5 7 Q91 Q38 Q63 Q90 1.0 0

評 価 2 1 2 1 1 2 2
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表ー 5 — 7 素材生産の担い手存立状況

区 分
東 磐 井 地 域

県 計
千;既町 大東町 藤沢町 東山町 室根町 川崎村

木材業者数(a) 33 32 17 7 30 19 1,358
森林面< (b) 4,771 2Q598 7908 5312 6,864 2,33 6 1.19 4,724
a/ b X 1,。 0 0 (d) 692 L5 5 2.15 LU 4.37 &13 114 (c)

d/c 60 7 L3 6 189 Q97 3.83 713 L00
評 価 4 4 4 2 4 4 3

表ー5—8素材供給状況

•区 分
東 磐 井 地 域

県計
千,既町 大東町 藤沢町 東山町 室根町 川崎利

50 电〇〇 4 5,700 11,700 11,000 1Q200 5,10 0 1,687,000

5 1 4.700 2Q800 1&5 00 £1400 11,400 &400 1,750.000
素 52(a) 9700 6 6,500 &600 £1200 12,70 0 370 0 1,709,000

材
計 2Q800 133,000 31,800 26600 34,3 00 12,20 0 5,1-1 6.。 0 0

の 3年間の平均(b) &9333 44,33S3 1Q60Q0 886 67 11,43 a3 4,。 6 6 7 1,71 5.3 3 3.3

供
a/b 140 1.5 0 Q62 Q70 1.11 Q91 1.00

森 林面積(C ) 4,771 2Q598 Z908 6312 6864 2,33 6 1,1 9 4,724
給 b/c (d ) L45 2.15 L34 L40 1.67 L74 1.4 4(e)

d/ e L01 L49 Q93 Q97 L16 1.21 1.0 0

評 価 3 4 2 2 3 3 3
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表ー 5 — 9 木材関連産莱の消費推力

区 < 分
東 磐 井 地 域・

県 計
千厩町 大東町 藤沢町 束山町 室根村 川崎村

50 2,600 2 6000 5,100 5,70 0 §600 2,2 00 708,000
5 1 1,。 00 9500 5,90 0 210 0 [700 1,4 00 713,800
5 2 1,4 0 0 4 5,40 0 4,9 00 2,300 8500 2,4 00 682,000
計・ 5,。 0 0 8Q900 1 5.9 0 0 1 010 0 2 2,800 6000 2J0&800

平均(a) 1,6 67 26967 53 0 0 &3 67 Z600 2,000 701,267
素

50 14,248 89 0 0 1Q229 3257 14.540 15,189 1,212,864
材 5 1 2Q159 8222 9594 — 1 5,17 7 14,9 66 1,232,631
消 52 1 5,915 6975 9144 4,994 14；174 15,018 1,211,589
費 計 5Q322 2 5,。 97 28967 8251 4&891 4 5,17 3 &657084
髭

平均化) 16774 8366 9656 2,75 0 14,63 0 15,058 1«219028
a / b (d) Q10 322 Q55 122 Q5 2 Q13 Q58 (c)
d / c Q17 55 5 Q95 2.10 Q90 Q22 L00

評 価 3 1 2 1 2 3 2

表ー 6 先進的林業地域の市町村を対象とした林菜地域の成熟度区分結果

区 分
東 磐 ナ 地 域

県計
千厩町 大東町 藤沢町 東山町 室根町 川崎村

林業経営者の経営意欲 2 2 2 2 2 3 2
林業経営の地域的拡 が り 1 2 2 1 3 2 2
森林の令級構成内容 1 1 1 1 1 1 1
生産施設等の整備 3 2 3 2 2 3 2
林業労働力の確保 1 2 1 1 2 1 2
林業経営者の投資負担能力 2 1 2 1 1 2 2
素材生産の担い手存立状況• 4 4 4 2 4 4 3
素材供給状・況 3 4 2 2 3 3 3
(産地の状況 ) 1 7 1 8 1 7 1 2 1 8 1 9 1 7
木材関連産業の消登能力 3 1 2 1 2 3 2
(産地の状况)(市場の状況) 20 1 9 1 9 1 3 20 22 1 9
段 ‘階 BI 也 111 1 皿 IV (in)
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①の目標事項の設定に関しては,前記の交献⑷とほとんど同様の目標事項を設定したが,産地 

の扶況の中で「生産目標,施業技術体系の確立」という事項と,市場の扶況の中で「市場におけ 

る素材取引」という事項の2つが欠落している。その理由は,一般に文献⑷にむいては,指標の 

表示区分を数量的左表現でなく質的なもので行っているカ,今回のわれわれの区分では故覺的な 

表示による区分によったため,適切左数笙的指標が見出せなかったこの2つの事項については割 

愛せざるを得なかったことによる。ち左みに,父献⑷においては,「生産目標»施業技術体系の 

確王’」という目標事項については,I •未確定の段階(成り行き施業),II ・模索の段階(未定 

着),m•確立した段階(定着)の3区分を行い,「市場における素材取引」については,】• 

良質材しか取引されない段階,H •一般材しか取引され左い段階,皿•小径材は,.一般材と一緒 

なら•取引きされる段階,IV,小径材だけでも取引される段階,の4区分を行い判定する仕組みと 

なっている。 ー ・ ■

表ー 6の区分結果をみると,総じて,当初予想された「先進的林業地域」としての当地域の現 

状をうまく表わしているとはいえず,その点では十分満足される結果をえたとは必ずしもいえな 

い。す左わち,該当6町村中,4町村は県の平均的水準(迫)に過まず,東山町はかなりの低水 

準(I )であり,やや水準の高い川崎村は当該地域の中では林野率がもっとも低く(表ー1), 
平地農村的な地域である。

目標事項のうち,県の水準に比して低いのは,「林業労働力の確保」および「林業経営者の投 

資負担能力」であるが,前者についてはほぼ実態を反映した数値とみられるが,後者については

:疑問が残る。

いずれにしてら,この実施琪目については①目標事項体系と②目標事項の指標化についての再 

検討が今後必要である。こ・の際,性格,分野は若干異る後 社会福祉水準の測定に関する方法⑸ 

の援用は有効であろう。

5.岩手県における山村集落の過疎化段階区分

山村からの若年者を中心とする人口 •労働力の都市への流出は,それが大量かつ急激に進むこ 

とによって,過疎問題といわれるところの,さまざまな問題を山村およぴ林業にひきおこしてい 

る〇

その第1は人口論的過疎といわれる局面である。結果としては同じ人口減少であっても,なお 

出生が死亡を上まわっているという初期的な段階から,未婚の若者が不断に流出することによつ 

て出生数が徐々に減少し ついには死亡数が出生数を上まわるという末期的な段階に至る。第2 
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の段階では,その地域からの人口の流出はたとえなくとも,自然に人口は減少して行くわけで, 

地域の社会,経済を准持するための人口的基盤がきわめて弱い地域であるといえる。

第2は地域的過疎といわれる局面である。人口,左かんずく働きざかりの若者が急激に流出し 

い左くなる結璃 ①主たる産業である摂林業が停退し,衰退するという生注面ばかりでなく,② 

消費,生活面で地域社会の維持が困難となり,③行政施策の効率が落ち,④山村地域の森林,道 

路,河川等の保全が手薄になるなどの現象がみられる。

過疎現象は,以上の二面において山村地域の全部または一部に異常をきたし,正常な機能が営 

めなくなる一種の社会的な病気である。ここでの過疎化段階区分の目的は,病気に見立てられる 

過疎化の進行度合を客観的に把握,予見(=診断)することにあり,対象地域について適切な処 

磴をとるための,あるいは,過疎化に対応した地域とし之み森林管理,林業生産•販売の組織化 

のあり方を明らかにするための,必要な一つの手順と考えられる。

過疎化段階区分手法そのものについては,紙野氏らカ,以上述ペた過疎現象の二面性に着目し 

て,この二つを柱としながら,山村集落を4段階区分し,とくに過疎化の視点からもっとも過疎 

化の進んだ総合的過疎化段階!v(以下,過疎激甚集落と呼ぷ),wについで過疎化の進んだ総合 

的過疎化段階由(以下,準過疎集落と呼ぶ)を問題的集落として摘出する方法を提案しており⑹ 

⑺,史た•桀者ら力:行った東北における検証から,出稼の状態,豪雪の状態等若干Q指標を追加す 

ることによって,紙野らの提案した手法の有効性はある程度確認されている氓),⑼。

用いた区分手法は,この小課題に参画する共同研究に共通するものであるが,簡単にその概要 

に触れて倉きたい。

対象集落は,開拓村(戰後開拓集落)およぴ漁村(漁家率3 〇%以上の集落)を除く集落のう 

ち,旧市町村単位で林野率8 0务以上の地域の集落,いわゆる山地集落と,山地村以外の平地村 

であっても,林家率7 0%以上の集落を合わせた範囲.すなわち「山」と関連性の深い集落を対 

象としている。

段階区分の指標は,表ー 7に示すように,前述の人口論的過疎と地域論的過疎を主要な柱とし 

それぞれについて指標を選択し,各指県を区分して評点を与えて格付けし4段階区分を行い, 

さらに人口論的過疎と地域論的過疎を総合化して,最終的な「総合的過疎化段階区分」(4段階) 

を行った〇

前述のように,この区分手法そのものについては,すでにいくつかの県での結果が公表されて 

おり,また,この手法の有用性は確認されている。したがって,今回は,この手法セ全国的規模 

に広げて適用した場合,東磐井地域,あるいはこの地域を含む岩手県は,どのような特徴を示す
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注)4段階区分の方法

表ー 7 過凌化段階区分のための指標別評点

評点区分 
指標r 1 2 3 •1

⑴ 

人 

□ 

論 

的 

過 

疎

① 人口増波率
(1965/1960)

② 戸数增減・率
(1970/1960)

兼業化(兼業別 
回の程度I規 模

④ 集落戸数規模
(1970)

⑤ 出稼農家率
(1970)

9Q0~9 99% .

9 5.0～9 9.9$6

&兼 
小矢

2849 戸

8Q0 へB9.9%

8 5.0～899%

9QQ~M9%

兼
中

1心4戸

'9(10% 〜

8QZ 仙％

8 99%以下

兼
中

9戸以下

7 99务以下・

⑵

地

域

論

的

過

疎

① 耕地面積増減率
(1970/1960)

② 人工林率増減
(1970/1960)

い 耕地転用(集団転用 
占の有無1耕地植林

(1970)
④ 生活の便益性

’道路,通信,教育,、 
医療等の便益指標) 

の該当故 ノ

⑤ 都市からの距離

⑥ 居住地標高

⑦ 集落形 態

⑧ 集落戸 数
(1970)

⑨ 集落内への車乗入れ 

対交通途絶日数

9Q0~990%

3Q0%以上

有
有

3〜4

!〜2時間

604800 m

散居(平場)

279戸

6 0～99 日

7QEQ9%

無
有

5

2時間以上

800-4,000 m

散面(山場)

10～24 戸

無

100日以上

6Q0~699%

6

都市と無関倡

1,000 m以上

9戸以下

5 9.9%以ド

7 5以上・ 

t

1)人口論的過疎化段階 各指標別評点を単純に合計してつぎのように区分する。

I (z) II (Z) m (卜11)］V (12〜16)

2) 地域論的過疎化段階 、

I (〇～5)II (6～11)m (12〜17) IV (H3)
3) 総合的過疎花段階 人口論:的段階と地域論的段階を単純に合計してつぎのように区分

する。I(〜!n n(H卜!v) m(wvi)iv(viMfii)

—5 〇 —

であろうか,ということに主眼M置いて検討したが,その結果は表ー 8ぢよび表一9に示した。 

まず,表ー8によって岩手県における結果を概述するとつぎの通りである。

第1は,人口崗的過疎化段階と地域論的過疎化段階の関係であるが,かならずしも両者が平行し 

ているわけではなく,治ふ、よそつぎのようなグルーブに分けることができる。なお、,卸略化のため 

人口涂的過疎化段階をP»地域論的過疎化段階をRとする。

① P, Rともそれほど進行していない1一I 一 I (総合的過疎化段階,以下同じ)のグルーブ。 

3 2. 4 %を占め,もっとも多い。

② 一1 pは進行しているカらrはそれほどでもないu—I ー・( 2 & 5务),ni-i-n

(4.7务)のグルーブ。これはPがそのまま蓄積して行けば,いずれはRが進行して行くことが考 

えられる。過疎化の初期段階にある集落。あわせて2 8 2务。

'②-2 pはそれほどではないのに,rが進行しているI一!!一U(1a1务),i-in-n

(Q1%)のダルーブ。このグループは数はそれほど多くないが,地域内での非農林業への移動の 

はげしい集落にみられ,林業経営の立場からみると,やはり問題的左集落である。あわせて1512 

%。

③ p, rとも進行の度合がはげしいn-in-iii( q8%), U—iv—m(—％),iii-n-iii 

(昌％), iv —U — m( a 4 95), ffl-ni-ni( q 5 %)などのグループ。過疎化の中期段階に 

ある集落=準過疎集落。あわせて,7 9 %〇

④ p, rとも末期的段階にある!n-iv-iv(—％), iv—m—iv( 〇 1 %),iv-iv-iv(- 

务)のグルーブ。岩手県では後述する久慈市に集落のみであるが,いわゆる過疎激甚集落。

第2に他県との比較であるが,過疎激甚集落と準過疎集落の占める割合は,岩手県では81%で 

あるのに対して,•宮城4. 9 %,山形1Q 5 %,福島9. 7 %,埼玉17 9%,長野2 & 8 %,滋賀 

9 9 %,島根3 Q 5 %,福岡1Q2%というように,全体としてかなり大きなばらっきがみられる 

が,岩手県は東北諸県とともに1〇 %内外であって低位である。

第3は県内にむける全山村集落に対する該当集落(HIおよび！V)の割合の多い市町村は,1〇位 

までを列琴するとつぎの通りである。①野田村(333%),②泉町(31.5 % )3湯田町(2

6 "% ),④川井村(21.1% ),⑤釜石市(21.7 % ),⑥久慈市(18 8%),⑦玉山村(1

7 6%),⑧大槌町(1&O%),⑨田老町(14. 3 % ),⑩新里村(13 8务)。これらの市町 

村のうち① ③ ⑨の3町は鉱山の閉鎖によるもの,他はほとんど全部が北上山系の中部,北部の 

市此村である。

このような软況の中で,東增井地域6町村では,わずかに準過疎集落2 (東山の1集落死っいて

—5 1—



注・岩手,山形は式献⑼,滋賀は攵:狀⑹,福岡は又:砍 10,その他の渚県は国庫助成メニュー課

表ー 8 過疎化段階集落

人過 
ロ疎 
い化

的階

過
罷
段
階 

地
域
論
的

総過 
璟

岩 手 宮 城 山 形 福 島

合化 
段 

的階
実 
敬

:比・ 

率
実 
敬

比
率

実, 

数
比 
率

•実
数 AJ

I I 503 3 2.4 1 9 6 3 (17 3 5 9 3 5. 8 442 260
H n 203 1 ai 2 6 4.9 48 4.8 18 0 1 Q5

I III 1 U1 一 — 3 Q3 3 0.2

IV

小 計 707 4 5.6 222 4 1.6 4 I 〇 4 Q9 6 2 5 3 &7
I n 365 2R5 203 3ao 27 7 276 4 5 8 2G9
n n 28 1 1 ai 65 1 2.2 160 1 GO 3 9 9 2 3.5

n in m 12 Q8 1 Q2 1 6 L6 33 2.0
IV ni 一 — — — — — 1 一

小 計 65 8 4 2.4 2 6 9 5 Q4 453 4 5.2 8 9 1 5 2.4
I n 72 4.7 18 3.4 50 5.0 58 R4
U 匝 96 62 2 3 4.3 60 60 9 9 5.8

m 111 m 8 Q5 2 Q4 1 7 L7 2 〇 L2
IV IV — 一 — •十 1 ai 2 ai
小 計 176 1 L4 43 ai 12 8 1 28 1 79 1 Q5
I ni 1 ai — — 2 Q2 1 一

n in 7 Q4 — — 6 Q6 2 ai
IV m IV 1 ai — — 3 as 4 as

IV IV —
ヽ,.

— 一 — — 一 —
小’ 計 9 Q6 —— 11 11 7 Q4

再
z-X. i 503 3 2.4 19 6 3 67 35 9 3 5.8 4 4 2 2 60
総疎
合化 H 9 22 5 95 312 5a4 538 5 37 1,。 9 5 6 4.3

掲
的段 
過階 ill 124 ao 26 4.9 101 1 ai 15 9 93

IV 1 QI — 一 4 4.4 6 Q4
総 計 1,550 1 00 534 1 〇 〇 1,。 0 2 10 0 1,702 100

—5 2 —

題「林業生産•販売の組織化」の5 3年淺•各県報告より調製した。

数・比率(各県対比)

埼 玉 長 野・ 滋 賀 島 根 福 岡

実 比 実 比 実 比 実 比 実 比
数 率 数 率 数 率 数 率 数 率

5 8 1 a? 3 1 8 1 5.8 1 2 1 3Q1 1 8 1 76 142 2&0
33 7.8 157 78 11 2.7 138 5.8 1 9 ai
2 Q5 4 tt2 — 一 — 一 — —

93 2 2.0 479 238 1 3 2 3 2.8 3 1 9 134 161 2 61
86 2as 3 52 1 75 15 2 3 78 487 2tt4 246 3 98

15 6 3 69 • 554 2 75 42 1 as 6 8 2 286 83 1 8.4
8 L9 6 〇 ao — — 11 Q4 1 0.2

1 a 2 2 ai — — —— 一 一 -•・ 一

25 1 5 93 968 48.1 1 94 4 &3 1,1 8 0 4 94 330 534
1 2 2.8 4 9 2.4 3 6 ag 170 71 65 1 Q5
50 1 L8 3 11 1 5.4 28 70 628 263 52 a4
13 ai 1 4 1 10 一 — 5 1 2.2 2 as
— — 1 7 as — — 一 — 一 一

75 1 7.7 518 2 5.6 6 4 1 5.9 849 3 5.6 11 9 1 as
一 一 1 ai 3 Q8 2 ai 1 0.2

3 a7 2 1 Ll 7 17 34 1.4 7 Ll
1 0.2 2 4 L2 2 as 3 ai — 一

—. 一 3 Q2 — — 一 一 — 一

4 a9 4 9 2.5 1 2 ao 3 9 16 8 13
58 1J7 3 18 1 5.8 1 2 1 3 ai 181 76 142 23.0

289 6 &3 1,11 6 5 5.4 24 1 6tt0 1,477 6 L9 4 18 6 &8
75 17.7 5 36 2 66 38 84 726 3 Q4 63 1 Q2

1 tt2 •4 4 2.2 2 Q5 3 ai — 一

4 23 100 2,。 14 1 〇 〇 402 100 2,3 8 7 100 618 10 0

一 5 3 —



注・Pは人口論的過疎化段陪,Rは地域誰的過疎化段階,Tは総合吟過疎化段港〇

表ー 9過疎化段階別集落数・比率(東磐井地域)

区 分 大 藤 千 束・ 室 川 地域計 県 計

P R T 東 沢 厩 山: 根 日 集落数 稱成比 集落数 構成比

I I 20 8 1 3 3 6 4 54 3 2.9 5 03 3 83
II H 2 1 1 〇 9 4 2 3 4 9 299 2 0 3 1 4.3

I III II 1 〇

W BI

小 計 4 1 1 8 22 •7 8 7 1 03 6 2.8 7 0 7 5 2.6
I n 2 1 7 3 6 2 21 1 2.8 3 65 2 4.2

□ u 1 5 2 6 .7 2 4 3 6 2 2.0 2 8 1 1 7 3
H ffl in 1 2 Q2

IV in

小 計 1 7 3 1 3 1 〇 8 6 57 3 4.8 65 8 4 L7
I

• 
n — — — 1 — 一 1 Q6 72 ao

n m 2 一・ —— 一 一 一 2 L2 96 2.3
DI m in 一 一 —— — — — 一 一 8 Q2

IV IV 一 — — — —— — — — — 一

小 計 2 — — 1 — — 3 1.8 1 7 6 5.5
I m 一 1 〇

n m 一 —— 1 .— — 1 ac 7 Q2
IV in IV 1 〇

IV IV

小 計 — — 一 1 一 — 1 Q6 9 Q2
i 2 〇 8 13 3 6 4 5 4 3 2.9 5 0 3 3 2.4

再 n 3 8 1 3 2 2 1 5 1 〇 9 1 07 6 5.3 9 22 5 9.5

掲 in 2 ： 〇.^ ;一 1 — g 18 124 &0
IV —• — ーー: — 一 一 — 一 1 Q1

合計・ 60 2 1 35 1 9 1 6 1 3 1 6 4 10 0 1,5 5 〇 10 0

-5 4 —

は現地調査の結采 來落カードの記載に誤りがあり,準過疎來落に該当しないことがわかった) 

を数えるのみであって,この点については明確な地域性を持っていることが注目される(表一 9 )

6.過疎化集落における跡地森林管理の実態と対策の方向づけ

この実您項目は,5の項目で摘出された問題的集落(過疎激甚集落およぴ準過疎集落)を対象 

として,跡地森林管理の実態を明らかにすることによって,過疎化段階に対応した跡地森林管理 

の方向づけの可能性について検討しようとしたものである。

この結果跡地森林管理の方向づけは,その集落における移転者,残留者を含む①森林の保有 

状況.②森林資源構成,③摂民層分化,分解の程度(移転者,残留者の職業,階層等)④移転先 

との距離,等の条件によって異るが,众本的には過疎化の程度,すなわち過疎化段階区分に対応 

して整埋をすることが可能ヾあることが確認された。すをわら いわゆる問題的集落(過疎激甚 

集落お、よび準過疎集落)においては,程度の差こそあれ,急激左集落の縮少とともに,①跡地森 

林管理の後退,②道路,河川等の管理不良,③それによる森林作業能率の低下,④有害獣類等の 

被害増大.’⑤森林火災,水土保全の監視の不十芬さ,等が共通的にみられるが,これらに必要な 

対策は,崩壊寻前の集落またはその残留者に期待することは多くの場合無理であって,過疎化集 

落をとりまくより広域的な次元での解決が必要となっている。つぎに報告する3つの問題的集落 

のう・ら,久慈市に集落(過疎激甚集落)は外的な誘導を必要としている典型的な事例であり,大 

東町T集落(準過疎集落)の場合は,行政的な誘導を含めて,畜産団地を導入し,集落ぐるみの 

•転換を試みつつある事例である。また,大東町s集落は同じ準過疎集落でありながら,集落機能 

が維持ぎれ跡地森林等も比較的良好に維持,管理されている事例である。以上の事例から大胆に推 

推踰すれば,①過疎激甚集落については,集落の移転を含めた抜本的な再編成が必要であり,② 

準過疎集落については,基本的には集落を維持する方向での積極的な生座,生活両面での組織化 

が必要である。

久慈市K集落の事例

以下取り上げる事例の集落の概要は表ー1〇に示してあるが,この集落は岩手県内では唯一の 

過疎激甚集落である。

北上山地北部の,岩泉町安家地区に接するところに位置し,この地域の中でも最も交通条件の 

悪いところに位宣する烟作集落である。集落の歴史は古く,少なくとも享保年間(1716〜 

17 3 5 )にはすでに住みついていたといわれる。北上山系北部地域は一般にそうであったよう

—5 5 一・



注1)1 9 75年媛業センサス農業集落カードより

2 )面積単位はQ1h a 

表ー:10 ,過疎化集落概要

区 分
久慈市(山根)

K集落

大東町(大原)

T集落

大束町(大原)

S集落
過疎化段階区分 

総世帯教(I 6〇〜I 70 ) 
総世帯員数( 〃 )

林家救 ("〇) 

総農家敎(| 6171 75)

IV
2 8—*2 2

1 5 4—*9 7
1 2

2 3—*13—*5

皿

2 2-»1 9
1 2 9—*! 〇 2

11
1 2-*11-*11

111
3 2—»3 〇

1 9 3—>1 5 3
3 6

3 6 ～～>3 4 >3 4
経営耕地規模期 

農家数

(* 60-** 7〇-*, 75)

~0.5,ha
Q5〜L0 
10～2.0 
2〇〜ao 
ao

8—*7—*2
7—3T
6—*2—>1• ■
2 一一•«-

——1―1

3— >2-*2
4- *3-»5

9—*1 〇—>1 7
1 3—4 1—>9
1 3—>11—>6
1—>2—>2
——> 一—> 一

-- 一-- > 1
-- 一―一

経営耕地面輝,

! (16〇-*, 7〇—*, 75)• • • .

耕地面積計 

田

樹園地 

畑

■2 〇 2-*1 3 8—»9 6
1—>5—H .
6—・一-**"

1 9 5—*1 3 3～*9 3

10 7-*11 &-*111
3 7-*3 4—*3 6
1112 3
6 4 一 6 4—>5 2

3 2 3-*3 14—>2 3 2
11 4—>111—>11 〇

1 7—»4 4—*4 7
1 9 2—>1 6 〇-->7 5

採草放牧地(は〇"^ 7175) 
山林のうち採草放牧地(〃)

1 6 〇—*7 〇—>3
1 4 3-*3 0—>2 〇

6— >3 9-»3 7
7— »1 5-»7 1

1 7—>7 9-*2 6
2 3^-- —

孚通牛
戸数

頭数

3 —>2—*1
7—>1 5—>1 8

5-»1 〇-*1 〇

«—>2 8—>2 8
1 6—*1 9—>1 3
2 4—>4 1—>2 8

大家畜飼養農家

(*60—70—>*75) 肉用牛
戸数

頭数

3～2～ —
6～3～一

3—>-
3-*—-

7—*4—»6
7 一 6—>7

豚

——- 
尸数

頭数

11—«～～ .
11—>—-

3—>—-
5～～一～一

11—*5—>3
1-9 6～3

保有山林 

(• 7〇—*, 75)
農家数

面 積

1 2-*4
3 7 &-»6 8 〇

11—>11
2 8 2-*2 7 〇

2 8—>2 8
1 8 6 8—>1 70 7

養 蚤

(*6〇—*, T〇—*, 75)
農家数

掃立9隴:陶 ——一—一

8—>7—>4
2 7—*1 &->1 3

2 4—>1 H 5
7 19 8—>11 5

農家一戸当り耕地面理

〃 牛^^敛

当り保有I1
酬̂

('60—*'7〇)

(〃)

(•70)"
9一 11
Q 6—*1.4

3 1
9 —>11
9—>2 5
2 6

9—>9
9—>1 4
5 7

— 56 —

に高度経済成長期以前は,零細な自給的畑作ブラス短角牛の案苑経営ブラス林菜賃労(自営あるい 

はやとわれ股炭を含む)ブラス冬季出泳によって生計が稚持されていた。す左わら 表ー11は高 

度経苗成長の好響をーまだ受けていない19 6 0年(昭和3 5年)時点のものであって,当時のこの 

集落の状態をよく示しているといえよう。

釆落からの挙涿離村がはじまったのは昭和4 〇年頃からであるが,急減をみたのは昭和4 5年以 

降である。昭和4 5年8月現在の非盎彖を含む世帯数2 6戸であったが,昭和5 3年8月までの8 
年間に実に2 〇戸が流出し,残留者は6戸を数えるのみとなった。移転先は久慈市内16戸,県内 

2戸,県外2戸である。

移転者の跡地森林等の処埋状況はつぎの通りである(表一11)。

①2 〇戸の移転者のうち山林を保有していたものは零細なものまで含めて1〇戸,424 haであ 

ったが,約15haEHセメント会社へ手離し,県外へ転出したほかは,ほとんどそのまま保有して 

いる。残留者の森林の人工林率は,当時にあ、いてもすでに4 4%とかなり高かったが,移転者のそ 

れは5 %ときわめて低率であり,ほとんどが低質広葉樹のまま放置され荒地化している。

以)農用地のうち畑地については全移転者が多少にかかわらず保有していたが,約12 haの畑地は

2 haに造林され,(13 haが残留者に売却された以外は放置されている。

③ 草地の約15haはまったく荒地化しており,残留者の経営規模拡大につながらないばかりか, 

雑草が繁茂することによって,残留者の土地利用に障害となっている状態である。

④ 残留者6戸は.表ー11にみられるように,必ずしも経営規模の大きい世帯ばかりではない。. •: 

痛1〇とあ13の摂家は経営規模も大きく,現在は荒地化している農用地,山林等を買入オ!,ある 

いは借入れて規模拡大の意欲を持っているが,値段が折り合わず実現してい左い。

⑤ 他の残留者4戸のうちあ5,依8, <16の3戸は経営規模からみても,移転あと地の利用の 

ための資金,労働力の裏付けもなく,このまま進行すれば.いずれは流出を余儀なくされると予想 

されており,前記の2戸は,喧すます孤立状態に追い込まれる危険がある。

用地,山林以外の宅地,住居についても放置同然の廃屋となっているが,墓地は何とか維持 

されている。

大東町T集落の事例

大東町大原地区の山間部に位置する戸数11戸の小規模な散居集落であるが(図ー1および図ー 

2 ),同じ小規模集落に属しながら,東部の7戸は西部の4戸にくらべて上流に位置するが傾斜は 

比較的緩やかであるのに対し,西部の4戸は典用地が溪間にわずかにひらけるにすぎず,経営土地
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注•1)19 6 〇年センサス農家調査による。

2 )世帯番号〇印は19 7 9年現在の残留世帯である。

表一11 久慈市K集落殺

世帯番号,
世帯員数

専乘区分 兼業従事者 兼業極源
経営土地

男 女 計 畑 草地

1 4 3 7 2兼 主»その他 製薪炭 Q90 Q6 5
2 1 2 • 3 〃 主(その他 // Q20 —
3 4 5 9 1兼 主•あとつぎ 〃 1.5 0 2.4 0
4 3 2 5 2那 主»その他 〃 Q6 8 2.40
⑤ 3 . 3 6 〃 士あとっき’ 

土・その他 〃出棕 Q65 一.

6 3 2 5 〃 主 〃 Q43
7 1 3 4 1兼 主 人夫日屈 Q82 -

1 —• 1 2兼 主 // Q38 -1
9 3 3 6 〃 主,あとっき’ 製あ炭 Q50 — J
收 2 3 5 専 — 2.82 5.30 1

.11- 1 3 4 2 兼 主,その他 製薪炭 Q3 0 — 1
1 2 6 3 9 // 士あとつぎ 

士’その他 〃出橡 1.01 1
4 5 9 !柴 •あとつぎ 〃 2.0 9 4.6 9

1 4 2 1 3 〃 主 ・ 〃 0.4 0 一 i
5 5 10 // 士あとつぎ 

土’その他 〃林業賃労 L32 —
@ 3 1 4 •2 兼 主,あとつぎ 〃 Q29 -
1 7 2 4 6 〃 • 主 〃 1.0 8 4.10
1 8 3.. 3 6 〃 主,あとっき’ 〃 QI1 -i
1 9 4 3 7 ・ 7/ 主,その他 〃 1.10 Q90 |
2 〇 1 3 4 〃 .主

建設賃労 
(通年)

Q80 1.20 !
2 1 .1 2 3 〃 •主 •出 稼 Q5 0 1L5 0
22 1 1 2 専 — 一 0.10 1.9 0
2 3 6 1 7 !兼 主,その他 製薪炭 L5 0 1

合 計 64 61 125 1948 2 5.04
うち移転名分 46 44 90 11.9 3 15.。 5

—5 8 —

家一覧表(19 6 〇年センサス当時)

面積(ha) 大家畜飼獲頭数
備 考

山林 うちA!林 乳用牛 肉用牛 馬 豚

1.80 1.00 1
Q18 —

5.48 — 1
4.50 L10 1
— — 2

1 Q9 6 —

iaoo — 1
ao2 —
Q5 0 — 1

8 755 4 aoo 4 1
34 9 一

—— — 1
aio aoo 3 1 1
—— — 1 生活保護

aoo 1.0 0 1 1
aio Q80
4.00 一 2

—— — 1
— — 1
—— —

—— ——
—— — 生活保護

1.5 0 1
15918 5 2.9 0 7 6 2 11
42.41 2.10 2 〇 〇 10
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表一12 大束町T集落農家一覧(19 7 5年センサス)

農家

番号
専業別

経 営 土地面 積 大家畜飼養頭敬 販売金額 

1位部門 

割合

林業労働 

爾®^耕 itk (アール) 山林(ha)
(う MZ&K) 洒牛 肉用牛 豚

水田 畑 樹園地 牧草地等 贈 やと 
わ

1 1 2 〇 1 〇 1 5 — as(13) 4 — —— 酪8 1 1
2 専 3 〇 2 〇 5 〇 1 3 〇 10(Q5) 2 — —— 酪7 1 ——
3 1 5 2 1 8 20 70 5.8 (10 ) 7 — — 酪7 2 1
4 2 22 1 5 1 〇 5 9 Q5(Q3) 4 一 — 酪7 —— 1
5 2 2 7 2 〇 3 〇 一 Q3(Q3) 2 — — 蚕7 —— 2
6 1 40 1 5 3 〇 5 38(Q5) 3 — — 酪8 —— 1
7 1 2 5 1 7 3 〇 4 5 5.0 (Q3) 2 — — 酪6 1 1
8 2 — 2 〇 一 — 10(Q8) 一 — —— 雑:く1 〇 — —
9 専 20 1 〇 2 〇 30 3.2 ( Q4) 2 — — 酪10 1 1
! 〇 専 2 8 5 1 〇 20 16(16) 2 — — 米6 1 1
11 1 1 7 1 5 1 〇 一 14(14) 1 —— —— タノくコ10 — 1

面植も一般に零細である(表一12)
久慈市K集落と異なり,水田作も可能である力、自給もおぼっかない程度の規模であって,他は 

祓蚕,タバコ,養畜等を組み合わせた零細な田畑複合経営によって成り立って来た集落である。山 

林保有規模もきわめて零細であるから,零細な農業経営と林業賃労働,それに出稼を組み込むこと 

によって生計が維持されて来た。

この集落も,徳川時代以来の集落であるが,町内においてはもっとも辺地に位過する集落である。 

'6 0^' 7 0において3戸の集落外移転をみたが,跡地森林等の処理状況はつぎの通りである。

S家:府9の遠い分家筋に当り戦後この関係で転入して来た。主として製薪炭で生計をたててい 

たが,薪炭生莲,市場条件の割匕とともに,通年出稼に切り替え昭和4 0年頃転出した。畑地を 

3 〇アール所有していたにすぎなかったが,県外への転出に際してこれを隣接のS集落の共有林組 

合へ売却し,現在では植林地として良好に管理されている。

S g家:席1の農家の分家として製新炭歩よび林業賃労に従事していたが,昭和3 5年頃県外へ 

転出した。畑1〇アールと住居はあ1農家へ返し,現在は草地として利用。

K家:水田6 0アール,畑2 0アールを所有し,この集落としては比較的大規模な農家であった

—6 1



が,あとつぎとの快!係が良くなく離村した。跡地は一括して,親戚筋に当る隣接のS集落のK家 

(表ー13のあ13の農家)に売却し,現在は全部植林地となっている。なお,転出した2戸は 

いずれも山林を保有していなかった。

以上のように,転出した3戸のうちK家を除けば,いずれも非農家に近い世帯であって,跡地 

の利用についても,久慈市K集落にみられるような荒地化現求は見られなかった。

左ぢ,この集落の最近の動きとして注目される点は,東・部地区の7戸で「畜産団地整備事業」 

を導入した酩盗専業化が具体化していることであって,共同経営によって乳用牛(18 6日以上) 

116頭(1戸平均17頭)の導入を計画しており,これにともなって山林の牧草地への転用が 

進行しつつある。面積そのものは涸人有山林を全部転用しても2 〇 ha程度の規模であるが,過 

疎化に対応した動きとして一つの事例を提供するものであるといえよう。それと同時に,酪農経・ 

営から取り残された西部地域の4戸の去就が注目されるが,何らかの格差是正策が必要と考えら 

れる。

大東町S集落の事例

前記T集落の下流部に隣接する集落であって,交通の便にも恵まれている。また図ー3にみら 

れるようにT集落にくらべ規模も大きく集居的な集落形態を呈する。

山間地であることには変りがないので決して十分な規模とはいえないが,T集落にくらべても 

はるかに有利な条件を備えた集落といえよう。基本的な営農形態は田畑作複合経営であるが,米 

を:基皆にしながらも複合部門はかなり多彩である。販売金額1位部門の順位は,①米1〇戸,② 

クバコ7戸,養蚕7戸,④酪農4戸,⑤販売なし6戸となっている。

保有山林農家率も,かなり零細なものまで含めると8 2%の高率であり,林家1戸あたりの保 

•有面積も’過疎化集落3事例中群を抜いて大きい。総じてこの集落は3事例中,農業経営,農家経 

済がもっとも安定しているといえよう。

' 6〇-*, 70での集落外転出者3戸の跡地森林等の処理状況について述べる。

K a家:表ー1.3の麻31の分家であるグ,あとつぎ他出のため昭和4 7年頃県外へ転出〇田 

2 0アール,・畑3 0アーノ〕のうち,田15アールを痛21ヘ.その他はあ2 7へ売却し,そのま 

ま利用されている。山林は保有していなかった。

K u家:世帯主死亡のため,あとつぎを頼って東京へ転出した。田3 〇アールおよび畑2 0ア 

ールの農用地と宅地»住居等一括して親戚の麻11へ管理をまかせ,そのま凄利用されている。

S家:戦後県内R市よ.り親或を•須って斯入し,製炭,出粮等で生計をたてていたが,その後保
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表ー13大東町S集落農家一覧(19 7 5年センサス)

農家 

番号
専業別

’経営土地面積 大家畜飼養頭数

位部門割 

合

林業労働 

従事世帯虫激耕 地(アール) 山林(ha)
(うちMW 涿

水田 ・畑 樹融 次承畴 自営 やと切

1 2 1 〇 20 — —— 聽(-) 1 一 — タバコ1〇 — 1
2 2 2 1 3 一 —— Q5(-) 一 — — —— — 1
3 2 1 4 1 5 1 〇 1 〇 LO(ftl) 1 — — タバコ6 — 1
4 2 27 7 —— 3 &6(20) 一 一 1 米1〇 1 1
5 専 4 8 5 3 〇 150 4^(ao) 4 — 一 酪 4 1 —
6 2 4 6 1 〇 1 〇 — '75(2.5) — — 1 米 6 1 —
7 2 30 1 〇 — — Q6(Q1) — — 1 米1〇 1 1
8 2 1 4 3 〇 19 1 20 5 1 3 5 60(25) — 1 一 蚕 8 — 1
1 〇 1 5 3 45 1 5 25 5.0 (Q6) — 2 一 米 6 1 2
11 1 1 〇 1 〇 一 40 — 8 一 一 酪1〇 一 —
1 2 1 1 3 1 4 — 一 — — 1 — タバコ1〇 一 1
1 3 2 32 3 — — 16 (LO) — 一 一 米10 1 1
1 4 2 1 5 1 〇 — — Q5(Q3) —— —— — 一 1 —

1 5 2 1 5 15 ■— — L5(ttl) — — — 蚕10 一 —
16 2 1 〇 5 1 3 30 — 1 — — 蜜1〇 一 1
1 7 1 43 1 〇 1 5 —— iao(2.o) 2 — — 米 6 1 1
1 8 ・専 20 '3 — 1 〇 — — 一 —— 米10 — —
1 9 . 2 40 7 — — 2.9 (2.0) — —. —— 米10 1 1
20 1 5 〇 3 5 8 一 &0(L2) 2 — — タパコ4 1 一

2 1 1 13 〇 1 8 — 63 4 GO (4.0) 一 — — 米 7 2 —
22 1 8 5 1 〇 1 〇 40 12.0(2.0) 7 一 — 酪 7 * 1 —
23 専 4 8 27 2 〇 1 〇 iao(4.o) 2 — — タノ七! 7 1 —
24 2 2 〇 5 — — 5.0 (4.0) 一 — — — — —
2 5 2 9 3 1 6 1 6 Q3(- ) 1 — —— 酪1〇 一 126 1 6 〇 1 5 4 〇 一 75(20) 1 1 — 蚕 7 1 127 1 4 〇 1 5 2 〇 — &o(ao) 一 — —— 蚕 6 1 1
28 専 4 〇 1 〇 3 〇 20 2.6(-) 1 — — タノ <コ7 1 12 9 2 1 7 30 1 〇 — 2.3(10) 一 1 — タバコ1〇 1 一

30 2 10 ' 7 -— * — ai(ai) — — — 一 1 一

3 1 2 40 3 1 5 一 iao(ao) 一 —T- — 米 7 一 一

32 1 3 8 1 〇 3 〇 22 1QO(74) — 1 — 蚕 8 1 —

33 2 一 1 5 — 一 一 — 一 — — —
34 1 3 〇 3 〇 20 — 5.6(25) 2 — — 蚕 7 1 2
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洩世帯となり町外へ転出・した。燃用地,山林等は所有し・てい左かった。

すなわち,この集落では,転出者の跡地は,土地に隣接する所有者あるいは親成に売却処分な 

いし管理委^さへ そのまほ利用されており,放置される等の現象はみられない。

7.先進的林業地域の集落を対象とした総合評価と特性区分

この実施項目では対衆地域の全集落セ対象として各集落の性格づけ,すなわち各集落の総合評 

価と特性区分を試みた。前者の総合湃価の意味は,当該地域での林業生産の組識化をはかって行 

く際の拠点的な集落を摘出することにあり,後者の特性区分の意味は,各集落の今後の改善すべ 

き要因を見出すことにある。

総合评価と特性区分の方法は表ー14に示すように,①林業経営基盤,②林業労働力,③林産 

物市場垸の3大要因についての指標に3区分した評価をそれぞれ与え,その合計値について3段 

階区分を行って,総合評価を行う。

この結果,平均してレベル以上にあると考えられる総合評価!Dの集落(=林業拠点集落)は,表 

表一15の通り19の集落が摘出されたが,これをさらに地図上にプロットすると図ー 4の通り 

となった。
表ー14 集落別総合評価と特性区分の方法

注)3段階区分の方法

評 点 1 2 3
(1)林業経営基盤 ①農家1戸あたり保有 

山林面積(E0)
〜LO h a 1〇〜5.0 ha 5.0 h a 〜

②艘家1戸あたり保有 

山林増滅率〇 61175)
△ +〇〜5 0 % +50% 〜

③農家1戸あたり人工 

林面積('70)
〜LO h a 1〇〜ao ha &。 h a 〜

(2)林業労働力 ①林業従事者のいる農 

家数の割合('75)
〜2 0% 2 〇〜4 0 % 4 0% 〜

②農家1戸あたり林業 

従事日数(,75)
〇〜4.9日 5〜9 9日 10日〜

(3)林達物市場性 ①DID都市からの距離 6〇分!^上 3 〇〜6 0分 3 〇分未満
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⑴ 林業経営基盤 I ( 3-4 ) II ( 5 〜6 ) m( 7 〜9)
⑵ 林業労働力 I G 2〜3 ) II ( 4 ) 1H ( 5 〜6 )
⑶ 林産物市場性 1(1) n ( 2 ) in( 3)
谿 合区分 I ( 3〜4 ) II ( 5 〜6 ) m(7〜9)



このようにして谪出された19の集落は,地域内全集落2 7 2の7 0%,山村および山地村集落 

16 4の1L6%にあたる。また,その分布の状況は地域的に偏在しているが,多くは,大束町, 

東山町の山村あるいは山地村集落である。•

つぎに特性区分に関しては,全体として林産物市場に関する評点が低いことが特徴である。この

•表一15 集落特性区分結果

経営基 林業労 林産物市場
町村名 旧町村名 集落名 総合区分

喪評点 的評価 性評点

大東町 •大原 下内野 8 111 6 in 1 I 7 HI
摺沢 仲町 7 m 5 m 1 I 7 in
興田 京津畑 7 III 5 in 1 I 7 in

上中川 8 m e m 1 I 7 m
中川 7 III 6 m 1 I 7 m

猿沢 第1〇区 6 U 5 ia 2 U 7 m
第11区 5 II 5 m 2 il 7 [fl
第12区 5 H 5 m 2 11 7 in

千厩町 千厩 宮・敷 9 in 5 m 1 I 7 ill
東山町 松川 第1区 6 n 5 ill 2 11 7 m

第3区 5 n 5 in 2 11 7 ill
第5区 6 II 5 HI 2 n 7 m

長坂・ 山 谷 7 1U 6 iU 1 I 7 ill
本町 6 n 5 Ul 2 n 7 ill
中倉 7 HI 6 ill i i 7 111

田河津 夏山 7 in 5 ill 2 n 8 ill
室根村’ 折壁 田茂木 6 II 5 a 2 11 . :7 £H

矢越 千刈田 7 ill 6 HI 2 n 8 m
川崎村 薄衣 陣ヶ森 5 n 5 ffl 2 JI- 7 m
合計 '1 9 t • / 1
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ことは,当該林業地域について,林産物流通,加工機能の強化が一つの問題であることを示唆し 

ている。

左お,各要因(目標項目)における対応策を列挙するとつぎの通りである。

1) 林業経営基盪の強化,拡大

① 規模拡大のための分収林,借入林の設定

② 林地流動化の方向決定とその裏付け

③ 用材林化(人工林化),施業集約化(良質材等)による森林資源の充実=実質的規模拡 

大

④ 遊休入会林野整備

⑤ 特殊林産物生産拡大による広葉樹林の利用拡大

2) 林業労働力対策
① 農業生産を中心とする省力化等経営内部での自家労働力利用改善

② 個別施業計画導入等計画的施業による労働力の計画的利用

③ 個別経営努力の限界をカバーする労働力の地域的組織化

④ 林道(とくに作業道)整備,機械化による省力化

⑤ 共同団地施業等作業の集団化,協業化による省力化

⑥ 社会的施設整備を含めた総合的な林業後継者維持,育成等

3) 林産物生産,市場条件の整備

① 林道の整備拡充

② 素材生産事業(とくに間伐材,小径材等)の集団化,協業化

③ 伐出過程の機械化

④ 木材流通組織の整備

この実施項目についての今後の課題としては,集落単位の統計数字(とくに林業)が不足して 

いること,属人統計のみで属地統計が京いこと,などによって,その分析にもおのずから制約が 

あるが,要因(目標項目)体系と指標を,より客観イ匕することによって,集落を基礎とした林業 

組織化のための,一つの枠組みを提供できるのではないかと考えている。左が,このことは,前 

述の「市町村を対象とする成熟度区分」とも十分つき合わせて検討する必要がある。
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8,林業拠点集落を中心とする林業生産組織化の実態一東山町N集落の事例

N集落は図ー 4のあ.15にブロットされる集落であって,束山町長坂地区の中央北部に位しr 
東山町田河津地区および大東町猿沢地区に接する山間地集落である。しかし山間地集落とはいえ‘ 

図ー1をあわせて参照すればわかるようにごく近くに国道3 4 3号線が走っているほか,既述の 

セメントエ湯などがある町の中心部に対しても1Km以内の個所にあって,通勤による農外就労機 

会もあ加 その条件には恵まれた集落である。

このようなことから,表ー17に見られるようにほとんど大部分の農家は,家としての常勤的 

かつ比鮫的安定的左事務員,教員»工員,運転手等の兼業に従事している農家であって,土地持 

ら労働者といった性格の强い眼家もか左リある。今まで見て来た過疎化集落にくらべると,それ 

でも煤業経営規模は遜色がなく,保有山林面積,人工林面積も大きいことから,はるかに有利左 

条件をもった集落といえよう。

営强形態は基本的には田畑作複合経管であって,販売金額1位部門はやはり米に依存している 

農家が多いが,(19戸中13戸),養畜(乳牛,豚あわせて3戸),しいたけなどもみられる。

山林は多少にかかわらず大部分の農家が保有して治り,保有者1戸あたりの平均面積は約4- 4 

haでそれほど大規模ではないが,人工林率は41%で,とくに最近(昭和4 3年以降)の団地 

造林による拡大造林を軸として人工林化が急速に進んだ。

N集落が関係する団地造林の実績(一部計画を含む)は,表一18に示す通りであるが,この 

ように大きな実績を上げた理由は,基本的には,恒常的な職員,工員等勤務による農外所得にょ 

る総体としての農家所得の向上,農家経済の安定化に負うところが大きいが 具体的な動きの中 

では,森林組合の役員を兼ねるI氏(花7の農家)やI w氏(志。の農家)を中心とする積極的 

な動きが注目される。表ー17に示すように,両氏自身団地造林の大口加入者である力％これら 

の比較的規模の大きい保有者を核にしながら,それが町内隣接集落の保有者に,また町外保有若に 

に波及したのである。また,団地造林に付随する作業路の作設については.団地森林の保有者ば 

かりでなく,農用地を含めた関係者以外の,すなわち集落の合意を得ることが不可欠であって, 

N集落および周辺集涪の理解の上に成立した事業であるといわなければならない。
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表ー16 東山町N集浴概要(19 7 5センサス)

注・※は調査なし。
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注・：1)展林事務所,森林祖合資料

2) 一部計画を含む

3 )実施面積の()は作業路開設延長・

表ー15 N集落関係団地造林実績
名 称 北磐井里・ 中 倉 小豆用

実 施 期 間 4 3 〜4 5 4 8 〜5 〇 5 5 〜5 7
実 施 面 積 2188 ha (75 0m) 2420(1,50 0) 1222(1,800)

関係

林地所有者

所有者敬 

所有・面積

11
7 4.0 0 ha

1 8
1 0 5.1 5

1 〇

6 Q95

林地所有者の

居住地区別

所有者故6区(N集落)
面 橫

1
2.7 3

11
1 5.1 〇 —

町内隣接集落所有者数

(4および5区)面 積

10
i ai 〇

8
5.6 0

7
920

町内その他 所有者敬

集 落面 植

— 2
15 〇

2
2.0 2

所有者效
町 外

面 積

— 1
2.0 0

1
10 0
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B 熊野林業地域における実態と問題点

—7 5-



1•調査地の選定と課題

山村における過疎化の進行に伴う林業従事者数の減少と老令化,林業賃金の高騰,外材輪入量 

の増大,木材代替財の伸長,地価高騰による建築需要の滅退などにより国内林業の不振がますま 

す大きくなりつつある。国内林業の衰退の中で,森林ならびに林業に対する政策は地域林業の確 

立を大きく取り上げてきたが,その具体的方策は,生産と流通の有機的結合を図り,国産材供給 

を地域的にシステム化することである。

地域林業の確立が叫ばれる中で,地域林業の概念規定も次第に明確化されつつある。5 4年度 

林業白書によれば,この地域紙念を次のように述べている。すなわち,「地域のおかれた条件に 

応じて,育林から流通までの各段階の有機的関連の下で,地域的なまとまりをもち,育林,素材 

生産の計画化,組織化,育林技術の統一化の推進,大笊の丸太集荷ときめ細かな仕分け等の丸太 

流通機構の拡大,多様な丸太を消化しうる製材加工機能の充実,生産された製材品の販売機能の 

捆化を図り,函産材の安定的な洪給体制を確立する」〇

かかる地域•林業の確立においては,流通ならびに加工がとくに重視されるが,この点が重視さ 

れるに至った主な契機は,桥興林業地域における戦後造林地の成熟とその商品化にある。いわゆ 

る先進的林業地域というのは,癖林貪源の充実,林道網ならびに作業道網などの生産基盤の整備, 

木材市場の確立,木材加工施設の充実,流通機構の確立,林業労働組•成の確立などの諸要因が全 

体として相互にバランスがとれている地域であるといえる。

この課題では,先進的林業地域の実態調査を通じて,地城林業の形成が如何なる形で,どの程 

度進拶しているか,つまり林業地としての成熟度の計量を,林業圏域,币町村,集落という各段 

階と範囲において,客観的に表示しか、つ指標化する。そして,地域林業の形成に対する診断を下 

すとともに,その処方箋を準備し,地域林業の確立を図るために集落が果すべき役割を明確化す 

ることを通じて,山村における集落機能の多面的評価が研究目的となる。

この研究を行うフィールドとして,卸歌山県東牟螂本宮町•西牟耍郡大塔村,中辺路町の2町

1村を選定した。このうち本宮町は熊野川流域に位遺し,古くから熊野林業地の一角として林業 

地の形成が進んだ所である。一方,大塔村,中辺路町は,本宮町に比顿して林業地として歴史は 

浅いが,目下,;林業地の形成過程にあり,林業投資が伸長している所である。

これらの地域では,森林資源の充実,林道網の整備,林業労働者組絨の確立,流通機構の確立 

など,モデル調査を行う上での要件をかなりの程度故足させているものと考えられる。また,こ 

れらの地域では,集落移転再編成事業など幾つかの大がかりな社会実験が試みられた。これら成 

果の確認と評価もまた当該地を調査フィールドとして選定した理由である。
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2.地域林業の展開と林業生産

調査地の状況と林業の展開過握を概銳しておきたい。既に述べたとおり,本宮町と大塔村・中 

辺路町は流域を異にするだけでなく,桐母也としての歴史やその展開過程を異にしている。そこで, 

まず本宮町について眺めてみたい。本宮町は熊野川筋に展窗するが,この地域の林業の歴史は極 

めて古く,今から二百数十年程以前に既に人工造林が行なわれていた記録が残されている。当時 

は,住民が多少とも山林を所有していたが,重い公租負担から地上権の移動が始まり,明治に入 

ってから徐々に所有権の移動に変化し,大正から昭和初期の不況時に山林の大半が田辺,新宮の 

商人,木材業者の手に渡った。戦前までの林業は租放であり,搬出はもっぱら入力と後流であっ 

たが,昭和3 0年代後半より急速に道路網の整備が進むとともに,ダム建設による往流の不能化, 

自動車の普及に応じて陸送に変り今日に及んでいる。 ’

戦後の急速な人工林化に伴い,•森林組合等の造林,保育が活発化い 過疎化の進行する中で, 

地域林業振興のために林業従事者の意識の高揚が図られている。域内の民有林面積は15, 2 4 0 

ねで,森林面積1& 6 5 0仙の実に8 2 %に達する。そのうち人工林面積は1〇,4 3 〇"で人工 

林率6 8%と県平均の5 9%を大きく上回り,スギ,ヒノキの造林地が形成されている。しかし 

なお利用伐期に逹しない3 〇年生以下の森林が8, 3 5 〇仙に及び,下刈,徐間伐など要保育林分 

が多い〇

地域における造林は,拡大造林地の滅少に加えて過疎による林業労働力の不足,林業労賃の高 

騰,国産材価格の低迷による伐採活動の細匕などの条件が重複したため,年々低下の傾向にあり, 

ここ数年間は1〇 0れ前後で推移している。林道は,これまでに民有林道が5 5 Km,国有林道・の 

うち民有林の利用に供されているもの3 Kmの計5 8血に達し,林道密度3. 7 8 m/^〇・となってい 

るが,県の目標密度1〇.8饥/れに比較すれば,まだその水準は低く,林道網の整備が今後の課 

題である。

当該地域の素材生産量は昭和4 〇年には3 3,4 5 〇がであったが,4 5年には12, 3 9 0紀,

5 2年には11,6 0 0ガ,5 6年には8,9 0 0福と年々滅少傾向を示し,これに伴って地域産業 

生産総類に占める割合も21%にまで低下した。木材流通は,林家が直接素材業者に立木売りす 

る事例が多く,その販売過程に仲買人が介在する場合もあり,あるいは森林組合に生産依託する 

場合もあり,その流れは複・誰である。しかし,昭和5 3•年6月に本宮町山元貯木場が開滋され, 

県森林組合連合会に系統出荷する方法がとられたことは,今後の流通に大きな役割を果すものと 

期待される。林業就労者は絶対数の滅少に加えて高令化がすすみ,林業経営の将来は林業労働力 

の確保如何といえるのが現状である〇
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次に,中辺路町と大塔村について曜硯したい。この2町村は,富田川流域に展開する隣接2箇 

町村という地理的条件を生かし,中辺路•大塔中核林業地域として県が育成に力を注いでいる所 

である。地域の標高は4 〇 〇 ?R以上が全域の6 2 %を占め,地形は傾斜3 〇 °以上が9 〇 %と急 

岐である。土壌は,スギ,ヒノキに適した祀色森林土が広く分布し,平地気温14¢,平均年降 

雨量2, 8 3 5応,雨忸指数2 〇 2 ,温抵指数12 2と温暖多雨で,人工造林地として格好の条件 

を具備している。

当該地域はかかる立地条件を背景に森林,林業への依存度が高いが,昭和3 〇年代後半からの 

高度経済成長に伴う労働力人口の都市への流出はこの地域でも顕著にみられ,昭和3 °年の域内 

総人口15, 8 8 2人が昭和5 0年には,8. 618 A, 5 5年には6, 8 7 4 Aにまで減少した。と 

くに若年労働力の減少が激しく,地域林業振興の担い手を確保する上で極めて重要な課題となっ 

ている。

地域林業の惟史は古く,一部では百数十年以前からスギ,ヒノキの人工造林が行なわれていた 

が,当時地域住民の所有していた山林の大部分は昭和初期の恐慌を契機に田辺市や日置川町在住 

の商人,木材業者,製材業者の手に渡った。地域内の民有林面積は3 7, 8 2 °山口で森林面積の9 

3 %を占める。そのうち人工林面積は2 7, 6 6 〇而で人工林率7 3 %と高く,県平均の5 9 %を 

大きく上廻り,各地にスギの造林地が形成されつつある。域内の林家は,1,°19戸で,所有規 

模5んa以下の林家が7 4 %に逹し,極めて零細であるうえに所有林地の分散も滅しく,これら林 

家の施業の集団化と組織化が今後の重要な課題である。

山村は過疎化が激しく生活環境の整備が遅れているうえ,林業従事者の子弟の意識変化などに 

より後継者として定着せず,また,林幽における重労働,低賃金,雇用不安などの労働力の新 

規補充はきわめて困離な状況にある。地域林業の発展はここでも労働力の確保如何にあるといえ

る〇

3.過疎集落における跡地森林管理の実態と問題

過曄は過密に対する政念であるが,如何なる状態を過疎とするかは問題が多い。一般的には, 

地域人口の急微に伴って発生する社会的,経済的問題を総称し,内容的には,人口減少の結果, 

地域社会の基礎的条件の維持が困難となり,地域住民の従前の生活が維持できなくなる状態とし 

て理解さ・れている。

過疎問題の直接的原因は人口移動であるが,移動概念の成立には移動現象を捕捉するための地 

域概念を明確にする必要がある。従来から,過疎を問題にする場合,町村が地域概念として採用
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されることが多いが,問題によっては地域概念として集落をとることが求められる。とくに,過 

疎現象は山村,農山村において激しく,これらの地域では,住民の日常生活ならびに生産活動は 

集落単位で営まれており,過疎を問魂にする場合には住民生活の最小単位である集落の動向に注 

目する必要がある。

山村人口の域外流出現象の数量,内容は地域によって一様ではない。しかし,かかる人口流出 

が一定陶愛以上にすすむと,山村地域の既存産業の成長の停滞,山村地域への社会資本投資効率 

の低下,山村地域の自然保全の放置,山村地域社会の生活の困雄化,山村地域社会の崩壊といっ 

た諸々の問題が発生する。かかる現象がいわゆる地域論的な過疎問題である〇

一方,人口の急減ならびにこれに伴う世带敖の滅少によってコミニティの股小単位である集落 

の維持すら困難となり,集落のもつ生活保障機能,生産維持機能,自治機能などが発揮されえな 

い状態に陥る場合がある。かかる現象がいわゆる人口論的な過疎問題である〇地域論的な過疎問 

題も人口論的な過疎問題も共に人口の急波を原因としているが,二つの過疎問題の発現の態様は 

地域により区々である。一般的には,二つの過疎問題は相互に関連した状態を示すが,•過疎を考 

える場合,この二面を同時に捉える必要がある。

過疎化の進行に伴い山村地域では多くの集落が社会的・経済的機能を完全に喪失し,形骸化し 

つっある。集落は人間が社会生活を営む上で必要とする最小単位の地域共同体であるが,辺地性 

の強い集落ほど,共同体において個人の果すべき役割が大きくなり,有機的結合力の強化によつ 

て集落の社会的機能•を高め,辺地性の不利を補完してきた。集落外への急故な人口流出は,集落 

内部における耕地や集落周辺山林の荒廃をもたらすと共に,集落の社会的機能を低下させ,さら 

に人口流出を促出するという悪循環に陥る場合が多い。

一定段階以上に集落機能が低下したときには,集落機能を回復するために集落の再編整備を図 

り,新規に集落機能を醸成することが求められる。この事業の典型的形態が集落再編成事業であ 

る。当該調査対象地の本宮町ならびに大塔村では集落再編整備事業を行い,大がかりな社会実験 

が試みられた。この事業の評価は各観点から慎重に行われなけれぱならないが,既存集落の消滅 

と新規集落の形成は,山村における森林管理の問題に多くの波紋を投じたといえる。

本宮町では,昭和4 6年春に過疎地域集落整備事業(自治省)の下に,道の川•平治川両集落 

を町の中心部に造成された町宮’温水団地へ移耘させた。その概要は次のとおりである。移転戸数 

:道の川集落18戸,平治川集落10戸計2 8戸,用地13,2 9 5帚(4,。 2 9坪),総事業費 

:1億2, 5 〇 6万円。•一方,大塔村では,昭和4 5年から4 9年にかけて村内3箇所に移転団地 

が作られ,第1期は集落再編整備事業(経済企画庁)の下に鮒川地区の下附団地が造成された。 
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移転戸改:31戸,用地:18, 6 2 0現"5, 6 4 2坪),総事業費:2億3, 3 31万円。第2期 

は過疎地域集落控備事業(自治省)の下に三川地区の向山団地が造成された。移転戸数:2 0戸, 

用地:2 0, 0 0 0廿(6, 0 6 0坪),総爭業伏:1倦1,9 8 2万円。弟3期は山村振興対策事業 

(農林省)の下に三川地区の面川団地が造成された。移転戸:数:5戸,用地:2,。 0 0疝(6 0 

6坪),総事業費:2.5 4 3万円。以上が両町村における事業の概要である。

大塔村の集落移転事業は,新規集落を構成する世帯が町内各地から数戸づつバラバラに集合す 

る形態をとったため,本宮町の腸合のように集落の完全移転ではない。したがって,事業規模は 

大きいが,集落機能を評価検討する上では必らずしも適当な例ではない。よって,ここでは主と 

して本宮町の集落移転をモデルとして,集落機能と森林管理の問題について検討してみたい。

本宮町における集落再編の直接的契機は,急、激な人口減少と老令化に洋う道路維持管理の困難 

化,消防救急活動の困難化,学校統合による児童父兄の経済的・精神的負担の増大,世帯の減少 

に伴う1戸当り行政経費の急増などである。これらのことは町内のほとんどの集落に共通して見 

られる現象であるが,道の川,平治川両集落の場合には,かかる現象が極端なまでに翌在化した 

ため,この両集落を対象に東落の再編成事業が実施された。

冠収した策落の跡地(総土地面横4 6 4んa,耕地2.7 0,宅地0. 3曲,森林4 6 0 4a ) ｛こつい 

ては,耕地にスギ・ヒノキを植栽して林地への転用を図り,そのまま保有管理するのがほとんど 

である。家屋に関しては造林小屋への転用の例が見られるのみで,他には利用価値も乏しく自然 

放就されている。地域山林の主要部分を占める町外在住者保有山林の保育管理についてみると, 

旧家屋などを作業小屋として利用し,森林保育は何んとかな続されている。しかし,集落の撤収 

とともに山行きが徐々に消極的になり,作業現場への道路の痛みも激しく,通行不能の箇所も散 

見される。また,集落が存在していた間は集落の人に山番としての機能を依託して山林の監視と 

管理を行なっていたが,集落の移転後は管理者不在となり,無縁山林となる危機にさらされてい 

る。

集落移転者の移転前の職業は大部分が林業賃労働者であり,山村特有の制約条件から自立的農 

家は皆無である。町当局は,移牴に際し,各職場への就労斡旋を行ない,一部の者は旅館従業員 

やチップ工場員として就職したが,大部分はそのまま林業賃労働を継続し,そのほとんどが森林 

組合労務班員として組餓化された。集落移転の結果1箇所に集約された労働力を結束し,森林組 

合労務班の強化か図られた点は評価すべきである。また,移転前は山林労務にほとんど従事する 

ことのなかった老人と婦女子に就業する機会が増加し,所得の増加があったことも見逃せない点 

である。
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移転前の集落は町中心部から1〇〜12 Kffiの山臭にあったため,就労に関する情報の伝達の遅 

れや通勤距離の長いことにより就労機会は極めて限定されていた。しかし移転後はこれらの制約 

がなくなり,労働力供給黄を上廻る労働力需要電:があり,それだけ集落移転世带の所得向上が図 

られたことは喜ばしい。集落の再編整備が一定局面での行政効率を商め,住民福祉の向上に寄与 

する面は多いが,一方では林業経営あるいは山林管理の面に逆の効果を及ぼす点に注意する必要 

がある。

集落再編において,とくに注目すべき点は集落の再編前と再編後における集落機能の変化であ 

る。ここで集落の持つ機能について若干の検討をしたい。集落のもつ機能を生産的臟巨と社会的機 

能の両面に区別すれば,生産的機能は,ゆい•手間替え•協同盛作業などに見られるが,現在の 

山村集落ではこの種の機能は極めて乏しくなりつつある。一方,社会的機能の側面についてみる 

と,冠婚葬祭,農林道の修繕管理,住民厚生,教育など,いわゆる相互扶助が主な内容となる。 

集落のもっこれらの社会的機能は,移転先の町場地区では極めて乏しいにもかかわらず,そこで 

の日常生活に支障をきたす場合は極めて少ない。

集落再編に伴う林業経営あるいは山林管理の問題に注目すれば,次のような現象がみられる。 

まず第1は,奥地山間集落が町中心部へ移転した結果,いわゆる集落前線が後退し,集落圏内の 

山林が無縁化する。また,町中心部•集落間の道路が集落の撤収とともに放置され,道路状態が 

悪化するから,ますます山林管理の密度が低下し,山の手入れが不足して不良山林が多くなる。 

第2は,通行人の減少と同時に発生する作業道,林道などの崩壊から由来する森林作業の能率の 

低下ならびに林分保育の困難化である。第3は,集落南線の後退に伴うイノシシ,野兎など有害 

鳥猷による森林被害の増大である。第4は,無緑化山村の増大に伴う森林火災の早期発見,初期 

防火機会の低下あるいは土流崩壊箇所などの早期通報による初期災害対策実施の遅延である。

山村における集落再編は,集落の持つ2大機能,つまり生産的機能ならびに社会的機能に大き 

な影・牌を与えるが,集落再編に伴う山林管理上の問題について,十分考慮する必要がある。集落 

再編の持つ住民福祉の向上と行政の効率化の点に注目すべきであるが,同時に山林管理上の問題 

に注意しなければならない。この意味において,奥地ないし中間地点の集落の定住性を高めるた 

めの行政投資は:森林組合活動の強化などと同様に極めて重要な林業振興•策として位置づけられ 

ねばならない。ことに,奥地山村における集落の持つ機能は林業経営の組織化と深く係わるもの 

であることを再認識する必要がある。
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4•林業拠点集落を核とした生産•販売の組織化

林業は理業と比較して同一の生産額をあげるのに広大な土地面積の拡がりを必要とする。その 

うえ,この広大な森林の大半がいわゆる不在所有者によって保有されることが多く,森林管理を 

適切に行うたあには山番的機能をもつ集落の地理的分布がきわめて重要となる。和歌山県の山村 

は総じて過疎の激しいところであるが,地域林業の確立に果す集落の役割は大きい。

次に,集落の過疎化段階を指標化することによつ.て,いわゆる核集落の存在を明らかにし,地 

域林業の拠点を明確にするとともに,問題集落を抽出し,これら過疎集落における森林管理,林 

業生産,労働力の組織化のあり方を考えたい。過疎化段階区分手法の詳細は紙数の都合で割愛す 

るが,前述の人口論的過疎に開連する4指標と,地域篇的過疎に関連する8指標をとり,それぞ 

れをI ~ivに段階区分する。さらに,この両者のスコア合計にもとづきI ～注に再区分してこれ 

を総合的過疎段階とするものである。

表ー1は,当該調査地区を含めて紀伊半島中央部の8町村について過疎化段階区分を実施した

注:( )内は百分比。

結果である。人口論的過疎化段階Wの集落は合計2 8であるが,そのうちの13が本宮町と大塔

表ー! 過疎化段階区分(町村別集落敖)

、顋t名

£分\
本宮町 太塔村 中辺路町 竜神町 美山村 清氷町 古座川町 熊野川町

総数 50 32 24 49 25 37 46 25

人 I 5 (1 0.0 ) 1(3.1) 2( 8.3) 2( 4.1) 5(20.0) 3( 8.1) T 一) -(一)

口過H 14(28.0) 7(21.9) 9(37.5) 30(61.2) 12(4 8.0) 1 4 ( 3 7.8 ) 14(30.4) 3 (1 2 .0 )

m』i 24(48.0) 18(56.3) 13(54.2) 16(3 2.7) 6(24.0) 20(54.1) 22(47.8) 20(80.0)

的 IV 7 (1 4.0 ) 6 (1 8.7 ) T -) 1(2.0) 2( 8.0) -(一) 10(21.7) 2( 8.0 )

地 I 11(22.0) 11(34.4) 13(54.2) 11(2 2.4) 12(4 8.0) 7 (1 8.9 ) 12(26.1) 3 (1 2.0 )

螂n 35(70.0) 19(59.4) 11(45.8) 38(77.6) 11(4 4.0) 28(75.7) 31(67.4) 20(80.0)

論疎in 4( 8.0) 2( 6.2) T 一) T -) 2( 8.0) 2( 5.4) 3( 6.5) 2( 8.0)

的 IV T 一 ) T 一 ) T -) T 一 ) T 一 ) T 一 ) T 一) T -)

総 I 1(2.0) 1(3.1) 2( 8.3) 2( 4.1) 3 (1 2.0 ) 1(2.8) T 一 ) T 一 )

過!I 23(46.0) 1 2(37.5) 15(62.5) 3 2(6 5.3) 16(64.0) 1 8 ( 4 8.6 ) 19(41.3) 6 ( 2 4 .0 )
合
疎ID 25(50.0) 17(5 3.1) 7(29.2) 1 5(30.6 ) 5(2 0.0) 1 8 ( 4 8.6 ) 25(54.3) 1 9 ( 7 6.0 )

、的 IV 1(2.0) 2( 6.3) -K -) T 一) 1(4.0) T -) 2( 4.4) -K 一 )
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时に存在している。また,地域論的過疎化段階H!の集落は全域で15を数えるが,そのうちの6 

がこの2町村に存在する。さらに,総合的過疎化段階についてみれば,過疎激甚集落と考えられ 

る過疎化段階!Vの集落は,全域で6を敵えるのみであるが,過歛化段階!I!を含めると全部で13 

7になり,このうちの2 6が本宮町,19が大塔村,7が中辺路町に存在し,各該当町村の集落 

全体に占める割合は各々52%, 59%, 29%となる。和歌山県の山村は條じて過駐化の故し 

いところであるが,とくに,調査地として.あげた本宮町,大塔村においては過疎化が激しい。

人口論的過疎と地域論的過疎の組み合せにより過疎化段階区分を行うと,表ー1に掲げた8町 

村では,人口淪的過疎と地域論的過疎がともに低いもの(if-n以下):過疎の軽微なもの(1 

21集落),人口論的過疎は比較的進んでいるが,地域論的過疎はそれほど進んでいないもの 

(in — I, ra — q):過疎の中期段階のもの(131集落),その双方ともに進んでいるもの 

(in-ni以上):過疎の末期段階のもの(3 6集落),に大別できる。

過疎初期段階の集落は全体の4 2 %を占めるが,その他のものは過蔵中期ないし過疎末期にあ 

り,過疎中期段階の集落も徐々に過疎末期段階に移行すると考えられるので,大部分の集落が問 

題集落となり,いわゆる集落機能が発師されない状態に陥ることになる。林業地における過疎化 

の進行と集溶の崩斑は»•前述のごとく森林宜源管理に重大な影奔を及ぼすが,林業生産において 

集落がよりよく機能するためには核集落と問題象落とのユニット化,つまり菜落連合の形成がき 

•わめて重要なものとなる。

次に,林業拠点集落の摘出をその結果について考えてみたい。この地域の集落の約7 〇%は山 

村集落であるが,当該集落と林業との係わりの程度は区々である。林業経営からみた各集落の特 

性を特定の藝準を設けて明確にし,各集落において整備すべき林業経営条件の検討と,地域全体 

‘の中で中核として位置づけられるべき集落の摘出が問題となる。ここでは,林業経営基盤,林業 

労・働力,林産物市場性の三つを指標とし,それぞれに! - IDの評点を与えて,その評点のスコア 

合計によってI〜D!に総合区分した。•

紙幅の関係で具体的方法ならびにその結果の詳細は剂愛せざるを得ないが,この結果の概要は 

次のとおりである。すなわち,経営基盤,林業労働力,林産物市場性の3部門ともに川にランク 

される集落はわずかに4集落しかなく,他の集落は3部門中1～ 2部門がIあるいはnにランク 

される。総合区分の!!以上に入る集落数は全部で21であるが,これらの集落は林業経営の担い 

手たるべき集落であり,林業地形成における集落辟の構成において核となるべき集落として位置 

づけられる。林業拠点集落としての性格を具備し,過就化段階区分において過疎化程度の小さい 

集落ほど林業地形成の核集落亡なるべき性格を備えているといえる。
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山材集落は,長い歴史の流れの中で形成されてきた。そして,生活,生産,地域資源の管理面 

などにおいて優れた機能を発揮してきた。しかし,高度経済成長の過程を通じて山村に対して経 

済合理主義が急激に浸透し,林業も山村も大きく変貌し,それに伴い集落機能もまた大きく変化 

した。とくに,農家の兼業化の進行とともに林業への関心も薄れ,地域共同作業への参加も時間 

的に無理になるなど,従来からの慣習が守られなくなりつつある。

既にみたように,過疎化の激しい山村では,集落そのものの維持すら困難である場合も見受け 

られる。このような環境変化の影碑を受けて集落機能が弱化しつつあるとはいうものの,依然と 

して土地保全,森林管理,腹林業生産•生活改善などの面で,程度の差こそあれ,集落がかなり 

の機能を有していることもまた事実である。集落は,厶ラ的機能と経済的機能の相矛盾する対極 

的関係を併存しつつ,集落原理すなわち非市場メカニズムと経済原理すなわち帀埸メカニズムと 

の接点にあって,極々の機能を発m乱し,大きな役割を果してきた。

山村には,厶ラ的機能が强く働く集落と,過險の結果集落そのものが崩壊して厶ラ的機能を全 

く喪失した集落とが混在する。厶ラ的機能と森林資源管理との関係は既にみたとおりであるが, 

林業生産は農業生産と比較した場合,個別経営の規模較差や技術水準の較差が著るしく,また, 

林業生産の長期性あるいは地域的拡がりの大きさなどからして個別集落独自の林業のための生産 

組織が形成されることは稀な事洌であり,その必要性も高くはない。

生産組纖は,土地,労働力,資本,技術的知識などに関して内的外的制約が存在するとき,そ 

の制約条件を克服するために形成されるといわれるが,林業生産の場合には,労働力の制約を緩 

和する目的で形成される場合が多い。一般に,生産組織が形成される契機は,60年代は労働力, 

7 〇年代は機械,8 〇年代は土地であるといわれるが,林業生産の場合は,依然として6 °年代 

の水準に留まっているとみられる。

地域林業の確立は,生産と流通の有機的結合の下に,地域的まとまりをもち,育林•素材生産 

の計画化と組織化,育林技術の統一化を推進し,国産材供給を地域的にシステム化することを指 

すが,これには個別集落の地域的連携が強く耍請される〇既にみたように,過疎化が進行し奥地 

山村集落は徐々に朋壊過程にあるが,集落前線の後退に伴い山林の無縁化が進行し,山林管理の 

密度が急速に低下するとともに,林道・作業道の崩壊からくる森林作業能率の低下,林分保育の 

困難化が著るしい。地域森林資源の有効利用と生産の計画化ならびに組織化においては,林業地 

の中に展開する集落連合という広域的地縁集団のもついわゆる地域機能に期待されるところがま 

すます大きくなり,かかる観点からの政策も考慮される必要があろう。
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IV 久万林業地域における実態と問題点
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はじめに

特別研究である「先進的林業地域における生産•販売組織の展開過程の分析」で称する先進的林 

業地域の先進的とは議論のあるところだが,四国においては全国的視野からすれば先進という範ら 

ゆうに入るところはほとんどなく,林業振興地域と読みかえて,久万林業地域を研究対象地域とし 

てとり上げた。

そして.この久万林業地域とは•愛媛県の中央部から高知県境にかけて存在する上浮穴郡の5か 

町村・すなわら,久万町,美川村,面河村・柳谷村,小田町を包含する林業地域を総称するもので, 

区域面積7 2 3 4 8 ha©純山村で,愛媛県を代表する新興林業地帯として広く県外にも知られてい 

る地域である。

1•研究目的

全国的傾向として,山村・蔑山村においては過疎地の進行と.それ作ともをう資源管理や・社会 

生活維持の困難性の増大,また平地農村や都市近郊おける里山森林のスプロール化等・総じて林業 

生産の担い手不足.生産意欲の減退.土地利用の後退が著しくあらわれている。

このよう左事態に対応して林業生産を維持増進さすためには.個別経営の枠を越えた地域的,組 

織的対応が強く要請され.とくに土地の合理的利用•地域林業の担い手集団の確保左どをめぐって 

村落左ど地域社会の新たな役割を明らかにすることが必要となってきている°したがってこの研究 

では.森林経営管理•林業生産.販売における村落左どの地域組織活動の役割と限界を見直し,そ 

れらの変容過程を明らかはし.そのうえにたって新たな林業生産販売の組織化方式の確立作資そう 

とするものである。

2.地域林業の展開過程

久万林業地域の展開過程を久万町史から引用させて頂くと以下のとおりである。

鎌倉時代前後から寺社の森.民家の周辺に植林が行われていた。しかし.当時は造林の目的では 

たく.寺社の風格を保つ必要上や.民家の防風のためのものであり.山野に自生している自然苗を 

採取して造林をしていたにすぎ左かった。

造林地がみられるように左ったのは•松山藩主が,山奉行を置き•山林の管理。林地の利用並ぴ 

に水資源確保のために植林を奨励したことによる。藩政時代の植林は全郡的左ものではなく •菅生 

村・畑野川地方が主で,部分的に植林をしていたにすぎない。
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明治の初•井部栄範が植林の有望性と水源林としての必要性を強調し,造林収支の計算をたて経 

済性,必要性を認識し•植林を盛んにするようになった。

本格的な造林は菅生村から起こり,続いて畑野川•仕七川などの入会地に「三百杉」と銘打って① 

植林するようになり,やがて全君6的に広がっていった.

藩政時代の植林の苗木は,近畿・中国筋から移入したものが主であったが,高知のヤナセ杉も移 

入されていた。明治時代ズ左ると吉野系の杉が主となり•和歌山や広島方面から買入れてきて植林 

をしていた。明治2 0年代に左ると種子を買い入れ,スギ・ヒノキの育苗が本郡で始められるitう 

にをった。

明治3 3年「造林補助金交付規定」が制定されるまでは,造林地の地ごしらえは全面焼であった 

ので,縦並植えが行われていた。1町歩あたり4 〇 〇 〇本の吉野式林業の縦植え密植が行われてい 

た。’全面焼きは.しばしば山火事の原因と左っていたので,「造林補助金交付規定」と同時に制定 

された「森林火入れ許可制度」により筋火切り,地ごしらえが,多くなり•植林も横植えと左った。 

したがって,1町歩当り3 0 0 〇本から3. 5 0 〇本程度の植林と左った。明治3 0年「蘇林法」が 

発布され,森林に行政の手が差し伸ばされた。続いて明治3 3年には「愛媛県山林植樹補助金規定」 

が定められ,保安林•公有林。共有林に対して,A!植栽1町歩当り,33円5銭3厘の補助金が 

交付されるように左リ,補助金制度が発足した。日清,日露戦争後,•木材の必要性と財力蓄積の両 

面から•戦勝記念造林,在郷軍人基本林,学校基本林左どの名称で造林が奨励され植栽地が多く左 

ってきた〇

明治3 8年「公有林規定」が公布され.部落有林の統一,入会林地の整備など,荒廃林野の植林 

び行われた。特作町村有林は「基本財産造成林」として植林が強行されることになり,造林面積は 

拡大していった。

大正9年「公有林野官行造林法」が制定される作至って,町村有林の奥地未利用地の開発が行わ 

れた〇

昭和2年「水源涵養造林補助規則」が公布されて,一般私有林の造林に対しても補助の道が講ぜ 

られること妬玄り,私有地の荒廃地や伐採跡地の植林はいっそう盛んになった。

昭和15年1〇月森林法の改正により,森林組合が設立され,軍用資材としての林産物の調達が 

始凄った。第2次世界大戦中は労働力不足のため•植林は1時中断され•そのうえに戦災地の復旧 

に多くの木材が必要と左ったので過伐となり裸地面積が増加していった。

戦後は「伐採調整資金制度」造林促進のための「造林整備事業資金制度」「造林補助金制度」な 

どの活用妬より年々造林面積は拡大していった。
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昭和3 9年「林業基本法」の制定により林業行政の根本が確立し,林業構造改善事業が始められ 

た。その結果•林道の整備に伴い,林業家の造林意欲が高まってきた。

現在までは奥地の方まで植林され•いたるところで植栽による大径木を見ることができる。

3.久万林業地域の概況

久万林業地域とは,愛媛県の中央部から高知県境作かけて存在する上浮穴郡5か町村.す左わち.

久万町.面河村,美川村,柳谷村・小田町の範囲を総称している。

この地域の森林率は県計の71%を大きく上まわり,地域平均でも8 9. 6%,面河村では実に

9 5. 8 %作も達している。

表ー1 市町村別土地面積及ぴ森林面積・

単位面積:ha •比率％

注ー1国有林は国の所有ズ属する森林原野と官行造林地を記載する。

注ー 2 民有林面積は森林法第2条で定義された森林の面積を記載する。

注ー3 資料区域面積:昭和5 3年刊行愛媛県統計年鑑

区 分
区域面積

①

森 林 面 積 森林比率 

咨 X 100
総数② 国有林 民有林

県 計 5 6 6,6 0 6 4 0 3,3 3 8 4 1.9 4 6 3 6 1,3 9 2 7 1.2

全 域計 7 2,3 4 8 6 4,8 5 8 14,1 6 3 5 0,6 9 5 8 9.6

久 久 万町 1 6.5 1 0 1 3,8 5 3 829 1 3,。 2 4 8 3.9
万 

林
面 河村 1 5,7 3 9 1 5,。 7 3 5,8 6 7 9,2 0 6 9 5.8

業 美 JI!村 1 3,5 0 2 11,8 9 3 1,。 6 3 1 0,8 3 0 8 8.1
地

域 柳 谷村 1 2,6 1 0 11,5 2 0 1,8 7 3 9,6 4 7 < 9 1.4

小 田町 1 3,9 8 7 1 2,5 1 9 4,5 3 1 7,9 8 8 8 9.5

国有林面積:5 3。4 •1現在松山営林署調べ

気候は年平均気温が12. 7 °C〜14. 9 °C.雨量は18 9 2廠〜2 2 3 8醐で•最高積雪量は14 

颌〜2 3伽である〇年平均降水匿約2 〇 0 0敬が樹木の生長期に供給され,土地条件とのからみで 

スギの適地に左っている。
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候

(注)愛媛県気象 月(年)報・陀和4 8年1月〜52年12月

表ー 2 気

観測所名
気 温。C 年間

降水覺

最高 

積雪量
主風の方向 備考

最高 最低 年平均

中 山 3 4.5 — 7.0 1 4.6
(颂)

1,7 〇 4
(cm)

9 夏期NE 
冬期W

久 万 3 2.0 -11.4 1 2.7 2,1 3 7 23

美 川 3 4.9 -8.1 1 4.1 2,2 3 8 2 〇

小 田 3 5.5 -7.6 1 4.9 1.8 9 2 1 4

地質は久万町桂ケ森から面河村淸滝山にかけては,新第三紀層の安山岩が分布し・ており,これを 

とりまいて始新統の礫岩.砂岩,頁岩と古成層の黒色片岩がみられる。

みかぷ構造視から南の美川村,柳谷村では古生層の粘板岩.砂岩と班栃岩が構造線に平行して巾 

広く出現しており.一部には古生層の互層の粘板岩もみられるcこれら基岩を母材とした森林の土 

壤は地味肥沃な褐色森林土が多く.林木の生育に適している林地が大剖分を占めている。

次に人口について県全体でみると4 〇年から4 5年の期間には減っているが,その後増大に転じ 

5 〇年には4 0年の水準を上廻っている。

資料……昭和4 8年及び昭和5 3年愛媛県統計年鑑

表ー 3 人口 の推移

区 分 昭和4 〇年 昭和4 5年 昭和5 0年

県 全 体 1,4 4 6, 3 8 4 1,4 1 8,1 2 4 1,4 6 5, 2 1 5

久

万

林

業

地

域

久万町 

面河村 

美川村 

柳谷村 

小 田 町

1 2, 5 6 8

3,2 7 3

7,111

4,6 3 0

8, 5 0 1

1 0, 4 8 2

2,3 8 4

5, 3 8 3

3,1 8 3

7,。 0 2

9, 3 6 4

1,7 3 2

4,4 0 0

2, 5 1 8

5, 9 6 5

計 3 6, 0 8 3 2 8, 4 3 4 2 3, 9 7 9
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表ー4 主要産業別所得

注……就業者数は.15歳以上•平均所得=純生産/就業者数とする。 

資料……昭和5 3年愛媛県統計年鑑,昭和5 〇年度末現在

区 分
総 数 第 1次産業

純生産 就業者数 平均所得 純生産 就業者数 平均所徊

県 計 №49,690 6855.68 2260 150.5 8 3 149,499 1,。 0 7

地域 計 18,341 12880 1,4 24 6.5 7 4 6.2 2 5 1.。 5 6

久 久一万 ・町 7,314 5,128 1426 1,9 54 2.3 6 9 825

林 面 河 村 1,611 912 1.7 6 6 836 533 1.5 6 8

業美川 村 2,7 2 3 2,27 7 1,19 6 972 1.166 834

域 柳谷 村 2,107 1,3 32 1,5 82 779 627 1242

小田 町 4,586 3231 14 19 2.。 33 1,5 30 1.329

しかし•久万林業地域では人口の減少がつづいており•就業人口の滅少を引き起している。その 

結果•産業別就業人口構成では,人口減•および労働力の産業間移動によって・第1次産業就業人 

口が著しく減少している。

その第1次産業のうち.林業についていえば,久万林業地帯の就業人口に占める林業就業者数は 

7.4%で.農業あるいは製造業.サービス業に比べて必ずしも高い割合では左いが・県全体・の就業 

人口に占める林業就業者の割合は0.5%と比較するとき,この地域での林業のウェイトは大き左も 

のがある〇 ・■ -••- •-

この林業のウェイトを純生産額でみると,久万林業地域における総純生産額に占める第1次産業 

の割合は3 5.8%で,県全体の9. 7 %に比べ3倍の大きさで,第1次産業の半分以上を林業が占め 

ている。

しかし•林業の平均所得は他行比べて高いけれども,全産業平均では久万林業地域の平均所得は 

県平均の2 2 6万円の6 3るである14 2万円という低い水準を示している。

したがって,これらの点から・地域経済の振興は,林業抜きはは考えられ左い状況である。
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华位 純生産:1.0 0 0. 0 0 0円 平均所得:10 0 0円 人数:人

林 業 第 2 次産 業 第・ 3 次産 業

純生産 就業者数 平均所得 純生産 就業者数 平均所得 純生産 就業者数 平均所得

17527 33 3 2 5,2 60 572,823 209,383 2,736 826284 3 26,6 8 6 2529

3.7 79 947 3590 2,6 51 2,5.7 6 1.029 9.116 4,。 79 2235

861 201 4284 1.027 813 1263 4.3 3 3 1,94 6 2227

600 14 1 4256 206 96 214 6 568 283 2.007

574 :161 3565 407 508 801 1,345 603 2231

507 254 1.996 331 331 1,。 00 997 374 2£66

1.238 190 6,516 680 828 821 1,873 873 2,14 5

4•林業経営の構造と造林の展開

久万林業地域の所有規模別林家敬は表ー5のとおりで・各町村とも1〜5 haが最高で.ついで 

0.1—1ha , 5〜10 haの順にをっている。

・お,5 ha以下の林家数の総林家数に占める割合は6 8%,1〇 ha以下は8 4 %をそれぞれ 

占め・所有規模は零細せ,さたほとんどの林家が農家との兼業で集約的な複合経営を行っている。

育林技術体系が久万町を中心に導入され,優良材の大量生産による木材の主産地化を指向し,林業 

家,県・町,森林組合関係者が一体と左って・久万林業の新しい方向づけとなる優良小丸太材(長 

さ3 mX10.5伽角)生産の理論と技術(育林技術体系)が示され,昭和4 3年より町内各地で. 

その現地研修・指導が実施された。その後町内全域で技打がさかんにおこ左われたが.その実態を 

見ると,’技術の未熟・時期の点などの大きな問題が残されていた。

久万林業地域の人工林率は8 5 %で、地域森林計画区の7 7 %,県平均の5 5 %に比べて非常に 

高い。また•林地に占める!V齢級以下の面積の占める割合は6 5务で.若齢林芬の占める割合が過 

半を占めている。

樹種刖面積・削:合はスギが61.1%・ヒノキが2 3. 3 %,雑10. 7 %・マツ2. 0 %,クヌギ1.0 %,
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表ー 5 所有規模別林家数

注 ()内数字は林家数,下段は農家林家戸数 (19 7 0年センサスより)

区分 総数

0・1～1

h a

•1〜5

h a

5〜1〇

h a

1 〇～

20 

h a

2 〇〜

3 〇

h a

3 0～

5 〇

h a

5 〇〜

1 〇 〇 

h a

1〇 〇〜

5 0 0

h a

5 0 0

h a

以上

久万町
(1 4 8 4)

13 62

(5 2 3)

4 7 1

(5 8 2)

5 3 7

(1 7 5)

1 6 5

(1 2 1)

114

(4 0)

3 5

(2 9)

2 7

(9)

8

(5)

5

〇

面河村
(4 2 2)

3 6 6

(6 8)

4 6

(1 9 5)

1 7 6

(7 8)

7 3

(4 6)

4 1

(24)

22

(7)

5

(2)

1

(2)

2

美川村
(9 5 3)

8 5 6

(2 3 3)

2 0 0

(4 1 4)

3 72

(16 4)

1 5 2

(9 8 '

9 1

(-23)

23

(1 8)

1 6

(2)

1

(1)

1

禍村
(6 0 0)

5 2 3

(12 6)

1 〇 1

(2 4 4)

2 15

(7 7)

67

(8 2)

7 4

(3 0)

29

(2 3)

2 3

.(10)

1 〇

(8)

4

小田町
(9 6 4)

8 9 9

(2 4 1)

2 17

(3 9 6)

37 7

(1 7 7)

1 6 7

(108)

1 〇 2

(2 5)

2 3

(9)

8

(4>

3

(3)

2

(1)

合計
(4423)

4 00 6

(119 1)

10 3 5

(18 3 1")

16 7 7

(6 7 1)

62 4

(4 5 5)

4 2 2

(1 4 2)

1 3 2

(8 6)

7 9

(2 7)

2 3

(1 9)

1 4

(1)

構成比 ! 〇 〇 % 2 6.9 4 1.4 1 5.2 1 0.3 3.2 2.0 0.6 0.4 : 〇

表ー ? 町村別総林木に占める!V齢級以下の面稍•材積の割合

愛媛県林•必萩i料•3作成

久万町 美川村 柳谷村 面河村 小田町 上浮穴郡 愛媛県

す ぎ
積

積 

面
材

5 9
3 〇

6 5
3 9

7 5 
5 〇

6 8 
4 1

6 4-
3 5

6 5
3 8

6 5
3 6

ひのき
積

積 

面
材

6 9
3 6

7 7
4 1

8 6
5 4

7 3
3 〇

6 7
3 4

7 5
3 9

7 4
3 5

ま っ
粘

積 

面

材

3 3 
11

4 8
2 5

7 5
• 4 1

6 〇

2 6
3 7
1 4

4 〇 

1 6
4 8
1 8

その他計
積
積 

面
材

4 8
1 〇

4 6
2 8

7 4
2 8

3 7 
1 5

一 4 4 
1 5

1 9
3

針 計
積
積 

面
材

6 1
3 1

6 7
3 9

7 9
5 1

6 9
3 8

6 2
3 3

6 7
3 7

6 4
3 1

く ぬぎ
積
積 

面
材

7 7
6 3

7 3
5 2

7 5
5 5

7 1
6 〇

9 3
8 4

8 4
6 9

9 4
8 5

ざ っ
積
積 

面
材

5 5
3 7

4 7
2 8

5 2
3,5

3 8
2 2

6 8
4 9

4 8
3 〇

5 7 
3 6

広 計
積

積 

面
材

5 8
4 1

4 8
2 8

5 3
3 6

3 8
2 2

7 7
5 8

5 1
3 3

6 3
4 1

合 計
積

精 

面

材

6 1
2 5

6 5

38

7 6
5 〇

6 3
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6 3
3 3
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6 4 
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その他針0.1%,竹林その他が1.8 %と左っている。

久万林業地域の造林面秋の推移を・昭和4 8年以降5 3年度冗ついてみると,昭和4 8年度の 

4 2 8 haをピークに総体的に減少傾向で推移し.昭和5 3年度には18 2 haを示している。

また,この期間における再造林と拡大造林の割合は.再造林の3 0%に対し・拡大造林は7 〇% 

を占めている。さら作,同期商における制度別造林実行割合をみると•補助造林が61%県単造林 

が2 0%•公団造林が14%.融資造林が4%・県行造林が1%と左っていて•補助造林の大きさ 

に比べ・融資造林.県行造林の少をいのが注目される。

久万林業地域においては.二段林.三段林の育林技術•あるいは育成品種といった技術的問題と 

林業経営の構造問題.過疎化とが重たり合って,大きな地域的課題と左っている。

表ー 8 造林面積の推移

単位h a

愛媛県森林組合耍覧

ゝ
4 8 4 9 5 〇 5 1 5 2 : 5 3

補 助

再造林 

拡大造林

.2 8.6 9

2 4 0.5 2

2 0.1 2

11 2.7 3

1 6.4 6

2 0 8.9 7

J 1 3.9 7

2 00.4 3

2 1.7 1:

11 3.0 0

1 7.1 7

5 8.5 7

計 2 6 9.2 1 1 3 2.8 5 2 2 5.4 3 2 14.4 0 1 3 4.7 1 7 5.7 4

融 資

再造林 

拡大造林

2 0.5 1

5.8 〇

1 3.8 3

4.2 4 2.1 5

4.3 4

t 5.0 〇

5.8 0

計 2 6. 3 1 1 3.8 3 4.2 4 2.1 5 9.3 4 5.8 〇

公 団

再造林 

拡大造林 5 3.1 7 4 6.7 1 3 4.3 0

一 ;

6 6.6 7 ： 1 0.0 〇 : 3 7.0 〇

計 5 3.1 7 4 6.7 1 3 4.3 0 .6 6.67 1 0.0 〇 i 3 7.0 0

県 行

再造林

拡大造林

3.0 1

0.8 〇

7.8 5
一

•—

一・:3.6 9 -

3,6 9 !
- •

1.30

4.9 4

計 3.8 1 7.8 5 • 3.6 9 ； 3.6 9 6.2 4

県 単

再造林 

拡大造林

7 5.1 5 6 9.3 4 6 3.4 6 3 4.7 6 3 8.4 1 5 7.1 5

計 7 5.1 5 6 9.3 4 6 3.4 6 3 4.7 6 3 8.4 1 5 7.1 5

計

再造林 

拡大造林

1 2 7.3 6
3 0 0.2 9

111.1 4

1 5 9.4 4

7 9.9 2

2 4 7.5 1

4 8.7 3

2 7 2.9 4

6 8.1 5

1 2 8.0 0

8 1.4 2

1 0 0.5 1

計 4 2 7.6 5 2 7 0.5 8 3 2 7.4 3 3 2 1.6 7 1 9 6.1 5 1 8 1.9 3

一 9 8 —*

5.伐出生産の構造

(I)素材生産

久万林業地域に封ける素材生産は表ー 9のとおりで,"村別の生産畳は•昭和4 8年度には久万 

町が最も多く,ついで小田町・美川村•面河村.柳谷村の順 E っていたが,5 2年度は上位の町 

村の膻位は変わら左いものの,下位の柳谷村と面河村が入れかわっている。

また.生産量は4 8年度以降減少傾向で推移しているが•51年度には最高の7 3, 3 6 0 m3を示 

し,また.5 2年度は最低の4 2. 3 8 On?を示している。このように素材生産は景気の変動ととも 

作上下し左がら漸減傾向にあるが,これは景気もさることながら主伐対象林分の減少ズよるもので. 

ここ当分の間はこの傾向で推移するものと考えられる。

一方’久万林業地域W・好ける木材登録業者は3 0名で.町村別には久万町が12名•面河村が7 

名・美川村が1名柳谷村が2名,小田町が8名と左っている。

表ー 9 素材生産流通実績表

注 久万町内2ヶ所の素材集荷の内郡外2 0 % (久万事務所林業課資料)

小田町内1ヶ所の素材集荷の内郡外約2务国有林間伐材約3 0 %

、、生産最 4 8年度 4 9年度 5 0年度 51年度 5 2年度 計
町村另广、'\ nf m3 JT? 戒

久万町 2 2,8 4 0 2 4.9 1 0 1 5.5 9 5 21,2 8 0 1 5.11 〇 9 9.7 3 5

面河村 11,1 2 7 7,2 〇 〇 8,5 2 〇 11,9 90 3,5 8 〇 4 2.4 1 7

美川村 1 2,11 0 9,5 1 〇 9,9 6 0 1 0,5 1 0 7.1 0 5 4 9.1 9 5

柳谷村 9,1 30 9>7 2 5 9,7 5 0 1 0.2 2 0 4,9 8 0 4 3.8 0 5

小田町 1 7,6 0 5 1 5,2 3 2 1 4,7 7 5 1 9,3 6 0 11,6 〇 5 7 8.5 7 7

・計 7 2,8 1 2 6 6,5 7 7 5 8,6 0 0 7 3,3 6 0 4 2,3 8 0 3 1 3.7 2 9

素材市場取扱景: 4 0,2 7 3 3 8,4 7 8 3 9,5 0 3 4 4,4 9 3 4 8,5 3 6 2 11.2 8 3

生産に対する市 
場取扱量の比率

5 5.3% 5 7.8% 6 7,4% 6 0.7% 11 4.5% 6 7.3%

—9 9 —



⑵山元市場の現状

イ県森連の市場

郡内5か町村と久万凶荒備組合が.土地と造成黄を支出・各森林組合が施設を受け持って建設 

を進めるという,全国にも珍らしい久万木材市場が•昭和4 4年1〇月,県森連運営で開設され 

た。現在13, 6 6In?の敷地で.年間16 6 0 〇廿を毎月2回の市日で処理されており,ほとん 

どのものが久万材で系統出荷されている。

ロ久万木材市場

昭和4 4年,久万町野尻沈郡内の製材業者と素材業者12名の組織で,久万木材市場を開設し, 

年間取扱量も21.〇 〇 0がと多量の原木を集めているが,久万材はわずか行3 5 %で.大部分が 

高知方面から入荷されている。

八営林署貯木場

松山営林署は既設の三津浜.美川村の両貯木場が統合することに左リ,当町の誘致還動の結果. 

昭和3 7年秋•総工費4, 3 〇 〇万円で敷地面積2 2 0 0 〇 m"の広大な貯木場を完成させた。

小田深山国有林を中心に年間16 〇 〇 〇虹の原木を集積し,毎月1回の入札がおこ左われ.高 

知,松山市周辺の業者が利用している。

6.木材加工桑の構造.•

久万林業地域における製材工場数と原木消費量は表1°のとおりで,製材工場の生産量につ・いて 

も.輔和4 8年度〜5 2年度の過去5年間ズついては目立った変化は左く,郡内製材原木生産・:の 

約ラ3 %相当置:の製材をおこをっており.上塲の総出力は最小規模で】4. 7网最大規模で16 8 

KWである。また•地域内の森林組合で製材所を設置しているものは,久万町と’柳谷村の各森林組 

合である。

久万町の森林紐合の工場は•合併前の旧川瀬森林組合から受けついで’きたもので,現在の工場は 

出力3 2 KWで•生産実績は製品で1,〇 〇 0 m,弱の生産規模である。

一方,柳谷村の森林組合の工場は,昭和51年度からの第?次林業構造改善事案で.小径木処理 

場として発足し,ついで普通の犬径木処理工場エ転換し現在冗いたっている。

現在,工場の規模は出力4 4 KWで,生産実績は2 3 Om’の生産規模である。

-10 0-

左む・久万町森林組合は•4 7年度に久万町森林銘木製材品センターを開設し,久万産優良材製

品を扱い,その銘柄化をめざしている。

脚離静)

表ー10 製材工場数と原木消費企

区 分 久万町 面河村 美川村 柳谷村 小田町 計 外材

4 8 製材:Kn? 2 0.5 7 0 500 230 1 4,2 0 0 3 5,5 0 0
/

年 工場数 9 1 1 8 1 7

/

度 出力数kW 4 〇 1.4 1 4.7 4 4 3 3 1.9 7 9 2.0
/

4 9 製材量詩 1 4,1 4 0 4 5 0 230 8.9 〇 〇 2 3.7 2 0 3 6 0irf

年 工場数 9 1 1 8 1 7

度 出力数kW 5 6 0.4 1 4.7 4 4 3 3 1.9 9 5 1,0

5 〇 製材!ftm** 1 4,7 0 0 4 5 0 2 3 0 8,9 5 〇 2 4,3 3 0 小田町

年 工場数 9 1 1 8 1 7 4 〇 4ma

既 出力数kW 4 〇 1.4 1 4.7 4 4 3 3 1.9 7 9 2.0

5 1 製材:Sm, 1 8.3 0 0 5 4 0 9.0 7 〇 2 7,9 1 0 小田町

年 工場数 6 1 8 1 5 2.3 5 Oma

度 出力数兩 3 4 4.4 1 4.7 3 3 1.9 68 1.0

5 2 製材髭n? 1 7,4 〇 〇 49 0 230 1 2.9 1 0 3 1,。 3 0 小田町

年 エ埸数 8 1 1 9 1 9 2,3 5 On?

度 出力数kW 529 1 4.7 4 4 4 6 9 1,0 5 6.7

製材量ポ 8 5,11 0 2,4 3 〇 9 2 0 5 4,。 3 0 1 4 2.4 9 0

計 工場数 .8 1 1 9 1 9

出力数剛 5 2 9 1 4.7 4 4 4 69 1,。 5 6.7

—10 1—



7. 特用林産の構造

特用林産のうち•しいたけ生産は農林家の副収入部門の重要左位眨を占めている。

しいたけ生産の実績は表11のとおりである。

左お.この実績は生産計画に対して5 8 %〜8 6 %で計画髭に対して実績が低いのは•①原木不 

足②労働力不足③ほだ付率の低さ・等が考えられる。今後も植歯数左どからみて,5 2年度実績に 

対してしばらくは増加するものと思われるが•原木木足(原木のほとんどを松山市•伊予郡,北条 

市等からの聽入:にたよっている)•労働力不足(若年労働力の都市への流出)左どから,しいたけ 

生産の前途は楽観を許され左い。

一方,小田町においては,シイタケ原木不足左どにより,シイタケ原木以外の雑木使用が可能左 

エノキダケとヒラタケ生産がむこ左われていて.雑木の集約利用により增加するものと思われる。 

竹についても小田町で一部タケノコの生産があるものの.他の町村では高冷地のため・タケノコ出 

荷はほとんど望めず,また竹材についても•本地域の竹材はほとんどがモウソウ竹のため•価格は 

安く増加は望め左い。

• • - . •

8. 農林諸施策の璋入状況

久方林業地域への農林諸施策のうち.農業構造改善事業・山村振興事業,林業構造改善事業およ 

び中核林業振興地域育成特別対策事業についてみると,まず農業構造改舊事業は久万町のみで実施 

され,第1次農業構造改善事業が昭和4 0年度認定で,本明神・ナべラ・チクゴエの3地区に導入 

されている〇

第•2次農業構造改善事業は4 5年度認定で,上直瀬地区に導入され‘さらに4其年度認定で,久 

万高原地区農業構造改善事業が,旧久万町一円な導入されている。また,新農業帶造改善事業で, 

5 5年度認定欠よる新農村地域農業構造改善事業が久万町一円に導入されている。

一方,山村振興事業と林業構造改善事業の導入状況は表12のとおりである。さらに,久万林業 

地域全域を対象に.51年度に久万地区中核林業振興地域育成特別対策事業が導入されている。以 

上のように諸施策の導入状況をみると,久万町への導入状況の大きさが注目される。

9. 地域林業,林産業の組織

地域には林産業の組織は左いが,林業の組織として森林組合がある。

森林組合の活動状況は表ー13のとおりで,町村別の事業の経過を昭和5 4年度についてみると.
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(久万事務所林業課資料)

表ー11 特用林産物生産実績

年度
f—^町村 
項目

久万町 面河村 美川村 柳谷村 小田町 計

48

乾しいたけ t

生しいたけ t

栗 t

竹 材球
I.***, :,
ヒラタケ t

エノキタケ t

1 9.1

9.8

6 5.0

1.1

4.7

2.4

0.2

0.6

1.5

8.3

0.3

3.0

3.0

11.7

0.2

1.3

0.6

4 2.6

0.7

4 0 0.0

1 2.0

8 4.1

11.2

4 6 9.9

1 8.2

4.7

49

;乾しいたけ t

生しいたけ t

栗 ・t

竹 材愤

ヒラタケ t

エノキタケ t

2 6.0

! 〇• 7

11 0.0

3.2

1 3.0

4.4

2.2

0.6

0.8

9.9

0.4

3.0

5.0

1 4.6

1.4

3.1

5 8.7

0.1

6 0 0.0

1 0.0

111.4

11.2

7 1 5.0

2 2.1

1 3. 0

4.4

50

乾しいたけ t

生しいたけ.t

栗 t

竹 材牌

ヒラタケ t

エノキタケ t

2 4.5

1 2.0

6 8.0

3.0

9.0

2.1

5.6

3.0

11.6

8.5

2.5

1 5.8

6.8

1.5

4 5.6 

〇・ 5

5 3 0.0

7.8

5.0

9 9.6

1 2.5

6 1 8.9

1 7.8

9.0

5.0

5 1

乾しいたけ t

生しいたけ t

栗 t

竹 材球

ヒラタケ t

エノキタケ t

2 0.0

1 2.0

5 3.0

2.0

4.0

2.0

1 8.0

3.0

1 5.0

2 4.0

4.0

1 7.0

1 5.0

3.0

3 9.5

2.0

5 5 0.0

7.0

2 1.0

9 3.5

1 4.0

6 6 0.0

1 9.0

4.0

2 1.0

5 2

乾しいたけ t

生しいたけ t

栗 t

•竹 材谜

ヒラタケ t

エノキタケ t

2 5.8

2 3.0

9 5.5

5.0

2 3.0

1.2

0.4

0.2

1.0

0.5

1 5.6

1.0

4.4

1.0

0.8

1 5.9

〇

0.2

5 4.1

2.5

4 6 0.0

8.0

1 5.0

6 1.0

11 2.6

2 6.9

5 6 0.3

1 5.0

3 9. 3

6 1.0

—10 3 —



表ー12 山村振興寧業と林業搆造改善爭漿

久万町資料より作成

す別 

%

山村振興亭舞 林業搆造改善亭業

第1期山村 
振與囈業

第2期山村 
振興率業

第1次林業構 
造改善事業

追加爭業
第2次林業構 
造改善事業

定
度 
凰
ー

実行期間 指定 
年度

実行期間 指定 
年度

実行期間 指定 
年度

実行期間
指定 
年度

実行期間

久万町 4 5 4 6 〜4 9 5 2 5 3～5 6 3 9 4 〇〜4 2 4 5 4 6～4 8 4 8 4 9 〜5 2

面河村・ 4 3 4 4 〜4 7 52 5 3 〜5 6 4 4 4 5 〜4 7 5 1 5 2〜5 5

美川村 4 1 4 2～4 5 4 9 5 〇～5 3 4 3 4 4 〜4 6 4 7 4 8～5 1

柳谷村 4 〇 4 1〜4 4 4 7 4 8 〜5 1 4 1 4 2～4 4 4 9 5 〇～5 3

小田町 4 3 4 4～4 7 49 5 〇～5 3 3 9 4 〇〜4 2 4 7 4 8 〜5 1

販売事業における一般南材はポ田町が最も多く.ついで久万町,柳谷村・美川村,面河村の破 な 

っていて,大半は受託販売舟が小田町は他町村に比較して買取りのウェイトが大きい。パルプも小 

田町が最も大きく’美川村,久万町の順で•美川村.久万町は受託のみだが,小田町は買取りもあ 

ってそのウェイ:卜は大きい。

また.販売事業にむけるしいたけ生産は.柳谷村が最も大きく,ついで久万町,小田町,美川村. 

面河村の順で,久万町と小田町で1部買取販売をやっている以外は,大半は受託販売である。林産 

事業における一般用材は,小田町が最も大きく.ついで久万町.美川村.面河村.柳谷村の頫にな 

っていて.面河村は受託のみだが,その他は受託•買取りの両方をやっていて.久万町•小田町は 

受託のウェイトが高いが.美川村,柳谷村は両者がほぼ半々である。

パルプは小田町が最も大きく,ついで柳谷村,久万町,面河村の順で,久万町,面河村は大半が 

受託だが,柳谷村は買取りのみで,小田町は買取りが大半である。

養苗事業は美川村が最も大きく,ついで小田町・久万町,面河村・柳谷村の順になっている。労 

務班の人数は小田町ボ最も多く,ついで美川村,柳谷村,面河村の順に左っている。受託作業にお 

ける造林面積は小由町が最も多く,ついで柳谷村,久万町の傾で保育面積は久万町が最も大きく・ 

ついで柳谷村・面河村,美川村の順に左っている。依頼先の造林の件数は個人が最も多く.ついで 

国,公団の順だが,面積は国が最も大きく・ついで個人.公団の順に左っている。

一方,依頼先の保育の件故は,個人が最も多く.ついで市町村,県,公団,公社,国の順だが.
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面簡では個人をトフプイ.市町村・公団・公社・国・県の頑になっていて.個人の依頼が件数,面 

赣とも最高を占めている。

'10.農業の現状

久万林業地域の農業の現状を.久万理業協同組合と小田町の振典計画書より引用すると•本地域 

は総面積の5 %が腹用地.9 〇 %が山林で占めら‘れる関西有数の林業地帯である。

焼家の山林所有面積も多く.殺林業は経営的に一体化の中でとりくまれている。

本地域は急竣な地勢が多く.冬期は寒冷.夏期は冷涼,多雨等の自然条件は農作物の選択を大き

く制約している。さらに農家の農用地所有面積は平均6 6アールと少なく .農業所得の依存度は低

い。

このことが生産意欲の滅退を招き・盟業従事者の他産業への流出.転出などで,高齢化と婦女子 

化農業がすすみ,農業生産の停滞が心配されている。本地域には久万農協と小田農锡の2農協があ 

って,久万接協管内は農業形惩から2分され<久万町管内と面河村・美川村・柳谷村の川下地区に 

分けられる。

久万地域は耕地も比較的ゆるやか方ところが多く ・水田の圃場整備も順次おこなわれ•育苗セン 

ター,ライスセンター等共同利用施設の整備や機械の共同利用組合も生まれ,稲作の機械化休系に 

よる近代化がすすんでいる。

しかし,地形の悪い棚田地区や畑地も多くあって•作業道・灌水施設を含めた基盤整備は遅れて

いる〇

主な作物は米・タパコ.養蚕・くり,だいこん・トマト・ほう、れん草等でおる" 地力の低下に’ 

よる単位面積当りの生産虽の伸びなやみ•特に野菜類においては連作障害奪の堯生が多く見られる 

ようになり•有畜営雑の必要性を感じる農家が増えそきた。

川下地区は全般的に地勢も急、峻で•棚田や急傾斜畑が多く,土地生産性も低い等,農業の自然的 

制約は大きい。県下の過疎地带であり,老齢化も進み,燃業生産意欲は低い。
、・,'・ん、.' : . •

農作物は米.茶・タバコ.養蚕•肉牛が主をものであるが.なかでも四国カルスト草地開発事業 

で.论曲牧場・大川嶺牧場の完成にょり・肉用牛の振眞に期待を寄せている。

また.近年水田転作及び畑地の高度利用対策として,野菜の栽培が取り入れられ,経営改良の方

. ;• - •- .'
向にi隹展している。

一方・小田農锡管内は農家戸数は5 〇务を占め農業に対する依存度は高い。

農業経営は葉たばこ,クリ・養蚕,野菜ホ主で.概して経営規模は零細で,眼家1戸当り経営耕
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地は6 3アールである。また収入も農業就労者1人当り2 7万円と極めて低く.町民1人当り所得 

の8 〇%に満た在い状況にある。

このことは•高度化する生活水準を維持するため•町内外への出稼が常酉化し,自立専業般家は 

激減し・兼業農家の増加.または離農さらに就業人口の滅少と老齢化の傾向を強めている。

これら農業経営の不振・意欲の低下は地形的悪条件,経営規模の零細性・若年労働者の不足•生 

産物の価格の不安定等によるもので農業の近代化を阻害する条件があまりに多く.伝統的低生産性 

農業から脱皮でき左いでいる。

11.過疎化段階区分のための指標と評点

表ー15のように,人口論的過疎化段階区分の指標として5項目,地域淪的過疎化段階区分の指 

標として1〇項目を選定し•既定の評価点を与えたうえで,その評価点の合計に応じて各集落を人 

口論的.地域論的の両側面からI〜Wの過疎段階に区分し,さらに各集落をI ～IVの総合的過疎段 

階は区分した。 '•

勿論.’この堪合•過疎化は!Vが最も進んでいる段階である。

そこで,愛媛県全域の農業集落から山地村(農山村のうち林野率7 〇%以上)および山村の全集 

落!.5 〇 0を职業集落カードから抽出し.各集落について.前掲表ー15の過疎化段階区分のため 

の’指稼と評点を適用し過疎化段階区分をおこなった。

その結果•人口論的過疎化段階でも,地域論的過疎化段階でも,愛媛県全域では!!の集落が最も 

多く.’ついで!n・I , IVの傾に左っている。しかし,久万林業地域でも人口論的過疎ではDの集落 

が最も多く・ついでAI. I , IVの順に左っていて愛媛県全域の場合と同じ傾向を示めしているのが, 

地域論的過疎では.n.皿•!V. !とをっていて.愛媛県全域の傾向に比べ.Iと!vが入れかわっ 

ていふ。

ついで,総合的過疎化段階区分として,人口論的過疎化段階と地域論的過疎化段階を単純に合計 

して,I (〜D )・D C皿〜!V ).4( V〜VI ) . IV ( W〜罹)に区分した。

左お,この区分の方法を参考性でにのべると,人口論的過疎化段階で評価の結果は!!と左り•咬 

た地域論的過疎化段階で評点の結果H!になったとすれば.総合的過疎化段階は単純に合計するとV 

に左る。これは総合的過疎化段階の!nのカッコ内(v〜切)に該当するもので.総合的過疎化段階 

はmに在るといった.要領でおてなうたものである。

総合的過疎化段階の結果は,愛媛県全域では•d(m〜!V)が最も多く,ついでni( V〜VI )•

I (〜H),iv(如〜切)の順に左っているが,久万林業地域ではni ( v〜Vi)が最も多く,つい
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表ー15 過疎化段階区分のための指標別評点

評 点 1 2 3 4 5

① 人 口 増減率

② 戸救増減率
C兼業化J兼業別 
囲の程度 ・ 規 模

④ 集落戸数規模

⑤ 出稼農家率

9 0.0^9 9.9%

9 5.0—9 9.9% 
農•兼 
小・大
2 5～4 9戸

80.0～8 9.9%

85.07 9.9%

90.fh-9 43^ 
兼 
中

10^～2 4 戸

90.0%-

8 0.Z4.9%

89.螂以下 
兼 
小

9戸好

7 9.9 %以下

⑵ 

地 

域 

論 

的 

過 

疎

① 耕地面積増減率

② 人工林率増減 
⑥耕地転用|集団転用 
ゆの有無1耕地植林

④ 生活の便益性

⑤ 都市からの距雕

⑥ 居住地標高

⑦ 集 落 形 態

③ 集 落 戸 数

⑨ 集落内への車乗入れ

⑩ 交通途絶日数

5 0.0～9 9.9% 

qoo 以
有 
有

37

1〜2時｛間

6 〇〇～8 〇Om

散居(平野)

2 5～4 9 戸

6 0—99B

7 0.0—8 99%

無
有

5

2 時(Wh

80 〇〜1.00 Om

曄(噸)

10～2 4 戸

無

100日以上

6 0.0—6 9.9^

6

肺と舸橢

1.0 00mJiLh

9戸師

5 9.9 %以下

7 8^^上

※表1の指標の説明

⑴人口論的過疎

① 人口増減率 19 6 5年総人口9 6 0年
総人口

② 戸数増減率 19 7 0年総戸数士19 6 0年
総戸数

③ 兼業化の程度農業的集落(2兼農家率
7 〇 %未満)か兼業的集落(2兼農家 

率7 0 %以上)

経営規模大・中,小(股産物販売額

5 〇万円以上の農家率3 〇 %未満=小・ 

3〇〜70% =中•70%以上=大)

④ 集落戸数規模 19 7 0年現在の集落戸数

⑤ 出稼農家率19 7 0年出稼ぎ農家數号

19 7 0年総農家数
⑵地域論的過疎

① 耕地面積増減率 19 7 〇年耕地面積(®
畑,樹園地)土19 6 0年耕地面積

② 農家保有山林の人工林率の増減 197 0
年人工林率ー19 6 0年人工林率•ただ 

し人工林率=人工林面積号保有山林面

③ 耕地転用の有無 集団的土地転用(空港・

道路・工場・住宅等)の有無•耕地へ 

の植林の有無

④ 生活の便益性 つぎの事項のいくつに談当

しているか

(道路)国県道が通ってい左い(道路) 

集落へ自動車が入らない(交通)最寄り 

駅•バス停まで3 〇分以上(通信)電話 

がない(公共機関)役場まで1時間以上 

(医療)夜間救急時に医者にかかるまで 

1時間以上(教育)小学校まで4 Km以 

上(積雪)自動車の交通途絶3 〇日以上 

(立地)標高5 〇 〇 m以上(立地)離島 

指定
⑤ 都市からの時間距離 DID都市

(5, 0 〇 〇人以上の人口集中市街地)か 

らの時間距離
⑥ 居住地の標高

⑦ 集落形態 散在(山場),散居(平場).

集居•密居の別
⑧ 集落戸数規模 1 9 7 0年現在の集落戸数

⑩ 交通途絶日数 積雪による集落内幹線道路 

の自動車通行不能日数
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表ー16 総合的過疎段階01• IVの集落が占める市町村(愛媛県)

経帯

備

地別

市町村別

集落数

①’

B!の集潍

②

IV の^^

③

in + iv の 

集落数 

②+③二④

m + IV ・の 

集落の割合 

④/①二⑤

「過疎法」 
による過疎 
山村指定の 
有無

新宮町 3 3 1 8 〇 1 8 55 有

別子山村 4 〇 〇 〇 〇

玉川町 28 9 〇 9 32 U

山 広 田村 9 6 〇 6 67

中 山 町 4 6 9 〇 9 20

肱川町 3 3 1 2 1 1 3 39

城川町 6 5 4 6 1 4 7 72

松野町 4 5 2 1 〇 2 1 4 7 U

日吉村 27 1 6 1 1 7 6 3

河辺村 29 2 2 〇 22 7 6

久万町 8 7 57 〇 5 7 66

村 小 田 町 6 6 4 6 1 47 7 1 If

美川村 45 40 〇 4 〇 89 tf

柳谷村 1 5 1 2 2 1 4 93

面河村 11 9 〇 9. 82 //

計 5 4 3 323 6 329 6 1

大州市 2 11 6 6 〇 6 6 3 1 無

重信町 27 1 〇 1 4

長浜町 7 7 2 1 〇 2 1 27 有

農 城辺町 52 1 8 〇 1 8 35 無

野村町 1 〇 7 7 〇 2 7 2 67 有

五十崎町 3 1 7 〇 7 23 If

山 三,間 町 / 28 1 〇 1 4 If

宇 和 町 5 8 7 〇 7 1 2 If

川 内町 6 6 11 〇 11 1 7 無

村 広見町 8 3 36 1 3 7 4 5 有

津島町 11 9 46 〇 4 6 39 9f

一本松町 3 2 2 1 1 22 69 ff

内子町 6 6 5 〇 5 8 If

計 9 5 7 3 1 〇 4 3 14 3 3

合 計 1,5 0 0 63 3 ! 〇 64 3 4 3
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で口 (皿〜iV )・IV ( VB〜V3),の順に左っていてI (〜U )は左かった。総合的過疎化段階での 

m. ivに該当する集落数が.市町村別の集落数w・占める割合は表16のとおりであり•愛媛県全体 

では4 3%だが久万林業地域は7 6%となって,久万林業地域の過疎化のはげしさがうかがわれる。

また.これを県内の地域別では•久万林業地域を含む柬中部の林業成熟地帯と県西南部の山村地 

帯で高く左っている。 •.i

12.過疎化集落の摘出と実態

過疎化段階区分手法作より.総合的過疎化段階区分でm・!vエ該当する集落数の割合を久万林業 

地域の各町村についてみると.久万町6 6 %,美川村8 9 %,面河村8 2 %.柳谷村9 3 %,小田 

町71%で,愛媛県全域平均の4 3%に比べいずれも高く•左かでも最も過疎化のはげしい段階で 

ある!V冗該当する集落は•久万林業地域行 3集落あって,小田町に1集落(大平上).柳谷村に2 

集落(菅行,岩川)が存在している。

これら過疎化のはげしい!V段階に該当する集落の実態は•小田町の大平上集落も柳谷村の菅行集 

落も,いずれも松山市方面への転出にとも左う人口減で,生産人口は少なく老齢人口が大半を占め 

ている集落である。しかし菅行集痞の場合は,残存戸数は比較的資産に恵まれていて,子弟の敎育 

は力を注ぎ.その結果若い人は松山市周辺は定住し,集落に残存している老齢人口者もいずれはこ 

れらの子弟の所へ移住する可能性を秘めているようである。一方.柳谷村の岩’川集落の場合は.同 

村内のより便利左旭地区への移転度ともをう人口減によるものである。

つぎは,各町村別に各集落の據家戸数と経営耕地面積の関係をみると»図ー 4〜図ー 8のとおり 

で.1戸当平均の耕地面積の最も大きい町村は小田町の0. 6 61)a ,ついで久万町の0.5 9 h a , 

美川村の0. 5 0 h a ,面河村の0. 4 3 ha .柳谷村の0. 3 8 haの順に左っている〇 —方,過疎化 

段階区分と農家1戸当りの経営耕地面積の関係をみると,久万町では過疎化段階区分のはげしい集 

落ほど経営規模が比較的大きいことがうががえる。このよう左傾向は•小田町,柳谷村•面河村で 

もうかがえる,しカ、し,美川村では一定の傾向はうかがえ左かった〇

13•調査対象山村集落の現状と問題

調査対象山村集落の現状をみるとき,これまで文献上で論じられてき,またその存在の確認のも 

とに,今後の集落の在り方を考えていこうとした,いわゆる自然村としての集落の存在と,その集 

落機能の存在を傕めたが,地域の各町村内の集落においては.想像されるイメージを有し,その機 

能を有する集落は非常に少をく,集落の形態•機能は大きく変わっていた。
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図ー4 農業集落別農家戸数と経営耕地面積の分布(久万町全域)

総合的 

過疎段階

人口論的過疎 
地域蟲過疎
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すなわち,集落内の人々の協同作業による集落内道路や,用排水函の普請•部落有林や社寺有林 

への共同作業,氏神様の共同祭祠•集落内での冠婚葬祭への共同参:加等・集落内で開催される諸行 

事への區同参加による集落維持機能の存在をみてみた。 -•■■

0 集新内の道路の共同作業による修理・草取りは比較的残っているものの,田畑への甬排水路の 

維持修繕のための共同作業なども,以前に比べて用排水路の構築材料のよくなったこと’もあって. 

共同作業をすることも少なくなっている〇

0 氏神様の共同祭祠や•社寺有林,部落有林を維持するための共同作業はか左り残っていた。

〇 集落内の冠婚葬祭にむける住民の参加も,結婚式では町村内の公民館や結婚式場で開催され, 

被・宴なども同様な場所や料亭で開催され•以前のように自宅で式を挙げ.集落内の人々に手伝 

ってもらい.集落内の人々の祝福のもとに行なわれる結婚式はほとんどなく左っていた。わずか 

に葬式左どは集落内の自宅でおこなわれ•集落内の人々の共同分担作業による実施が認められた 

が・、これとても.葬式の準備手伝等は次第に業者への委託に肩替りされつつある。

° さらに生産面についてみると.たとえば田畑作業・における手間替等による.共同作業のおこな 

われている集落はいたって少左く•田植時や収穫時に手間替作業の行われている集落が若干見受 

けられたにすぎ左い。

すなわら,集落内の各生産携家が共通の主幹作物を決定し,生産現場での手間替等による共同作 

業が集落内でおこなわれ.しかも.それは集落内の個々人の間から集落内全体・ひいては隣接す 

る集落へ拡大してゆくことが期待されたが,このような現象は僅少で.むしろ集落内の共同作業 

よりも、,個々人が得意とする作目を主幹作目に決定して.町村単位に結成されているそれぞれの 

作目の生産組合であるタバコ耕作組合・トマト組合,養蚕組合等に直結していて.各生産組合内 

での事業に対する生産技術情報の交流や.技術の向上と進展に関する相互扶助への傾斜がみられ

rた〇

このように.かっての自然村としての集落の形態•機能はうすれ,各生産組合が集落内をくし 

.刺しにして.個々人と連結しているよう左形となつていて・集落内を結合さす集落の維持機能は 

う.すれているように思われた。

しかし,最近の過疎化による労働力の減少は,必然的に集落自体に労働力の調達方法を考えさ 

せ.その方法として.これまで衰退していた手間替作業の導入が図られ,農家間で労働配分を考 

鳳しっつ・手間替作業の導入が復沽している集落もみられた。

また,労働力不足は稲作生産組合等による農業機械銀行の設立を促がし,久万町畑野川では・ 

ほ場整備受益者や機械作業受託者等の組織が結成され,畑野川農協支部に事務局をおいた農業機

―11 7 —



械銀行が昭和5 3年4月に設立され•事務局により受委託者の調整がおこ左われ,機械作業受託 

者組織により耕起代かき•田植.刈取脱敖の各作業がおこ左われている。

同様に.久万町の上直瀬稲作生産組合は,昭和4 6年以来•組合員.地区外・貝外の要請に応 

じ左がら,生産組合がオペレータを駆使して.耕転代かき•田植•コンバイン・育苗の各作楽が 

,おこ左われている。

このように1部の集落では.農作業における受委託や.手間替作業の導入や復活が活発化しそ 

うである。

,一方,農業にあっては.生産の組織化が一部集落に ’おいて徐々に進んでいることが判明したが. 

林業においては.所有規模の零細性や・林分構造の多様性等により.農業におけるよう左内発的 

共同化はみられず・各種事業導入の際.共同化が図られているにすぎない。

このような集落の現状をみるとき.かつての自然村としての集落へ現在の集落を回帰さすこと 

はむつかしく.むしろ•このような集落の現状を認めつつ.今後の集落の維持機能をどのように 

図ってゆくかが問題であり.また,これらの集落に生産•販売か機能をZのようにもたしてゆく 

かが大’き左問題である〇

14.•過疎集落における跡地森林管理の実態と諸対策

(1)過疎化にともなう森林管理の問題

久万林業地域の各町村はいずれも過疎町村で,これら名•町村の人口流出はとも左う過疎化の実 

態は.過疎段階区分でのべてきたとおりである。しかし.過疎化の中で地域から他町村へ移転し 

た人々が.移転前に所有していた森林は現在どのように管理されているのか・その実体をみてみ 

た〇

一般的に言って.どのような理由によるものであれ,長く住み左れた町村を後にして・他町村 

へ出てゆくことは大変たことであり.まして.それが老後を子供と同居するためといった理由で 

移転する左らいざ知らず,大半は現荏の仕事に対する行きづまりとか,現在の仕事の前途に対す 

る不安をどのためとたると.その資産の今後の:ig用方法や処分にあたって問題がでてくる。とく 

に,後者の場合は,資産を近隣の人に処分するよりも遠隔地の人に処分するケースが多く,規模 

拡大を望む町村在住者にとっては,をかなか希望するようたことに左ら左いのが実状:である。

また,資産の処分にあたっては住居,宅地田畑の順に処分され・森林は最後に処分きれるか, 

はたは地元の人々か,地元森林組合に経営を委託するとかして最後まで保有すろとか•或は近く 

の町村作移転した場合は,休日を利用して見廻わりに来るケースが多い。

—118 —;

ただここで問題になるのは『移転後森林を処分することなく保有しながら.誰にも管理を依頼

すること左く.いわば放棄の扶態にある森林管理の問題である。

•2)過疎集落における森林骨理の実態と対策

久万林業地域の各町村別に種々な理由で町村外に転出された人々の•町村内に所有している山 

林の管理状況を調べるため郵送によるアンケート調査を実施した。

その結果3 6 %の回答が得られた。

表ー17 アンケート調査実施状況

町村 久万町 美川村 面河村 柳谷村 小田町 計

発送 7 3 6 8 8 7 11 4 3 9 3 8 1

回 収 2 5 I 6 3 7 4 3 1 7 13 8

回収率 3 4 2 4 4 3 3 8 4 4 3 6
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表ー18 移転者の移云前の職業,移転理由,移応後の職業

調
移転前

移 転 理 由 移転 後 の職業

査 移転先に 農 林 漁 サ 商 そ

町村

回
の職業 兄か 

弟ら
親
類
が
い

詞

あ

_| 

懷

リ 

1’答 農 非
の

戸 農 マ

数 業 業 業 業 業 ン・ 業 他

久万町 25 1 6 9 — - 1 4 1 6 6 1 2 2 2 一 1 〇 6 9

美川村 1 6 7 9 2 1 4 3 1 3 3 6 3 1 一 4 5 5

面河村 3 7 2 5 1 2 3 4 3 8 4 14 1 5 6 3 1 - 1 5 3 1 7

柳谷村 4 3 2 5 1 8 1 6 3 5 2 1 2 9 1 7 4 1 — 1 8 2 1 8

小田町 1 7 12 5 1 1 2 3 1 5 7 6 2 - - 6 6 5

計 13 8 8 5 5 3 7 1 2 1 3 23 9 40 40 4 7 J 4 5 5 3 22 54



① 移耘者の移転理由と移転前後の職業

• 調査回答戸数13 8戸の内,移転前の駁業は理業が8 5戸,非農業が5 3戸である。移応後 

の職業はサラリーマンとその他があわせて1〇 7戸で,ついで商業2 2戸.農林業19戸とな 

っている。移転理由としては,その他がトップを占めているが.具体的理由として最も多いの 

は,子弟の教育のためと農業花見切りをつけたためが,いずれも4 0戸でトップを占め,つい 

で移転先に財産があったり.親戚,兄弟がいたためとか.病気療養のためとなっている。

② 移転時に所有していた資産内容

移転時に所有していた資産は山林が最も多く,ついで畑•田の順に左っている。また,田, 

畑の中には小作に出しているものもあり,逆に小作をしていたものは樹園地が最も多くついで 

田・畑の順に左っている〇

一方,所有山林のうち8 9 %は人工林が占めており,また共有山林も8 4, haある.。

家屋はついては•住居が19 〇棟.5 3 8 1坪,また納屋が12 7棟.2 0 5 6坪となって 

いる〇

家畜についてはニワトリが最も多く, 7 319羽で,ついで牛の5 9頭と左っている。

®移転時に貸付,売却した対畢者別内訳

売却・貸付対象者のトップは他人で,ついで親戚,兄弟,親子の順に左っている。

④ 移転時に貸付・売却・またはそのまま所有している資産内容

田,畑・樹園地,その他経営耕地の貸付面積14 5. 8 h a ,充却面積5 6 3. 8 h a •そのま 

ま所有した面積は5 9 8. 5 h aで,経営耕地の過半数は移転時に貸付,売却されていた。--方, 

•山林の大半はそのまま所有され•住居,納屋についても大半がそのまま所有されていた。

,⑤現在の資産の管理状況 :

移転時に所有していた資産のうち,家屋•納屋は売却または貸付けらキているが,大半は地 

元の人に売却されている。 : ハ

田・畑.樹園地についても,大半は地元の人に売却したり,貸付けられていて,現在も所有 

しているものは,松山市や近くに転值した人が暇を見て管理遅営している。

一方,移転後も所有している山林は,か左り遠隔地にいる人は地元森林組合に経営を委託し 

たり•近くに移転した人は暇をみて手入即に来たりして管理運営している。

⑥対策

さきに・移転した人々が•久万林業地域内に残している森林の管理状況は,これまでのべて 

きたとおりである。

—1 2 〇-

表ー19 移転時に所有していた資産内容

、項目

町・、、

耕 ・ 地

移転前の所有地 所W地のう孙作に出し。、るもの 小作をしていたもの t

田 畑 樹映 田 畑 その他 田 畑 樹阿也 その他

久万町 10 0.8 5 9.2 5.0 3,6 1 2.0 28.0 10.0 一 ・一 5.0 一 ._

美川村 6 3.0 5 7.5 3.0 2,5 4 1.0

面河村 1 2 5.5 8 8.0 1.0 3,3 5 0.5 245 • 4.0

柳谷村 7 7.8 13 6.3 11.1 3,2 7 0.6 1.5 5.0 一 — 5.0 4.0 30.0 一

小田町 3 4.7 8 3.1 8.8 1,5 4 3.0 5.5 6.3 一 一 — 一 一 一

計 4 〇 1.8 4 24.1
1

2 8.9]14,317.1 5 9.5 2 5.31 10.0 4.0 3 0.0 一

、項目 山 林 家 屋 家 畜
\

所 有山 林 所 有 家 屋 所 有 家 畜
\

個人 内・ 共有 住 居 納 屋
牛 馬 豚 山羊

ニワ
町村、 :所林 人工林 山林 棟 坪 棟 坪

トリ

久万町 3,60 7.0 32 9 5.0 118.0 27 988 21 403 7 — 3 1 40

美川村 2,54 1.0 • 2,4 2 6.0 3 5 0.0 20 583 13 293 2 - 一 37

面河村 3,1 4 5.5 2,4 3 05 2 2 1.0 54 1.5 14 34 507 27 3 一 3 7,10 3

柳谷村 3,2 0 6.3 2,9 3 6.6 91.0 60 1,6 9 9 43 581 17 1 — 1 99

小田町 1,5 4 3.0 1,4 0 5.0 6 0.0 29 1,。 4 7 16 272 6 一 一 2 40

計 14,042.8 丄 24 9 3.1 8 4.0 1 90 5,8 31 127 2.。 5 6 59 4 3 7 I 7.319

表ー 2 0 移転時の売却・貸付対象者別内訳

'mm 売却・貸付
、ー者

親子 兄弟 親類: 他人 役所 会社 不明

久 ・万 町 1 3 8 '1 2 — 1

美 川 村 1 1 2 9 一 一 2

面・ 河 •村 一 3 7 2 2 2 — 1

柳 谷 村 2 3 4 ：2 〇 1 一 3

小 田 町 1 1 4 8 一 ・ ■—

計 5 11 2 5 7 1 3 1 6 1
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表ー 21 移転時に貸付・売却,またはそのまま所有している資産内容

町村・
貸付・売却 
所有の別 田 ".畑・ 樹園地 その他 山林

久万町

付

却

有 

貸

売

所

2 0.0
6 6.8

4.0

1 4.1
2 9.0

1,6

•—;

5.0 — 1 7 5.0
3 2 0 2.0

美川村

付

却

有 

貸

売

所

2 8.0
2 7.0

8.0

7.0
3 6.5
1 4.0 3.0

1 8 2.0
2 35 9.0

•面河村

付

却

有
 

貸

売

所

3 1.5
3 6.2
5 5.8

1 0.0
4 1.6
3 6.4

1.0 2 0 5.0
2 0 0.0

1 3 5.0
1 3 6.0

2 8 1 9.5

柳谷村

ー
付
却
有
一 

貸

売

所

7.3
2 4.1
4 9.1

2 2.1
3 2.4
8 9.6

5.0
4.1
2.0

4.3
6 0.0

1 6.0
1 5 3.5

30 5 8.3

小田町

付

却

有 

貸

売

所
2 0.8
1 3.9

0.3
2 5.0
5 7.8

0.5
5.0
3.3

一 4 5 9.0
1 0 84.0

計,

付

却

有 

貸

売

所

8 6.8
1 7 4.9
1 3 0.8

5 3.5
1 6 4.5
1 9 9.4

5.5
1 5.1

8.3
2 0 9.3
2 6 0.0

1 5 1.0
11 0 5.5

1 2 5 2 2.8

町名
貸付,売却・ 

所有の別 共有山林
住居啤 納%

貸付者•売却先の

住 所

久万町

付

却

有 

貸

売

所 11 8.0

1 70
4 4 0 
388

10 5
186
11 7

久万町(2 ) 不明(1) 
久万町(16)

美川村

付

却

有 

貸

売

所 3 5 0.0

28
2 74
2 59

1 2
9 6

1 67

美川村(3)
美川村(5)松山市(1)久万町(2)
池川町(1)不明⑶

面河村
・
 

一
 

付

却

有
 

貸

売

所

一

6 9.0

3 〇

5 52
7 17

1 8
1 8 7
2 I 〇

面河村(6)不明⑵ 

面河村(13)久万町(4) 
美川村⑴農林省(3)不明⑹

柳谷村

付

却

有
 

貸

売

所 1 8 7 3.0

28
7 4

1 3 79

18
2 1

5 07

柳谷村(9)
柳谷村(16)その他2)不明⑸

小田町

付

制

有 

貸

売

所 6 0.0
2 2 4
6 7 2

9 7
16 0

小田町(1)不明⑴ 

小田町⑼ 町外(1)

計

付

却

有
 

貸

売

所 2 4 7 0.0

2 5 6
15 64
3 4 15

153
587

116 1

町村内(21)不明(4) 
町村内(59)町村外(12) 
不明(顼)撞林雀⑶
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そこで問越冗左るのは.移転した人々のうち,何らなすこともをく放棄同然の形で残してい 

る森林の取扱いをどうするか.また移転した人々が森林組合等に取扱いを依頼している場合は 

ともかく.それ以外の町村内の在住者に取扱いを依頼したり.また自力で保育をおこなったり・ 

いわば個別に取扱われている森林をどうするかである。

いずれ冗しても.これら個別の取扱いをなしている森林についても,地域内で等品質を保持 

し.しかも一定の生産量を持続さすような地域施業体系に組込んで.いわゆる主産地化を目指 

すところの地域林業振興の一其を分担さす必要がある。

したがって,そのためには.地域の生産組織である森林組合をして.個別の取扱をなしてい 

る蘇林への同一施業体系の導入にXる取扱いの一元化を図り.地域林業振興のための組織化を 

図る必要がある。

15•久万林業地域を対象とした成熟区分と特性区分

(1) 林業地域の成熟度区分

久万林業地域全域の各市町村別に表ー2 2のような林業地の成熟階梯区分および指標により成 

熟度区分を行った。その結果•成熟度は久万町が県平均より高く •小田町は県平均に等しい外は・ 

美川村と面河村は県平均より低く.面河村は県平均より著しく低くあらわれていて・久万林業地 

においては,美川村.柳谷村,而河村の成熟度の低さに比べ・小田町。久万町の高さが注目され 

る〇 ・

(2) 集落別の林業特性区分

久万林業地域5か町村の全集落を対象として•林業経営基盤,林業労働力,林産物市場性の3 

大要因について.それを表示すると思われる指療を探し出し・各集落の特性区分を表ー 2 4の要 

領でおこ在った。

その結果,久万林業地域の全集落のうち•総合区分2で総合評価!!に該当する集落は18 3個 

で・総合評価皿に該当する集落は4】個であった。ただ,柳谷衬だけには総合評価皿に該当する 

集落は左く,また,面河村には1集落しか左かった。

この平均してレベル以上にあると考えられる総合評価皿に該当する41集落は,地域内全集落 

2 2 4個の18%でかなり多く,また地域的に僞在していることが認められた。これは特性区分 

3大・要因のうち,林業労働力の集落間の差は少左く,また林産物の市場性の評点は相対的に低か 

ったが•経営基盤の評点の高い集落に加え• D I D都市(松山市)作近い集:落の市場性の評点は 

比俊的离く,これらの性格をあわせもった総合評価H!に該当する集溶が特に久万町冗多くみられ
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表ー 2 2 先進的林業地域の市町村を対象とした林業他域の成熟度区分の指標と段階

指 標 指標の内容

評 価 (点 数)

1 2 3 4 5

産

地

〇

扶

況

:・ ゝ

.>

林業経営者 

の経営意欲

造林の進度

(県平均=1.0 〇 ,)

0.7 9

以下

0.8 0

1.1 9

1.2 〇

以上

一 一

林業経営の 

地域的拡が 

り

森林施業認定面積の割 

合

(県平均=1.0 0 )

0.7 9

以下

0.8 0

1.1 9

1.2 0

以上

一 —

森林の令級 

構成内容 人工林令級構成比率

1〜2 〇確 

70%

以上

1〜2 〇钿

50%

以下

2 1〜4 〇

確

30^以上

3 ］建

以上

3 〇^LE

3

以下

409fe(±

生産施設等 

の整備

林内道路密度

(県平均=1.0 0 )

0.7 〇

以下

0.8 0

1.2 〇

1.3 0

以上

— —

林業労働力 

の確保

民有林当たり林業労働 

数

(県平均=1.0 0 ■)

0.7 9

以下

0.8 0

1.2 9

1.3 0

以上

一 一

林業経営者 

の投資負担 

能力

林家保有面積当り生産

農業所得

(県平均=1.0 0 )

0.7 9

以下

0.8 0

1.2 9

1.30

以上

—— 一

素材生産の 

担いて存立 

状況

森林面積当たり木材業 

者数

(県平均=1.〇 〇 )

0.6 9

以下

0.7 〇

0.9 9

1.0 〇

1.2 9

1.3 0

以上

—

素材の供給 

状況

’森林面積当り素材生産

(県平均=1.〇 〇 )

0.6 9

以下

0.7 〇

0.9 9

1.0 〇

1.2 9

1.3 0

•以上

一

市場 

〇

状況

木材関連産 

業の消費能 

力

製材工場素材消費堂当 
り郭棄剧生産景

(県平均=11. 0 〇>

1.3 0

以上

1.2 9
-%—

0.7 〇

0.6 9

以下

成熟度段階

(県平均)

I(著しく低い) 14以下

D(低い) 1 5 〜1 7

皿(県平均) 1 8 ～ 2 〇

IV (高い) 2 1 ～ 2 3

V(著しく商い) 2 4以上
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表ー 23 林業地域の成熟度

村、 

別、

経
営
意
欲

林
業
経
営
者
の

域
的
拡
が
り 

林
業
経
営
の
、地

成
内
容 

森
林
の
令
級
構

生
關
施
設
等
の

確
保

林
業
労
働
力
の

投
資
負
担
能
力 

林
業
経
営
者
の

い
手
存
立
状
況 

素
材
生
産
の
担

素
材
供
給
状
況

の
消
豊
能
カ 

木
材
関
連
産
業

評
価
点
数
計

成
熟
度
段
階

一
 

対
す
る
評
価 

ー
県
平
均
に

久万 町 2 3 3 2 3 1 2 4 1 2 1 IV 高い

美川 村 2 3 3 1 3 1 1 3 一 1 7 D 低い

面河 村 2 3 3 1 2 1 1 1 — 1 4 I 著しく低い

柳谷 村 3 3 1 2 3 1 1 2 1 1 7 fl 低い

小田 町 1 3 3 2 3 1 1 4 1 1 9 皿 県平均・

表ー 2 4 集落別林業特性区分の方法

評 点 1 2 3

(1)林業経営基盤 ① 農家1戸あたり保有山林面積(' 70).

② " 增減率(’60175)

①農家1戸あたり人工林面積(’70)

〜1.0 h a

A

〜1.0 h a

1.〇〜5.0 h a

+ 〇〜5 〇%

1.〇〜3.0 h a

5.0 h a〜

+ 5 〇%〜

3.0 b a 〜

(2)林業労働力 ① 林業従事者のいる農家数の割合(*75)

② 農家1戸あたり林業従事日数('75)

③ しいたけ生産者の割合

〜2 0%

〇〜4.9日

を し

2 〇〜4 〇%

5〜9.9日

0.1〜4.9%

4 0^&～

10日〜

5吟

(3)林産物市場性 ①DID都市からの距離 3 〇〜6 〇分 3 〇分未満

林業経営基盤

林業労働力

林産物市場性

I (評点合計3〜4 ) 1)(評点合計5〜6 ) 川(評点合計7〜9 )

I(評点合計3～4) ロ(評点合計5〜6) 皿(評点合計7～9)

I(評点合計1) u(評点合計2) m(評点合計3)

総合区分
1

2

I (皿〜!V ) D( V〜VI) fll(用〜JX)

I( H! 〜!v) n ( v 〜VI) 皿(ゆ〜jx)
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表ー 25 集落別林業特性区分の結果

、、項目 

町村、、

林業経営基盤 総合区分1 総合区分2
集落敬

I D ID ID n m D ni

久万町 9 3 〇 4 8 8 7 2 7 6 〇 6 〇 2 7 8 7

美川村 2 6 3 7 4 5 7 3 8 3 8 7 4 5

面河村 2 9 11 2 9 1 〇 1 11

柳谷村 3 1 2 1 5 3 1 2 1 5 〇 1 5

小田町・ 2 2 1 4 3 6 6 1 9 4 7 6 〇 6 6 6

計 1 3 6 2 1 4 9 2 2 4 5 8 16 6 1 8 3 4 1 2 2 4

た〇

これら41集落は•地域内の林業振興をすすめてゆくうえでの拠点集落と位置づけ•さらにこ 

れら集落の偏在を是正するため.総合評価11Iに該当するものより集落配置を検討しながら取捨選 

択しつつ.別にこれら総合評価II!に近い集落を選択補強して.最終的に林案拠点集落をつぎのよ 

う记決定した。

まず.久万町では総合評価皿の2 7集落より.横通,本組下,極之川・上狩場•下西之浦・西 

河之内,駄場,仲組・岩川を決定し,さらに総合評価DIに近い中野村,東条・上厚,橋詰・下永 

子を補強して拠点集落を決定した。 •

•美川村では総合評価皿に該当する7集落が特定地域に集中した形で存在していたので•この中 

から上谷,本組,下組を選択し,さらにこれらに近い水押,長瀬,本村を補強して拠点集落を決 

定した〇 :

面河村では•総合評価H!に該当する集落は本組のみだった。したがって総合評価DIに近い土泥 

集落を補強し拠点集落を決定した。

柳谷村には総合評価困に該当する集落はをかったが,これに近い中久保,横野(高野・猪伏を 

含む)古味(名荷上,名荷下を含む)を補強し,拠点集落を決定した。

左お.柳谷村のみは林業の盛ん左地域か特定地域に集中しているので,拠点集落も特定地域に 

集中した。 •レ

小田町についても.総合評価D!に該当する6集落のうち,恩地以外は特定地域に集中していた 

ので,この中から臼杵3と上田渡谷を選定し,恩地を含めて3集落を決定し,さらにこれに近い
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南山中,上組,大平下,打木・田窪を補強して说点集落を決定した。
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(3)集落別の総合評価

さきに•林業特性区分の決定法にしたがって選定した集落は,さきにものペたよう匠,市場性 

の要因の影醬で特定地域に集中した形で表われていたものもあったので.さらに現地集落の現伏 

を考慮しつつ,最終的に林業拠点集落として決定したもので.これらの集落は.今後地域林業の 

振興を図るうえでの核的性格をもった集落として位置づけられるものである。

左若.この地域の林業振興を図るうえで考えられることは,農地.林地の所有規模の零細性も 

あって.農林業の複合経営を柱とした振典を志向すべきである。

す左わら,小規模零細左農林家にあっては複合経情に依存せざるを得ず.またその複合経営の 

中味は.できるだけ農業経営の安定のうえにたった林業経営が理想とされるので・決定された集 

落も大半はほぼこのようを線にそったものであ’る。

久万林業地域内の集落は,久万町.小田町は比較的農業と林業との複合経営の集落が多いが, 

美川村,面河村,柳谷村は賃労と農業との複合経営の集落が多い。

このことは,当然林業の面でも,久万町•小田町は柳谷村,面河村,美川村に比べて.かなり 

はっきりした生活目標をもった林業経営が左されていて•上記3か村が生産面にしぼった経営が 

なされているのに対し,小田町,久万町は生産から加工寸で,さらに販売％で志向しているのが 

特徴であるr

したがって,地域内の集落の今後の方向としては•久万町•小田町に加工拠点をかまえ他の町 

村と連携しをがら,生産目標を統一し等品質左ものが,一定蜀:’コンスタントに生産できるよう 

左機能分担しつつ,地域としての主産地化の一翼をは左う必妾があり,同時化•このような目標 

をどのようズして達成するかが地域集落にかせられた大きを課題であると思われる。

16•地域林業振興のための生産と販売の組織化

⑴地域経済の未来像

久万林業地域の地域経済の未来像としては«農業,林業をかみ合わせた•いわゆる農林複合経 

営を中心とした地域社会の振興を図る必要がある。しかしながら地域は総体的に地形の急峻左所 

が多く,冬期の寒冷夏期の冷涼・多雨左どにより・農業経営にむける燃作物の選択は大きく制約 

されており,また,経営耕地規模別農家数は0. 3 h a未満が最:も多く,1戸当りの経営耕地面積 

は5 8アールで経営規模も小さく,農業への依存度は低い。これらが生産意欲の減退を招き.農 

業従事者の他産業への流出,転出による過疎化により,高齢者と婦女子による農業経営と左リ, 

総体的に農業生産は停滞している。
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ことに久万町と小田町に比べ柳谷村美川村面河村の生産は低い。

一方,地域における林野率は高く,人工林率も高いが,若齢林分が多く.森林の所有規模は零 

細である。林分構造内容も久万町.小田町は比較的良好だが,’他の3村は劣弱であり•生産性は 

.い。このよう.に艘林業の生産性の低さによる所得の不足分は,もっぱら公共事業や建設業左ど 

.Q俏労所•得により補頌されているのが実状である。

したがって.本地域の経済の進展方向としてはt農業の確固とした基盤作りのうえに林業を進 

展させ.この両者の複合経営の確立が琅も求められる地域経済の未来像である。

(2)生産の組織化

① 集落単位の盗業複合経営の確立 ・ ：• '' ,

農業経営«おいて規模が小さければ,農家の自立は専作に徹底するよりも多品目少量生産の 

祓合経営による方が得策といわれるが.しかし少量といえども.1作目0.1haほどのものが 

耍求されるという。

一方,小展経営(小規模経営)は.その労働力と土地の限界資本力の弱さからして,近代的 

複合経営と・左ることはむつかしく.それどころか・小殿経営では専門化単一化しやすいし,ま 

たそれを迫られるのが実態である。

結局・生産力の高度化が小快経営に十分に対応してゆけないと,つまり生産力と小腹経営と 

いう生産関係の矛盾が.小農経営に合理的農業経営を営むことを困難にし,その専門化.単一 

化をもたらしているといえる。という相矛盾した主張がある。

ともあれ,このよう左相矛盾した主張があろうとも,小農経営は専作か複合経営のいずれか 

を選択しなければ左ら左い。

そこで.小農経営で専作せざるをえないものを糾合して.集落単位に少品目多畳:生産の複合 

経営に指向する方向と,多品目・少虽生産の経営農家を糾r合して,集落単位に多品目多量生産 

の複合経営に指向する方向とが求められる。

このように,!艘家の複合経営,専作経営の糾合による複合経営が集落単位に確立されれば, 

さらに附近集落への波及.すなわら集落連合による複合経営の確立から.ひいては地域複合経 

営の確立への展開が要求される。 ,～

現在,地域集落内の各農家は,どちらかというと各戸がばらばらに作目を選択していて,比 

較的経営規模の大きい農家や,農作物の販売金額の高い農家の多い.燃業経営の確立している 

久万町たどでも.集落内の各農家は専作経営に走り•比較的に孤立している観があるが,これ 

が町村単位と左ると.集落内の個々人はトマト組合,ダイコン組合行直結し,組合単位にまと
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!っているのが現状のようである。

したがって.このよう左現状であれば•集落単位・に数桶の主幹作目による複合経営を確立し, 

さらにこれを周囲集落に波及させて•集落連合的左形で複合経営を確立してゆくことが今最も 

緊急に求められる課題である。

@集落単位の林業経営の確立

この地域の林業も農業と同様,所有規模は零細である。

概して林木の生長は良好左方だが•林分構造内容をみると,総体的に取り扱いが悪く•除伐・ 

間伐の手遅れ林分は•面河村,柳谷村,美川村に多数存在している一方,小田町・久万町の場 

合は前記3村に比較して,林分の取り扱いは比較的良好で.優良材生産への志向が強くあらわ 

れている。

しかし,地域内のいずれの町村もそれぞれ施業体系を確立し,生産目標を決定してはいるも 

のの・最近の木材価格の低迷,外材インパクトを含む林業環境の悪化は,林業生産者をして・ 

林業の将来に対して大き左不安を抱かせているのが実状である。

したがって,今後この地域の林業経営の方向性としては•・集落単位に可能左かぎり共通性を 

もった施業体と生産目標を確立し,植付から伐採.生産,流通販売までを組織化し•さらに集 

落単位に組織化されれば,周囲集落に波及させ・ひいては集落連合へと組織化をすすめ,最終 

的には町村全域を対象は・組織化してゆく必要がある。

本地域の場合,美川村,柳谷村,面河村の3村には•現在加工施設は少なく.また加工施設 

を積極的に設俺し,逸営してゆくための組織や能力も左い状態で,当面これら3村は植付から 

伐採までの生産組織を集落単位に組織化し,さらに組織化を周囲集落に波及 ’させ,集落連合へ 

と組織化を発展さす必要がある。 '

一方,久万町,小田町にあっては,各森林組合が加工施設を設傩咬たは設置しようとしてい 

て.加工による付加価値増大への期待は大きく,とくに美川•面河,柳谷の各村は久万町を含 

・め4か町村で,生産,加工.流通・販売の一元化を図ろうとしており・また小田町も加工施設 

の設置を検討している。 •' '

したがって,久万町・小田町にあっては,集落単位に植付から伐採までの生産組織の組織化 

に加えて,流通・加工,販売性でを包含した組織化に発展さす必要がある。

(3)地域農林業振興のための重点施策

さの地域の艘林業振興を図るため沈は,きびしい地域環境と農地,林地の所有規模の零細性を 

考慮に入れ左がら以下の施策を提案したい。 ’

-13 0-

① 凝林業の基盤整備

展業にあっては.経営耕地の基盤整備を積極的にすすめ,土地生産力の均質化を図る一方・ 

管理の円滑化を図る必要がある。

一方.林業にあっては,林道•作業道の開設,整備をすすめることにより,造林•保育作業 

の円滑化を図るとともに,間伐手遅れ林分の間伐促進や,優良材生産のための技打作業等の事 

業導入の円滑化を図る必耍がある。

② 摂業作目,林業生産目標の合理的決定

攤業にあっては,集落単位の複合経営を目指すためには・農協・普及所,地域農民の合意に 

もとづく最適作目の選択と導入が急がれるとともに,収穫物の流通,加工・販売の合理体制の 

確立が急がれる。

一方,林業にあっても.森林組合を中心に地城農林家の合意にもとづく施業体系•生産目標 

を決定し.植付から伐採.生産・さらには流通,加工,販売までの合理的一貫体制を確立する 

必要がある〇

@後継者・労働力の確保

過疎化のすすむ本地域も,他の過疎地域と同様後継者の確保には困難をきたしている。

しかし,地域内でも農業経営が安定していたり,林業経営の順調な展開が見られる集落作あ 

っては,後継者の存在は見受けられるものの,大半の集落は後継者は存在していない。

咬た.痕林業に従事する労働力の確保も.農業の場合は必安労働量の大半は自力で行なわれ 

ており,また.林業の場合も小規模の場合は同様自力で行左われているが.雇用労働力を必要 

とする場合は.麻用労働力の供給源は,もっぱら森林組合の労務班に依存している・

しかし.この労務班も大半は老齢化していて,若年労働力は少をい。

したがって,農業.林業の安定的経営の確立こそが•後継者を存続させ・また労働力作っし、 

てもコンスタントな事業危の確保が就労の安定と左リ,労働力の確保が可能と左るので・後繼 

者.労働力の確裸には.安定的農林業の経営が最も要求されている。

④市町村の適切左行政指導の確立

最後に地域腹林業を振興するためには•地域燃林家の努力を最も必安とするが•同時に地域 

市町村の農林家に対する適切左指導や財政援助によるバックアップがあって,はじめて炭林業 

の振興は可能となると思われるので•常作斐林家の意識行動に関する情報を把握して,艘林家 

の健全左育成指導を図ってゆくための行政指導体制の確立が最も必要である。
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V 日田林業地域における実態と問題点
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1.はじめに

この研究は,撰林水産技術会議の特別研究「農•山村における生産及び生活の組織化方式の確立 

に関する研究」のうちの小課題の一っとして,林試本・支規の関係研究室(経済研,東北第2研, 

関西経営研,四国経営研)と,林野庁総合助成試験研究のメニュー課題「農•山村に 

おける林業の生産・販売の組織化に関する研究」に参加する11県の共同研究として実施したもの 

である。したがって,大課題の目的,方法,推進体制やこの小課題と大・中課題との関連性等につ 

いては,他の担当研究室と共通するので省略することとする〇

ただし,九州支場においては,研究担当者の交替等もあり55年度は休止せざるをえなかったた 

め,当初予定された実施項目,すなわち,

A-1山村集落を対象とした過疎化段階区分手法の検討と過疎化集落の摘出

A-2 過疎化集落における跡地森林管理の実態と対策

B —1 先進的林業地域の市町村を対象とした林業地域の成熟度区分

C -1 山村集落の総合評価と特性区分

C-2 林業拠点集落を中心とした林業生産組織化の実態

の各項目のうちA—1およびA- 2の一部を実施したにとどまっている。

した力ふって,本報告ではこの項目に限って記述することになるが,残りの実施項目については, 

本特別W究の小課題として実施され,全体の研究の中では総括的な課題として位置づけられている 

ところの「山村地域にお、ける生産•生活の組織化方式に関する現地検証」という課題の中で実施し, 

機会を改めて報告することとしたい。

2•対象地域の概況

九州支場では「先進的林業地域」として,日田林業地域(大分県日田地方,すなわち日田市を中 

心とする1市2町3村)を選定し,実施項目についての具体的な作業は,この地域のうちでも山村 

地帯に属する津江3村,すなわち前津江村,中津江村,上津江村について実施した。以下,津江3 
村を中心にした日田林業地域の概況,特色について述べる。

日田林業地域は,大分県の西部県境に位置し,九州の屋根といわれる九重山群の西辺,筑後川上 

流の山間地帯で,西側を福岡県,南側を熊本県に接する。地形は,周囲を1,。 〇〇仇内外の山をも 

って囲まれた盆地状を呈しており,盆地の中心にあたる日田市と,これを中心にほぼ放射状に分岐
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図一1対象地域の概況図
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国适210
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する筑後川本・支流の流域にわずかに平地がひらけているが,ほとんど大部分は,山地,傾斜地に 

よって占められている。(図一1)

交通条件は,国鉄久大線•(久留米一大分)封よび国道21〇号線(久留米一大分)が東西方向の 

幹線となり,これに南北方向の国道211号線(日田一飯塚ー北九州)と国道212号線(大分県 

中津市一日田一熊本県阿蘇町)が,中心の日田市街地において接続することによって骨格が形成さ 

れている。藩制度時代以来,筑後川の上流に位摘することから,下流部すなわち福岡県との経済的 

結びつきが強かったが.近年,道路の整伽と自動車交通の拡大によって,大分,別府を中心とした 

瀬戸内臨海地域および熊本市を中心とする経済海への結びつき(とくに上津江,中津江村等南部地 

域)も強めつつある。

地質は新第三系および第四系に属する阿蘇火山系の安山岩で,森林の生育条件としては芳しくな 

いが,土奥はいわゆる三阪土層に被われて,砂質ないし晩質壌土を形成し腐植に富む。また気候は 

内陸盆地のため缨暖差がはげしいが,年平均気温は14て•内外,年間降水瓦1,7 〇 Obr (平地)〜 

2, 3 0 0“(山地)であって主要造林樹種であるスギ,ヒノキ等の生育には恵まれた条件にある。"

地域産業は,日田市においてもこれといった大企業はなく,中小の木材,木製品,装飾品,食料 

品加工業,窯業など軽工業が中心であって,労働力の需要は少ない〇日田市における人口の増減率 

は,昭和4 0-* 4 5 =厶2 9 %, 4 5-*5 0=A1.4%であって「’5 0 — 5 5において2 2勿の増 

加に転じたcちなみに,日田市を除く対象地域町村の人口増減率は,4 0-»4 5=d18. 7 %, 

4 5-» 5 0 =dl1.5 %. 5 0 — 5 5 =45.9%と,徐々に減少率は小さくなっているが,日田市 

を含めた人口密度は•昭和5 5年度において1K日あたり12 6人にすぎない。

地域産業の中での農業の比重はきわめて小さい。耕地率7 %という数宇(大分県平均は15 %) 

からみても明らかなように経営基盤が弱く,農家1戸あたりの経営面積は,水田0. 31ha (大分 

県平・均 0. 4 5 ha ),畑 〇・ 〇 8 ha (同じく 0.1 2 ha ),樹園地 〇•1 〇 ha (同じ く 0.1 3 ha) 

あわせて0. 4 9 ha (同じぐ〇. 7 0 ha )であって,きわめて零袖である(表一1および2)〇 ー 

応水田が基幹部門となるが自給駐を大きく出るものではなく,さりとて有力な複合部門も見出せな 

い状態である。近年,日田市および天瀨町の一部を対象に広域農業開発の一環としての畜産基地・ 

あるいは日田市周辺台地:を対象とした.なし,くり,うめ等の溶葉果樹類と,すいか,はくさい等 

の露路野菜の生産拡大などの動きが見られるが»この地域での農薬の自給的性格を大きく変ぼうさ 

せるまでには至っていない。

以上のよ5な農業の状態に対して,林業はこの地域ではきわめて車要な位愼:を占める。

まず森林の経営基盤についてみると,盆地の中心にあたり比較的平担地に恵まれているとみられ
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る日田市においてもその林野率は7 6 %の高さであって,大分県平均の7 2 %を上士わっており,津 

江3村・ではいずれも9 〇 %以上を示す〇

森林保有にみられる脣色としては,第1に国有林が非常に少なく大部分が民有林であることであ 

る。すなわち表ー 3•にみられるように,一殷に国有林の少ない大分県の中にあって,県平均の民有 

森林率8 9. 〇 %を大きく上まわっている。第2は保有規模が高いことである。つぎにみるように蘇 

林保有の集中が進んだ地域であるが,単純に林家1戸あたりの私布林面積をとると地域平均でも県 

平均5. 8 haに対し9. 8 haであり,津江3村では実に27.7 haにも建する。第3の特徴は,私 

有林の不在村所有者の占める奪林がきわめて大きいことである(表一 5 J〇 私有林にむける不在

村所有森林面桐の割合は,一地域全体の平均でも,2 4.2%を占める。とくに津江3村では高く, 

4 3. 7 %である力:,なかんずく•日田市治、よび福岡県に接する前津江村では実に6 6. 〇 %にも達して 

おり,大きな特徴の一っといえよう〇第4の特徴は,大面積の不在村保有者の森林が存在する一方 

で,大部分の零綱林家は農家であり,また農家の大多数が森林を保有している点である。農業と林 

業は森林保有の面でも密接な関係にあるといえよう。

この地域での焼畑とコウゾ,ミツマタ,ハゼ,シュロ等の,いわゆる樹芸林業にベースをおいた 

造林の歴史は古く,その人工林率はきわめて高い水準にある。とくに津江3村では前津江村を氨頭 

にこれ以上拡大造;徐の余地がないといっても過言ではないほどに植えつくされている。また,人工

注19 7 〇年センサスによる〇

表ー•3 森•林の概況

区 分
森林面積 haC

•民有林面積 民有人工林面積

面積haD •・割合％ D/C 面積ha E 割合％ E/D 面積haF 割合% F/E
日田市・ 2 0.6 45 20,198 97.8 14369 7 3.6 1,64 5 11.1
前津江村 736 5 7,178 9 7.5 6.124 85.3 1.5 51 25.3
中津江村 7,551 6,4 7 6 85.8 5,3 51 82.6 772 14.4
上津江村 8,191 7,318 8 9.3 5,840 79.8 1,401 24.0
=小計 23,107 20,972 9 0.8 1 7,315 82.6 3.7 24 21.5
大山-'町 3,6 94 / 3.6 94 100.0 2,7 21 7 3.7 479 17.6
天瀬町 7,96 5 7.9 29 99.5 4,37 0 55.1 720 16.5
合計 A 5 5.411 5 2,79 3 9 5.3 39,275 7 4.4 6,5 6 8 16.7
大分県,計B 452,682 402,964 89.0 185,633 4 6.1 16.6 40 9.0
A/B (%) 12.2 13.1 京 212 京 3 9.5 玄

-1 4 0 —

森林保有の状況

注 C, Dは197 〇年センサス,E, Fは19 7 5年センサスによる〇

表一4

区 分 林家数

C
私^©積

D ( h a )
魅1戸あ 
たり私有林 
蹴 EkCCha) E 害恰 EZC

農家数

F
蠟数に対 
する龄^ 
家数の害恰 E/F (弓)

日 田 市 2,9 5 5 19,288 6.5 2,5 31 85.7 4.7 64 53.1
前津江村 243 6,972 28.7 248 102.1 393 6 3.1
中津江村 267 6.4 39 24.1 234 87.6 29 5. 7 9.3
上津江村 236 7,284 30.9 232 98.3 295 7 8.6
小 計 746 20,6 95 27.7 715 95.8 983 7 2.7

大 山 町 469 3.6 84 7.9 427 91.0 710 6 0.1
天 瀬 町 1.017 6.973 6.9 975 95.9 1.4 3 3 6 8.0
合 計 A 5,187 50,640 9.8 4,648 89.6 7,8 9 0 5 8.9
大分県計B 6 4,427 37 3,6 73 5.8 56,864 88.3 101,071 5 6.3
AZB ( % ) 8.1 13.6 米 8.2 塗 7.8 洪

注1 9 7 0年センサスによる。

表ー5 不在村私有林面積,割合

区 分
私有林面積

C
不在村者
面 積D

私有林に対す 
る割合 D/C(%)

日田市 1 9.2 8 8 885 4.6
津

江

三

村

ー

箭津江村 

中津江村 

上津江村 

小’計

6,9 7 2
6,4 3 9
7,2 8 4

2 0,6 9 5

4,6 0 2
1,9 3 2
2,503
9,。 3 7

6 6.0
3 0.0
3 4.4
4 3.7

大山町 

天瀬町 

合計 A
3,6 8 4
6,9 7 3

5 0,6 4 0
91 3

1,4 0 0
1 2,2 3 5

2 4.8
2 0.1
2 4.2

大分県計B 3 7 3,6 7 3 3 2,6 1 5 8.7
A/B C%) .1 3.6 3 7.5 洪
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森山賢治:日田材の坎状と課題,日林九州支部大会資料,19 81〇 

()は総需要放を1〇 〇とする構成比。

5 5年度は推定。

指・放は5 〇年を10 0としたもの。

林の齢級構成をみると,比較的福齢級のものの占める割合が高く(表一 3),森林資源の成熟度は 

全国的にみてもきわめて高い地域の一つであるといえよう。県内における日田林業地域の民有森林 

面積シェアは13 %にすぎないが,31年生以上の人工林面積シェアは39.5%であって,いかに 

この林業地域が県内で大きを地位を築いているかが理解されよう。

最後に素材生産を中心とする林業生産の通?向について触れる。

素材生産拉は,全国的にも昭和4 8年度をビークとして下降の似向に陽止めをかけることが出来 

ず,なお減少傾冋にあるが,当日田林業地域に氐いても同極であって,表ー 6によれば5 5年度の 

地域内の素材生産もi (16.5千城!)はビーク時の昭和4 7年のそれ(2 6 〇千を)にくらべ6 3 % 

の減産を記録した。しかし,森林面根1haあたりの素材生産點は,5 5年度においいても3. 〇 ms 

と,全国平均の1.4Wをはるかに上まわる水準である〇

表一 6 素材需給量の動向

年度

総需給量 供 ・給 S 消・費 蛍

需給髭 指数
国 産

管内産

材 

移入量
外材

管内 

消費蛍

管外 

移出纹

4 〇 3 4 0,5 9 4 9 2 2 3 4,37 6
(6 8.8 )

1 0 6,2 1 8 
(3 1.2)

〇
(〇 )

2 8 1,1 9 6 
(8 2.6 )

5 9,3 9 8 
¢17.4 )

4 5 4 3 8,2 6 8 119 2 1 7,8 2 3 
(4 9.7 )

1 4 4,7 6 3 
(3 3.0 )

7 5,6 8 2 
(1 7.3 )

3 7 4,6 6 3 
(8 5.5)

6 3,6 0 5 
(1 4.5)

4 7 4 4 7,5 0 0 1 21 2 6 0,2 4 4
(58.2)

1 0 3,21 8
.(23.0)

8 4,。 3 8 
(1 8. 8 )

3 9 2,330 
(8 7.7 )

5 5,1 7 0 
(12.3 )

5 〇 3 6 9,1 0 5 10 0 2 0 1,1 0 6 
¢5 4.5)

8 7,。 5 2 
(2 3.6 )

8 0,9 4 7 
(2 1.9 )

3 3 6,4 84
¢9 1.2)

3 2,6 2 1 
(8.8)

5 1 4 0 0,6 6 3 109 1 7 7,9 9 8 
.(4 4.4 )

11 9,3 9 1 
(2 9.8 )

1 〇3.2 74 
(2 5.8 )

3 66,5 60 
(9 1.5 )

3 4,1 0 3
(8.5)

5 2 4 1 8,3 6 4 11 3
1 7 7,1 7 5 

(4 2.4)
1 5 .5,7 2 1 

(3 7.2)
8 5,4 6 8 
(2 0.4 )

3 8 1,9 6 4 
(9 1.3)

3 6,4 0 0
(8.7)

5 3 4 2 7,88 6 11 6
1 7 7,2 0 9 
.(4 1.4 )

1 4 7,9 5 2 
(3 4.6 )

1 0 2,725 
(2 4.0)

3 9 2,5 5 6 
(9 1.7 )

3 5,3 3 0 
(8.3 )

5 4 4 6 9,6 24 127； 1 8 3,7 9 1
(3 9.2 )

17 么5 0 4
(36.7)

11 3,3 2 9 
(2 4.1)

4 3 4,6 2 4 
(9 2.5 )

3 5,。 0 0 
(7.5 )

5 5 4 4 0,。 0 0 119 1 6 5,。 0 0 
(3 7.5)

1 8 2,。 0 0 
(4 1.4 )

9 3,。 0 0 
(2 1.1)

4 0 9,。 0 0
(9 3.0 )

3 1,。 0 0 
(7.0 )

1
2
 
3
 
4- 

/(» /t\ /( /
—\ 

注

—1 4 2 —

素材の流通図図ー2

注 昭和5 4年,()は国産材のみの比率

一方,素材の総需給撞:についてみると,5 5年度は若干減少したが,ピーク時の昭和4 7年度に 

近い水準に回復し,維持されている〇これは・す.なわち,域内の素材生産量の減少にもかカ阻らず, 

①域外よりの国産材素材の移入拡大,②素材の管外移出の抑制,によってカバーすることによって, 

素材流通,加工産地としての機能は,少なくとも量的な側面では維持されたことを意味し,評価さ 

れなければならない点であろう。また,内陸産地市場においても外材の比重がますます高まりつつ 

ある現状の中で,図ー2に示すような国産材を中心とする市売市場を軸として,外材のシエアを2 

割程度の低水準に維持していることも注目される点である。

3.大分県における山村集落の過疎化段階区分

山村の過疎化に伴って,林業の生産減退と山林荒廃の危険性が増大しつつある。これは先進的林 

業地域として選定した日田林業地域とて例外でなく,今まで見て来たように,この地域の農業経営 

基盤が脆弱で,林業への依存度がきわめて高いモノカルチュア的構造であること,森林資源の単一 

樹種,一斉人工造林という森林経営の条件の故に,その危険性はますます大きいといえる。

このような過疎化に対抗して林業を維持発展させるためには,個別経営の枠をこえて,地域とし 

て組織的な対応策が必要であるが,そのためには,投薬の前の病状診断が不可欠のように,対応策, 

行政諸施策の受け皿としての山村,とくに実質的な生產と生活の単位である山村集落の過疎化段階

(3)
の現状分析が不可久であると考えられる。

特定の山村集落がどの・ような過疎化段階におかれているかを知るためには,人口論的過疎と地域

— 14 3 —



論的過疎の2つの異った視点から分析し,さらにこの2つの視点を総合してその山村がどのような 

段階におかれているかをみればよいであろう。

人口論的過疎とは,過疎-人口減少を人口現象に限定して地域経済社会の諸問題と切りはなした 

視点から追求する立場であり,地域福的過疎とは人口流出に伴って生ずる各桃の社会的諸現象(産 

業停滞,地域における社会生活の困難化など)に視点をあてる立場である。人口論的過疎と地域論 

的過疎の関係は,前者が原因となって後者をひきおこしたものと考えられる力4,つぎの段階におい 

ては後者が原因と左って前者にますます拍車をかけることにもなり,また前者が低次段階であって 

も地域論的過疎化のすすんでいる集落も存在・するので,両視点の併用が必要である。

この実施項目では,以上の基本的観点に立って工夫された段階区分の手段を援用しつつ,大分県 

の中での地域性,とくに県全体の過疎化集落の分布の中で,われわれが取り上けた日田林業地域が 

どのようを地位にむかれているかを巨視的全体的に明らかにするとともに,つづく微視的個別的な 

過疎化実態分析の礎石づくりを試みた。

過疎化段階区分手法そのものについては,調査項目とそのカテゴリーの取り方,評価点の緻値等 

左お検討の余地が残されているが,ここではこの共同研究に参加する関係研究室の結果との比較の 

問題もあ・り,共迪の手法を用いたので省略する〇なお,段階区分の結果は4段階で表示されるカイ, 

総合的過疎化段階区分については,IVを「過疎激甚集落」,n!を「準過疎集落」,さらに両者を含 

めて「問題的集落」と以下呼ぷことにする。

さて,大分県および津江3村の過疎化段階区分の結果は表ー7に示す過りとなったカ£以下この 

結果について考察を加えてみたい。

第1は,人口論的過疎化段階と地域論的過疎化段階の関係であるが,かならずしも両者が平行し 

ているわけではなく,おおよそ次のダルーブに分けることが出来る。なお簡略化のえめ人口論的過. 

疎化段階をP,地域論的過疎化段階をR,総合的過疎化段階をTとし,この順でたとえばI 一!! 一 

Iというように記号イ匕して表わすことにする。

① P, Rともそれほど進行していないI 一 I 一1のグルーブ 県9.8%に対し津江3村では2.7
%〇 ・ . ■

② 一1Pは進行しているが,Rはそれほどでもないn- I -n (県29.5务,津江3村21.6 
%), m- I -H (県9. 4%,津江3村2.7%)のグルーブ。これはPがそのまま蓄積して行けば, 

いずれはRが進行して行くことが考えられる。過疎化の初期段階にあるが,•場合によっては問題的 

集落の予備軍となりうる集落〇両者をあわせると,県3 8. 9%,津江3村2 4.3%となる〇

®~2 Pはそれほどではないのに,Rが進行しているI 一!! 一!1(県5.6%,津江3村5.4%)

-14 4 一

表ー 7 過疎化段階区分別集落数•比率

人口論的過疎段階 I
小

n
小地域論的 B 1 n in N I H ID

総合的 a . I H H in 計 H n m ni 計

•前 津 江 村 2 2 4 6 2 8
中 津 江 村 2 2 2 9 11
上:津 江 村 1 5 1 7
3村合酎集落数 2 4 6 9 16 1 26
百 分 •率(％) 2.7 5.4 3.1 12.2 21.6 1.4 3 5.1
大分扶 集落數 1 84 104 3 291 553 475 1.8 i 1047
百 分.. (率)(％) 9.8 5.6 0.2 15.5 29.5 25.4 1.0 0.1 55.9

in N « 再 掲

I H m N 小 I H m N 小

JI m m N 計 m in N N 計 i H m N 計

1 5 1 7 1 1 2 11 6 1 20
1 12 2 15 4 4 14 18 32

11 2 13 2 2 6 16 22
2 28 5 35 6 1 7 2 31 40 1 74

2.7 3 7.8 6.8 4 7.3 8.1 1.4 95 2.7 41.9 5 4.1 1.4 10 0.0
176 314 20 1 511 4 18 3 25 184 1311 375 4 1874
9.4 16.8 1.1 0.1 27.3 0.2 1.0 0.2 L3 9.8 70.0 20.0 0.2 100.0
I 一 m — n(県0.2 %,津江3村なし)のグルーブ。あわせて県5. 8角,津江3村5. 4幼と,数は 

それほど多くないが,地域内での非盛林業への移飲のはげしい集落にみられ,林業経営の立場から 

みるとやはり問題となるグルーブである。 !

③ P, Rとも進行の度合が激しいH-Di-m (県1.0%,津江3村1.4%), n-N-m (県 

0.1%,津江 3 村なし),m-n-m C 県16.8%,津江 3 村 37.8 务),n ー 丑 ー m (県1.〇 %, 

津江3村8.1%), m-m-m(県1.1%,津江3村6.8 %)などのダルーブcあわせて県!& 8 
%,津江3村5 4.1%を占める準過疎集落。

④ .P, Rとも末期的段階にある也ー N-N, IV-HI-N, N-N-NO過疎激甚集落。あわせ
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て県〇. 2 %,津江3村1.4 %〇

なお,②のタイプに届するが,きわめて極端なものとして,N-I -inの集落が県内で4集落摘 

出されたが,これらは,旧金山集落,ダム建設の影響をうけた集落,都市隣接の成熟林業地お、よび 

臨海集落であった。

第2に他県との比較であるが,大分県に着ける悟瘤的集落の割合は2 0. 2 %であって,表ー 8で 

見る範囲では,岛根県の3 0. 5 %,長野県の2 8. 8 %怔ついで高い値を示した。

第3は,県内における地域性であるカ「新市町村単位で問題的集落の割合の高い市町村を1〇位 

まで挙げると次の通りとなった。すなわち,①南海部郡上浦町(10 0.〇%),②上津江村(727 

% ),③中津江村(5 6. 3 % ),④下毛郡山国町(4 7. 8 % ),⑤大分郡野津原町(4 2. 9 % ),

表ー 8 地域別•柴別.•過疎化段階区分別集落数•蛙(％ )

\総合的過 

地域、、疎化段 
’別・県^、墮野・

穆 数 I n m
集落数 比率 集落数 比率 集落数 比率 集落数 比率1 集落数 比率

東北4県［ 4,788 100 1,500 31.3 2,86 7 59.9 410 8.6 11 0.2
岩爭 1,550 100 503 3 2.4 922 59.5 124 8.0 1 :01
宮城 534 100 196 36.7 312 58.4 26 4:9 一 -

山形 1.002 100 359 35.8 538 5 3.7 101 10.1 ；4 0.4

福島 1,7 0 2 100 442 26.0 1.09 5 64.3 ・ 159 9.3 6 0.4

九州2県 2,49 2 100 326 13.1 1,7 24 -6 9.2 438 17.6 4 0.2
"’福岡 618 100 142 23.0 413 6 6.8 63 10.2 -

:大分 1,874 100 184 9.8： 1,311 70.0 375 2 0.0 4 0.2

その他諸県 5,226 100 678 13.0 3,123 59.8 1,375 26.3 50 1.0

埼玉 423 100 58 13.7 289 68.3 75 17.8 1 0.2

長野 2,014 100 318 15.8 1,116 55.4 536 26.6 44 2.2

滋賀 4 02 100 121 3 0.1 241 6 0.0 38 9.4 2 0.5

島根 2,387 100 181 7.6 1,4 77 61.9 726 3 0.4 3 0.1

注 岩手,山形,大分は筆者らの調査,滋賀は文献4,福岡は文献5,その他は国庫助成メ = 
ュー課題「林業生産販売の組織化」の5 3年度各県報吿より調製。

⑥下毛郡本耶馬溪町(.39.5%),⑦南海部^本匠村(38. 5,%),,⑥前津江村(.3 5.•〇%).,

⑨直入郡直入町(2 8. 6 % ),⑩直入郡久住町(2 8.1% )である。 •

以上の市町村のうち,第1位の南海部郡上浦町は臨海山村であって,山村集落数も2に過ぎない 

一!-4 6 —

が.ワースト10の大部分は,県西部の林業地帯に属し,とくに津江3村は2位,3位,8位・とな 

っているQ

4.過疎化集落の実態と跡地森林管理の方向

この実施項目は,前項3で超出された問題的集落を対象として,過疎化にともなう農林業等の変 

化,跡地森林管理の実態を明らかにすることによって,過疎化段階に対応した跡地森林管理の方向 

づけ,生産・販売の組織化の可能性について検証しようとしたものである。

(6)
まず,非常に過球化が進んだ津江3村の動向について検討を加える。概況についてはすでに述べ 

たが,農林業センサス19 6 〇年と7 〇年を対比して整理すると表ー 9に示す通りとなる。戸数で 

は上津江村が変わらないだけで,他村は戸数 媒家数とも滅少を示し,邊業就業人口は6 0年時は 

1戸当り2人以上であったのが1人台と減じてきている。耕地面秋は中津江村以外は何れも減じ, 

!戸平均では中津江村0. 6 8 ha ,ついで上津江村0. 5 5 ha ,前津江村0. 4 4 haとなった。肉 

用牛の飼育戸数は3村とも大幅に滅少してきた。つざに農家保有の山林面積の1戸平均は中津江村 

9. 6 ha ,上津江村8. 9 haと一応の水準にあるが,前津江村は4. 5 haである。共有林面積は, 

上津江が1戸平均〇. 2 7haで,以下前津江,中津江の順に少ない。

つぎに3村の中から,過疎激甚集落の千蔵木(前津江村)および準過疎集落の中川内(中津江村) 

福岛笹野,幸又(上津江村)の各集落について,19 6 0年と19 7 5年対比で過疎から生じた 

主な変化をみると表ー1〇の通りとなる。農家数で最も減ったのは千蔵木集落で15戸が5戸へ, 

幸又の2 7戸が14戸と約半分の滅少,福島が14戸から10戸と約3割減であるが,中川内と笹 

野は1〜2戸の減少にとどまっている。かかる農家数の減少は耕地の減少にもつながり,幸又の70 

%減,千蔵木の6 5%減と,とくに水田面積の減少が甚しい〇ただし中川内は変化なく,かえって 

水田面積では若干増加している。

つぎに跡地森林管理については,2 -事例を検討したにとどまっているが,つぎの通りである。

① 前津江村千蔵木集落の事例 前述の通り1 9 6 0 - 7 〇年で15戸から5戸への激減を見, 

大分県での4つの過疎激甚集落の中の1つである。前津江村に属するが,例外的に下流部は福岡県 

浮羽町に直結している。集落の特徴は,零細水田経営のほかは見るべきものはなく,一方的に林業 

賃労および若干の森林経営に依存する集落で,林地の所有は在村の大所有者と零細所有に分極化し 

た形と左っているが,人工林率はきわめて高い。

跡地のうち水田は1戸平均0. 4 7 haと零細なものであったが,転出者の水田の大部分は残留者 

に売却され造林された。また,森林については転出者の大部分は保有していず,1戸だけが2 4 ha

-1 4 7 —
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(全部人工林)を保有するのみで隣町(福岡京)への転出であり良好に管理され.ている。以上のよ 

うに,この集落は過疎激甚集落でありながら,.集落の急激左縮少が見られるとはいえ,跡地森林管 

理そのものは,残留者の中に卓越的左森林保有者がいること(=森林の保有構造),転出者の大部 

分が林業賞労働に依存Lた階層であったこと(=移転者の職業,階層),人工造林の成熟度が高か 

ったこと(=森林資源構成),などによって,跡地森林管理上とくに大きな問題は生じていない。

② 上津江村笹野集落の事例熊本県菊池市に接する山間辺地の準過疎集落であって,総世带数 

をみると,19 7 〇年センサス時点3 2戸(うち非農家16戸)であったものが同8 〇年では11 

戸に激減した〇本集落は国有林地帯で,民有林についてもその9割近くがすでに地区外に流出して 

おり,転出者の保有した農用地のほとんど全部は山畑であったため,小面積の森林とともに地区外 

森林保有者に売却処分され,造林の上»従来と同様管理経営されている〇以上のようにこの集落で 

は,集落規模の急激な縮少とともに林業労働力の流出が見られるが,跡地森林管理そのものは,農 

用地にしても森林にしても零細左いし無保有者が多かったため,やはり大きな問題は生じていない。

以上のように,跡地森林•管理の方冋づけは,基本的には過疎化の程度,すなわち過疎化段階区分 

に対応して整理をすることが可能であるが,2次的には.その集落にむける①森林の保有構造と② 

林業の成熟度が大きな影咨を与えることが明らかにされた。

なお,大分県における過疎激甚集落は,前記の前津江村千蔵木集落のほかにつぎの3集落が摘出 

された〇

① 南海部郡上浦町浦戸集落 戦前より土建業などの出稼労働の階層が多かった臨海山村の集落。 

®.大野郡犬飼町三ノ岳集落 大分市に隣接する都市近郊集落。他の集落と合併された。

③ 直入郡久住町試験場集落 久住山達の集落で雄近他集落と合併になった。

弓I 「用:文献

⑴佐藤敬二:日•田林蓉;山林1〇 3 3号特集「生まれ変わる林業地」,19 7 0

⑵ 大分県日田毎務所:日田の農業概要,19 7 8

(3)柳 次郎:大分県山村集落の過疎化段階区分,日林九支研臨 第3 2号J19 7 9

⑷紙野伸二:山村集落の過疎化段階区分,農林統計協会「日本の林業」所収,19.7 4

⑸ 福厨敏彦:農山村社会の組綾化一福岡県における過疎についてー,日林九支研論 第3 2号,

19 7 9

⑹ 久田喜二:日田地方山村集落における過疎化段階区分,林試九州支場年報 第2 2号,

1 9 8 0 .
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V!山村社会形成の論理
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はじめに

昨年の中間報告(『むら機能と林業』)のなかで,紙野伸二部長は「地方林政は地域林業の振興 

とともに山村社会の衰退化に歯止めをかけて魅力ある山村社会の形成のために本格的な活動を始め 

るようになってきた。山村集落はその対象として新たな展開が期待されるのである」1)と述べてい 

る。

実は,私が本稿で展開しようと考えている山村社会形成の齢理というのも,紙野部長が林業生産 

基盤総合整備事業の実際的な計画作業でおこなったことの整理にしかすぎないと思うが,あえて述 

ベることをお許しいただきたい。

1•山村社会形成の構図ーその1-
山村社会形成=むらづくりの特質は,生産と生活を統合した地域社会をつくることにある。都市 

生活の形態は職住の分離にあり,このことが都市の交通問題を惹起させている。だが,農村にしろ, 

山村にしろ生産の場と生活の場が同一地域であるとそろに,農•山村の特質がある。

ところで山村の在るべき姿,理想型を求めるとき,.一般に「蜃かな明るい山村」を究極的な形態 

として目標設定している。青木志郎教授は農村計画に関連して,「農村計画は人づくりだとか豊か 

な地域社会づくりだといわれるが,望ましい人望’ましい地域計画とは何か。私は,落伍者のいな 

い,一人一人の生活が理・かな地域社会であり,連帯感をもった人々をつくっていくべきだと考えて 

いる」2)と述べている。山村振興法が目的として現定した「山村における経済力の培養と住民の福 

祉の向上を図る」(同第1条)も究極的には同じことを意図しているのかも知れないが,「落伍者 

のいない,一人一人の生活が骨かな地域社会であり,連帯感をもった人々をつくる」という青木教 

授の目標は明厥で魅力的である。

では一般にいわれている「豊かな明るい山村」をいかに形成するか。私は「豊かな明るい山村」 

といったとき,第］図に示したような構図が描かれるのではないかと思う。「豐かな」を経済的側 

面,「明るい」を社会的側面というように分けて,それぞれの具体的な項目について述べることに 

したい。紙野部長が前述の計画で二分した「;｛樺生爵盤の整備」と「環境基盤の整備」に対応している〇

「経済的基礎づくり」は大きく 2つに分けられる。山村の農林業生産の基盤づくりと個別経営の 

確立・充実という側面である。農林業の生産基盤づくりは,具体的には林道,農道など道路整備, 

画場整備,利水施設など社会的共同生産手段の整備とともに,山村ではその地形的条件から治山施 

設が重要なものとなっている。そうした条件整備のうえに個別経営の確立・充実が,労働力,土地, 

資本の各要素の充実によって実現されなければならない。その場合,土地条件,労働力構成,資本
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第1図 山村社会形成の構図

社
会
的
共
同
生
産
手
段

林業生産

•工業生産

農業生産

>立体的構造

流通・観光丿

市 場

I
日本経済

世界経済

個
別
経
営

•排水施設 -• ・リーダーシップ

・コミュニティ施設・

•教育施設

•医療施設 ノ

日本社会

I
世界社会

の状況により多様な経営がある山村では,経営類型を設定し,類型毎に経営目標を設定し集落単位 

に土地利用,労働力利用の計画化が必要になってくる。

ところで,整備された生産基盤の上に,個別経営を確立・充実する、場合,きわめて重要なことは, 

山村の資源に応じた生産構造を立体南に構成することである。すべての資源が効率的に利用できる, 

総合的なものであると同時に,生産物の加工,流通まで含めた構造で,付加価値の極大を追求する 

立体構造歪つくりあげるこ・とである。

山村づくりに成功したところでは,形態のちがいはあっても立体的産業構造をつくりあげている。
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例えば余りにも有名になったが,熊本県球磨村,静岡県竜山村など代表的なものである。

林業後進地で低迷していた球磨村で,昭和4 〇年に41オで森林組合長に就任した大岩誠氏は, 

林業労務班の組織化を皮切りに,造林,素材生産事業を通じて地域林業の振興に努力し,林業構造 

改善事業を活用して,4 7年にチップエ場を完成し,4 9年には椎茸乾燥室を落成して椎茸生産体 

制をつくり,同年に低質材加工エ組を完成している。5 〇年には鐘乳洞を堀削し"球泉洞"と命名 

し,観光資源とし,後に5 3年には球泉洞キャンプ村をつくって観光資源を活用する体制をつくり 

あげている。また51年につくった山菜加工工場は,5 3年に落成した「そばうどん店」とも結合 

して,村民に雇用と所得をもたらしている。現在»球磨材は球磨森林組合を含む6つの組合で運営 

している木材共販湯に出荷しているが,将来の構想としては,村内に集荷場をつく’り,そのまわり 

に木材加工団地を設置して符加価値をつけてから村外に出荷する方法が検討されている〇3)ここで 

は林業生産だけでなく,山菜はもちろんだが,鐘乳洞を観光資源化しているところに特徵があるが, 

立体的産業構造がたえず追求されている。

静岡県竜山村では,昭和3 6年に靑山宏氏が3 6オの若さで森林組合常務理事に選出されてから, 

3 7年に8班,1〇 〇人の労務班を結成することからはじめた〇この労働者数は当時の竜山村の民 

有林労働者の約4割にあたる数であったというが,この労務班を軸として,村内の造林,素材生産 

事業に取りくむが,4 0年からはじまった第一次林業構造改善事業によるマイクロバスの購人 素 

材生産機械の購入が大きな戦力となっていく。4 0年代初め,山村を襲った過疎化の波のなかで, 

浜松という自動車,オートバイ,楽器産業など日本の代表的企業のある大きな労働市場が,通勤可 

能な距離圏内にある竜山村では,林業労働者の流出というピンチを迎えることになる。そこで,青 

山氏は「山村堰堤論」を発想してくる。「人口が流出するなら,それをくいとめる堰堤ーダムをつ 

くればいいのだという考えである。それでは,その堰堤とは何か。それは,いままで山村のなかに 

なかった,新しい山村住民の所得機会,雇用機会をつくり出すことである」とし,造林»素材生産 

事業以外の新しい事業開発に挑むことになる。

その1つが,木材流通機構の改革で,天竜材の販売を確実なものとするため,山元製材6社と森 

球組合の共同出資による「ムッミ製材協同組合」を4 2年に設立している。4 3年には婦人の所得 

機会の創造のため,編物工埸(3 2名勤務)をつくっている〇ここで働く主婦は,農耕地もなく, 

主人は主としてプロの林業労働者であり,主婦が安定して働く戰場をつくることが,結局は林業労 

働力の確保対策となっている。4 6年には造林 素材生産以外に林道づくりのための土木作業班を 

編成した。4 6年にはまた新しい事業をはじめている。それは農家婦人と結びついた花木栽培で, 

仏壇や墓に供える常緑樹のシキミを,山に自生しているのを採ってきて,畑で育成栽培するもので,
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順調に発展している。4 7年には主婦向けの内聯(巒製)をはじめている。

林産物については,4 8年に除間伐材対策として小径木加工工場を設置し,一部製材品と杭木を 

生産し,51年には木材加工集販センターを発足させ,小角材の製材品生産を開始した。5 2年に 

は大型協業センターを設け,小径木処理施設を完成している。

竜山森林組合の林業生産構造の立体化で注目すべきものは,"林業の垂直的組織化〃として登場 

した住宅部門への進出である。このねらいは堰堤になる地場産業を創造することが第1だが,木材 

流通過程を簡略化し,木をつくっている森林組合が木材の最:終製品である住宅をつくり,坡終需要 

者には安い木材を,生産者には付加価値をという.ものであった。そのため,組合出資による「天竜 

材住宅販売会社」を昭和4 8年に設立している。いっさい外材を使わず,すべて天竜地域で生産さ 

れる木材を使用した良質の住宅を安く供給するシステムをつくりあげたのだ。まさに,"苗木から 

住宅まで〃という林業の垂直的組織化を,地域ぐるみやりとげたところに竜山村の山村づくりの特 

徴がある。O

2.山村社会形成の構図ーその2 —

「明るい山村」=近代的•人間的社会づくりという側面では,山村社会構成単位である家族とそ 

の家族によって構成された地域社会に分けて整理する必要がある。

⑴家族

すでに都市的生活様式がかなり一般化した山村で,第1表の構図で示したような「家簇生活 

の近代化」というより,若者の離村により,髙齢者家族がふえる最近の情勢では,むしろ「家 

族生活の安定化」というべきかも知れない。

ところで,’山村の家族は,兼業化が進んだといっても,労働者家族一物理的にも経済的にも 

家庭から離れた職場において生産活動をおこない,家庭にあってはも〇ぱら消費活動をする家 

族とは異なって’いる。一般に山村の家族は小規模とはい’え農林業生産をおこなっている場合は, 

単iこ消費活動の単位であるばかりでなく,生産活動の単位でもある。したがって,家族構成員 

"数は直接に労働力の多少として農林業経営の在り方に影響してくる。

兼業家族にあっては,もし世帯主が兼業に従事している場合,農作業はもちろん家事作業, 

部落集会にも主婦が出席するなど主婦の役割が’増大しているCまた主婦も兼業に従事している 

,場合は,兼業労物に加えて家事作業,農作業も主婦の役割となり,ここでも主婦のオーバーワ 

ークがみられることに注意しなければならない。
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山村の家族は,一段に直系家族の形態を基本としている。もちろん直系家族はその家族周期 

の1つの階梯として夫婦家族の形態をとる時期があるから,夫婦家族の形態もある。しかし, 

坡近の問題は,過疎地域にあっては山村の零細な農林業規模という制約もあって後継者が他出 

し,髙齢者夫婦世带なり髙齢者単身家族が出現していることである。

かって私は,岩手県住田町の公有林調査にいった際,いわゆる住田方式という段業経営によ 

り,商品生産農業に成功し,若者のuターンがみられるようになり,•一般の農家でも,父親が 

農業からリタイアするとき,他出していた後継者が家に帰るという伝統的パターンが復活し, 

村が活気を取り戾している現実をみたが,直系家族の循環がスムースになされることが望まし 

い。

家族をめぐる問題の1つは,山林資産(家産)を所有することからくる家の生活問題である。 

一般に直系家族のもとで家産を所有する場合,「家」的特質を残存させる傾向をもつ。いま 

「家」を「家産に基づき家業を経営し,家計を共にし,家の先租を祀り,家政の単位となる集 

団」5)と現定し,「家意識」を「家生活における最髙の目標は,家の系譜の永徒的繁栄である。 

家長をはじめ家の成員は,個人の幸福,親子,夫婦の関係さえも,この家の目標と相容れない 

ときは犠牲にされる。このように家の目標をすべてに優先させる意就 つまり家意識が家成員 

に共通に形成されていて彼らの行為を強く規制する」も)と理解すると,これがストレートな形 

で林家に残存しているとは思わないが,山村の林家のなかに,家族生活の日常的な運営まで, 

世代の継承,子孫の繁栄,そして家業や家産の確保といった論理が優先し,家族員の行動がそ 

れに規制される例をみないわけではない。

世帯主夫婦と後継者夫婦が同居する直系家族の形態をとりながら,両者の間で,農林業生産 

の役割分担を決め,生産活動に従事し,漸次後継者に経営権を移行させる。直系家族内のこう 

した安定的な経営継承を実現するためには,家族関係・家族生活の近代化が必要であるといえ 

’るのではないだろうカ、。

⑵地域社会

地域社会の形成は,周知のように物的な生活環境づくりというフィジカルな側面と,連帯感 

共同意識といったメタフィジカルな側面の2つがある。

生活環境づくりでは,林業集落基盤総合整備事業のメニューとしてあげられている集落道, 

林業集落センター,公民館などコミュニティ施設をはじめ,給排水施設はもとより,さらに教 

育施設,医療施設など山村住民の生活に必須な諸施設をつくることである。

・たとえば農林業センサス(19 8 〇年)の集落調査によると,農家に水道が普及している農
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業集落は7 3.1%であり,また農家の生活廃棄物の処理方法をみると,し尿処理はほとんどの 

農業集落が「くみ取り」であるが,このうち「自家処理」によるものが4 5. 4彷を占めている。 

ゴミの処理は「公共機関によるものが5 8.5 %, 「自家処理」によるものが4 0.3 %あり,ま 

た,家庭雑廃水の処理は「農業用排水路に流す」ものが3 6.5易で竅も多く,そのほか「集落 

内排水溝」によるものが2 5. 4务,「河川」に流す」ものが16. 3弓となっている。

農業集落の多くの人が利用している医療施設は,「個人病院」が6 2.9务で最も多い。また 

医療施設までの道路距離についてみると,「4伝未満」の農業集落が5 5.5 野を占めているが,

「1〇如以上」の農業集落も11.3 %みられる。

この医療については鮮烈な体験がある。昭和5 2年に徳島県木頭村の調査にいったときのこ 

とであるが,当時村営の診療所には徳島大学医学部から臨時の医者が出張して・きていた。村民 

の安全のため常住の医者を確保しようとしたが見つからず,結局,助役が台湾に医者を探しに 

出かけることになったと聞いた。県内に大学の医学部がありながら,県内の地方自治体のなか 

に医者がいない自治体があるこ丄も事実である。木頭村では将来は自治医大の卒業生に希望を 

託しているということたったが,医療の市場メカニズムによって疎外されている山村に,医療 

施設を政策的につくることは重要な課題となっている。

わりろん,モータリゼーションがすすんだ現代では,近接都市との相互連関のなかで医療施 

設がつくられなければならないことはいうまでもない。

さて,次に地域社会形成:のメタフィジカルな側面であるが,これは村づくりをどうすすめる 

か,地域社会形成の方法とかかわってくる〇コミュニティ翰の系諸で,アメリカでおこなわれ 

たコミュニティ・オーガニゼーションやコミュニティ・ディベロップメントが注目されたのは, 

住民の生活欲求をひきだし,コミュニティの資源とバランスをもってむすびつけることを目的 

として,そのために住民自身を主体的に行動させる妾南南な去疫壽としてであったQ

「林業村落振興緊急対策事業」の推進事業は「林業者をはじめ地域ぐるみの住民の交流を促 

進することにより,地域林業の担い手の健全な育成,地域住民の述帯感の酿成及び地域ヌミュ 

ニティ機能の強化を図り,地域の林業構造の改善の推進に資するためにおこなう事業」として 

村づくり檢想の策定事業と林業村落推進活動事業があげられている。ここでは,地域形成の上 

で社会学的に重視すべき点が明瞭に示されている。本研究の昨年度の中間報告(『むら機能と 

林業』)の中で,柳次郎氏が「「厶ラ」の合意形成過程とリーダー機能」をとりあげ,小菅久 

氏が公民館活動の分析をしているのも,同じ文脈からであろう。この意味では,むらづくりの 

方法は,計画主体として理林当局をおき,山村住民は単に受益者と考える立場は否定され,住 
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民の主体的参加を前提としたものであるべきという考え方が一般化したといえる。

現実のむらづくりでも,住民の主体的参加が重要であることが示されている。たとえばしい 

たけ生産で有名な宮崎県諸塚村では,公民館活動が村づくりの推進力となったものとして注目 

されている。公民館である以上社会教育を目的として生れたものであるが,独自の絹織体制を 

もち,村の社会教育,生活活動はもちろんだが,生産活動の面でも重要な役割を果している。 

各集落にある地区公民館とその下部組織である実行組合が活動の主体となり,村民の合意形成 

の上でも,また生産活動の上でも拠点となっている。7)

福島県霊山町の「集落営農団地造成」を軸としたむらづくりでは,集落懇談会を開催して「 

話し合い」をすすめたり,•「営農志向」調査を実施したり,「研修会」を開いて,むらづくり 

をすすめたが,集落内の世帯主だけでなく,青年,婦人老人まですべてを参加させる方式iを 

とつている。そのために各集落の伝統的な祭りとくに演ずる者がなくなっていた芸能の復活を 

すすめて住民の結集をはかり,あるいは祭り以外の日における集落住民の日常的な結集のため 

には,早起きソフトボールや薄暮バレーボールの奨励もおこなわ札 ここに集った老若男女の 

ところで,むらづくりがわかりやすいことばで話題にされたという。この積重ねのうえで,「 

むらの土地はむらで利用する」という原則に立って農地の有効的な利用を実現する「農地管理 

制度」を発足させている。8)

しかし,現実の合意形成は決して容易なものではない〇山村社会においても階層分解がすす 

み,住民が生活においても,価値観においても多様化した現代において,山村住民の要求も多 

様であり,地域住民の合意にもとづいた「地城意志」をつくることはむずかしい。また林業で 

は,「自然村」としての歴史的沿革をもつ集落だけで完結しないことがある。紙野部長が「林 

業集落圏の構想は,当初から圏域として確保できるプロスペクティプ(鄭望的)な地域設定を 

必要とする」9)と指摘して,いるように,他集落点の,あるいは旧町村にとどぼらず他町村との 

調整を必要とすることもあることを認識しておく必要がある。

合意形成との関連で,注目しなければならないはリーダーシップである。すでに事例として 

あげた熊本県球磨村の大岩氏,静岡県竜山村の青山氏らの,すぐれたリーダーシップなしには 

両村の今日のむらづくりの成果は考えられない。青山氏自身は山村のリーダーについて,山村 

住民の「知恵の開発,山村に秘められた未開の可能性を引き出し,衆智をまとめ実践へ誘導す 

る役割を果す」人で,「部落や山村社会における自己の立場をよく認識して,この山村を担っ 

ていくのは自分なんだ,山村の将来は自分の行動にかかっているのだという・自負,誇り,責任 

感を持って,自ら山村にしっかりと腰を落ち付けなければならない」1°)と述べている。森巌夫
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氏は地域リーダーに共通する特徵として①自らの山村・林業に対して確固たる信念なりプライ 

ドを抱いている。例・かなアイデアの持主が多い。③旺盛な行動力。④強い個性をあげている 

が,”)地域性にねざした独創的,個性的な発展はこうした地域りーダーにすすめられているこ 

とは,私の山村調査体験からも同意できる。住民運動による町づくりとして先駆的な実績を残 

した神戸市丸山地区の住民が,「町づくりは人づくり」をスローガンにしていたことは有名だ 

が,山村づくりもまさに人づくりなのである。

3;むすび

周知のように,わが国の村落研究は,共同体論で展開してきたcそこでは大塚史学の影響もあっ 

て,村落共同体としての「むら」は近代化の過程で解体すべきものと把えられてきた。農村の封建 

遺制が問われていた日本社会の状況では,そうした視角は社会科学的意義を有していたと思う。髙 

度経済成長下の重化学工業の驚異的な発展の過程では,"村の解体"が共通課題として設定され, 

村の変貌が追求されてきた。そこでも,農民層分解にともなう村落共同体の解体が基本的視角であ

つ.たG

もちろんこうした農村研究の視角と異なり,村落のもつ機能に着目し,現代における村落の役割 

を評価するく村落領域輪イ之)やく習俗社会論>藉新 < あった。

守田志郎『村落組織と農協』(昭和4 2年),堀越久甫「「むら」の再評価」(昭和4 4年)に 

よってむら論が提起されて「むら」が着目されてくる。

社会的には,昭和4 8年のオイル・ショック以降の髙度経済成長の挫折,それは資源上の制約か 

ら低成長に転換を余義なくされただけでな <,重化学工業の発展は公害4大裁判に代表されるよう 

な環境破壊をもたらし,生存すらも否定する生態系の危機が叫ばれ,軌道修正を迫っていた。こう 

したなかで,"地域主義"が抬頭するとともに,"むら=共同体論"が心情的いろあいをもって登

場してきた。

しかL「むら」を公式にすえたのはなんといっても農業政策であった〇自立農家育成という構造 

政策の挫折から,•攘業生産の中核的担い手の育成確保政策に転換し,「農用地利用増進事業」(1 

9 7 5年)が打ち出されてくる。そこでは,集落,大字等一定の地縁的なまとまりをもった地域内 

において,’集落機能の活用を通じて,関係農業者の合意を形成し,作付地の集団化や農作業の効率 

ィりさらには農用地の利用関係の改善.をすすめるというものだった。さらに「地域農政特別対策事 

業」(昭和5?年発足),「新農業構造改善事業」(昭和5捐•年発足)で,地域主義が定着するな 

かで,構造政策を集落に据えてきている。米の生産調整に果した部落=「むら」の役割は大きなも 
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のがあったことも,むらを匝視する根拠となっている。つまり,米の生産調整にしろ,転作にしろ, 

曳業労働生産性を確保するうえでも,集団的土地利用が必要となり,このため「むら」が再確認さ 

れてきた。

しかし,「むら」を痘業政策の手段として評価するにとどめてよいのだろうか。また共同体への’ 

回帰という情念的なシンボルにとどめてよいのだろうか。

私は「むら」が現代的盗蠢をもつのは,自活体としての山村形成の拠点という点であると思う。 

佐藤正氏は「農村自活の確立には,労働者や農民の階級的運動の成長に加えて,協同組合運動を成 

長させ,それを"むら〃づくりの主体とし,同時に基本的人権の実現する地方自治の一つの碧に変 

革することが求められている」14)と述べている。そこでの主体は農民である。

山村づくりにおいても,住民が自ら山村の将来の方向を認識し,いかにとりくんでいくかが重要 

である〇行政と専門家集団は,山村住民の意向を実現するために協力するという立場が明確にされ 

なければならない。だが「吉里吉里国」でない,市場経済原理が強力に作用するわが国で,山村住 

民の主体的再編は容易なものでないことはいうまでもない。

(注)

1) 紙野伸二「集落林政の提起」『むら機能と林業ー「特別研究農,山村社会における農林業 

生産と生活の組織化方式の確立に関する研究」中間報告,昭和5 6年,林業試験場経営部»

31頁

2) 青木志郎「農村計画の諸問題『研究通信』12 4号,村落社会研究会,昭和5 6年

3) 大岩誠『山村振興に燃えて」淸文社
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5) 6)浜島朗他『社会学小辞典』有斐閣,昭和5 2年
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10) 青山宏,前掲書,17 6〜17 7頁
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12 )川本裂「村落の領域」村落社会研究会編『村落社会研究第8集』,稿書房,昭和4 7年

13 )東畑精一 ・神谷痘治鴻「曳代日本の農業と農民』岩波書店,昭和3 9年
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14 )佐藤正•「農村自治一構造と論理一岩手泉紫波町志利地区の現状分析から一」「研究通信』 

121号,村落社会研究会,,昭和5 5年。
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